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小項目１ 
 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(1) 人材の育成 

   保健、医療及び福祉の各領域に関わる幅広い知識と専門的な技術に基づき、豊かな人間性を兼ね備えたヒューマンサービスを実践できる人材及び地域や国際社会において活躍できる人材の育成、

現任者への継続教育及び大学の知的資源の積極的開放を通して、県民と地域社会の保健、医療及び福祉の向上に寄与する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

第１ 教育研究等の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 

 

１ 教育に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

(1) 人材の育成に関する取組み 

学部、大学院において、多領域が

連携する専門職教育により、ヒュ

ーマンサービスを実践できる人材

及び地域や国際社会において活躍

できる人材を育成する。 

また、実践教育センターにおい

ては、保健、医療及び福祉の分野に

従事する者への継続教育を行う。 

 

【数値目標】 

◆就職希望者就職率(学部)：100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 教育研究等の質の向上に関

する目標を達成するためとるべき

措置 

 

１ 教育に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 
(1) 人材の育成に関する取組み 

【数値目標】 

◆就職希望者就職率(学部)：100% 
S（5） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（就職希望者就職率について記載する） 

【数値目標に対する実績】 

◆就職希望者就職率(学部)：100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 

 

 

S 

 

 

 

 
・「就職希望者就職率（学部）」

の数値目標 100%に対して、実

績が 100%であったことから、

年度計画を達成しているも

のと評価する。 

課題 

・就職希望者全員が就職でき

るよう、引き続き学生に対す

る進路支援を継続して行っ

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 H30 H31 R２ 

目標 100% 100% 100% 

実績 99.1% 99.6% 100% 

達成率 99.1% 99.6% 100% 

評価 A A S 

 

（人） 

看護学

科 

栄養学科 

社会福祉 

学科 

理学療法 

学専攻 

作業療法 

学専攻 

合計 

卒業者 86 40 64 19 23 232 

進路決定者 86 40 64 19 23 232 

就職者 84 38 62 19 23 226 

（就職希望者） 84 38 62 19 23 226 

 就職率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 県内 55 20 44 15 17 151 

 県外 29 18 18 4 6 75 

進学者 1 1 1 0 0 3 

その他 1 1 1 0 0 3 
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小項目２ 
 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(1) 人材の育成 

   保健、医療及び福祉の各領域に関わる幅広い知識と専門的な技術に基づき、豊かな人間性を兼ね備えたヒューマンサービスを実践できる人材及び地域や国際社会において活躍できる人材の育成、

現任者への継続教育及び大学の知的資源の積極的開放を通して、県民と地域社会の保健、医療及び福祉の向上に寄与する。 

ア 学部教育 

    保健、医療及び福祉の分野における高度で専門的な知識及び技術を教授研究するとともに、保健、医療及び福祉の分野に関する総合的な能力を有する人材を育成する。 
 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

ア 学部教育 

(ｱ) 看護学科 

 社会の変化に伴い多様化する

人々のニーズを的確に把握し、他

職種と連携し、質の高い看護を提

供でき、さらに生涯にわたり自己

の資質の向上に努め、看護学及び

保健医療福祉の発展に貢献でき

る看護学教育を行う。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 学部教育 

(ｱ) 看護学科 

・看護基礎教育検討会報告書（令

和元年 10月 15 日報告）での指定

規則改正に基づき、2022 年度入

学生から適用するカリキュラム

改正案を作成する。A（4） 

 

 

 

・学科内でカリキュラムワーキ

ンググループを立ち上げ、カリキ

ュラム改正に関する具体案を検

討する。A（4） 

 
 
 
 
・学科内で科目調整会議を開催

し、2018 年度改正カリキュラム

の進捗状況の確認・評価について

共有するとともに、2022 年度カ

リキュラム改正の進捗状況につ

いても共有・検討する。A（4） 
 
 
 
 
 

 
(ｱ) 看護学科 

・学科内でカリキュラムワーキンググループを立ち

上げ、指定規則改正に基づき、2022 年度入学生から

適用するカリキュラム改正案を作成した。改正案に

ついて学科の科目調整会議等で検討、共有した。カリ

キュラム改正に関しては令和 3 年 3 月に文部科学省

へ事前相談をするため、資料作成などの準備を行っ

た。 

 

・新カリキュラムでの新設科目・変更科目の講義、演

習、実習等、具体的な運用について学科内で検討・共

有していく。令和３年３月、学科での科目調整会議に

て、情報通信技術及び、高齢者、地域包括、急性期に

関する看護ケアの学習をさらに強化する科目編成に

ついて承認され、次年度に具体化することになった。 

 

 

・新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴う科目構

成・教育方法・教育内容の変更やその対応について、

学科内で共有し、感染予防対策と教育の在り方につ

いて検討した。実習中止となった科目では受け入れ

可能な他施設の開拓や学内演習への切り替えなどの

工夫を行い、学生の目標達成に支障が生じないよう

に対応を行った。教育方法については今後も継続検

討予定である。 

 

【その他の取組み】 

・国家試験については 100％合格を目指し、模擬試験

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・年度計画に記載された項目につ

いて実施できている。 

・カリキュラム改正に関しては昨

年度より学科内委員会を立ち上

げた。検討内容は随時、学科教員

間で共通し、検討を重ねた上で、

改正案を作成することができた。 

・新型コロナウイルス感染症によ

る教育への影響については、教員

間で情報を共有し、新たな教育の

工夫などの検討を行い、学生の学

習修得に支障が生じないような

対応を行った。 

・国家試験対策については４年生

だけでなく、２年生で模試を行

い、早期からの動機づけを行っ

た。 

・「国家試験合格率」の数値目標

100%に対して、 

看護師 97.7% 

保健師 100%% 

助産師 66.7% 

であった。 

・受験者全員の合格を目指すた

め、コロナ禍の中、模擬試験の実

施やその結果に基づいての個別
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【数値目標】 

◆国家試験は、次の合格率を目指

す。 

看護師：100% 

保健師：100% 

助産師：100% 

 
 
 
 
 
 
 

 

【数値目標】 

◆国家試験は、次の合格率を目指

す。 

看護師：100% A（4） 

保健師：100% S（5） 

助産師：100% C（2） 

 

の実施と学生への個別支援を行った。ことに早期か

ら国家試験を意識づけるとともに日々の学習への動

機づけとするために２年生から模擬試験を実施し

た。 

・病院実習が例年通り行えなかった令和２年度卒業

生に対し、実践力を養成するための卒後フォローア

ップ研修を令和３年度に実施する予定 
 
【数値目標に対する実績】 

◆看護師：97.7% 

 （受験者：86 名 合格者：84 名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆保健師：100% 

 （受験者：15 名 合格者：15 名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆助産師：66.7% 

 （受験者：3名 合格者：2名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援などの工夫をして指導に取

り組んできた。リモートでの指導

や自宅の模試受験等学習環境を

整える面で難しさがあったが、教

員一丸となり取り組んできた。 

・国家試験対策以外においても、

今年度は学生一人ひとりの個別

性を重視した支援に力を入れ、し

っかり取り組んできた。 

・看護師、助産師について目標値

を下回ったが、看護師の合格率は

全国平均を上回っていること、ま

た助産師は受験者数が３名で１

名の不合格は比率に及ぼす影響

が大きいことなどから、限定され

た中での学生への支援は評価で

き一定の目標は達成したと考え

る。 

・よって、小項目全体として見た

ときに年度計画を達成している

ものと評価する。 

 

課題 

・カリキュラム改正案について

は令和２年度内に文部科学省へ

事前相談済みであり、その結果

を踏まえて改正カリキュラムを

決定し、８月～９月に文部科学

省へ正式に申請を行う予定であ

る。 

・コロナ禍での教育に関して引

き続き、教育内容の変更や工夫

について教員間で検討・共有し

ていく必要がある。 

・国家試験対策については、再

度、模擬試験の実施方法、その

結果に基づいた学生への指導方

法を見直すこと、教員が学生と

接する機会を活用して常に支援

体制をとることなど、受験者全

員の合格を目指し教員全体で取

り組む。 

 H30 H31 R２ 

目標 100% 100% 100% 

実績 96.7% 100% 97.7% 

達成率 96.7% 100% 97.7% 

評価 A S A 

 H30 H31 R２ 

目標 100% 100% 100% 

実績 92.9% 100% 100% 

達成率 92.9% 100% 100% 

評価 B S S 

 

 H30 H31 R２ 

目標 100% 100% 100% 

実績 100% 100% 66.7% 

達成率 100% 100% 66.7% 

評価 S S C 
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小項目３ 
 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(1) 人材の育成 

   保健、医療及び福祉の各領域に関わる幅広い知識と専門的な技術に基づき、豊かな人間性を兼ね備えたヒューマンサービスを実践できる人材及び地域や国際社会において活躍できる人材の育成、

現任者への継続教育及び大学の知的資源の積極的開放を通して、県民と地域社会の保健、医療及び福祉の向上に寄与する。 

ア 学部教育 

    保健、医療及び福祉の分野における高度で専門的な知識及び技術を教授研究するとともに、保健、医療及び福祉の分野に関する総合的な能力を有する人材を育成する。 
 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

ア 学部教育 

(ｲ) 栄養学科 

 人間栄養学を基本とし、栄養と

健康・疾病等との関係を探究し、

人の栄養・食事の課題を解決する

知識・技術・実践力の総合的な教

育を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 学部教育 

(ｲ) 栄養学科 

・教員の退職に対応し、カリキュ

ラム及びシラバスの点検・調整を

行う。A（4） 

 

・臨地実習の選択単位の増大に

伴う臨床栄養及び公衆栄養臨地

実習の体制整備を行い、次年度の

円滑な実施に向けて予測される

実施上の課題解決を図る。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ｲ) 栄養学科 

・教員の退職に伴うカリキュラムやシラバスの調整

を行い、令和３年度へのスムーズな移行の準備が完

了した。 
 

・臨地実習については、新型コロナウイルス感染拡大

を受けて実習期間やプログラムの変更が必要となっ

た。まず昨年度一部中止となった臨床栄養学臨地実

習Ⅰを、本年度２施設において実施した。本年度開講

の臨床栄養学臨地実習Ⅱは、実習先から受け入れ困

難との連絡を受けて、実習形態をオンラインに変更

し、プリセプタ参加型の実習プログラムを新規に作

成し実施した。公衆栄養学臨地実習Ⅰ及び給食管理

論臨地実習Ⅰの実習時期について変更の調整を行

い、実施した。 
・臨床栄養学臨地実習のプリセプタとの連携や情報

共有を行うために Web 会議を開催し、今後の実習の

円滑な取組みについて課題の把握を行った。 
 
【その他の取組み】 

・新型コロナウイルス感染拡大への対応として、オン

ライン授業の開始のため、学科独自の教員及び学生

用の授業マニュアルを作成するとともに、FD を開催

した。さらに、コロナ禍の状況に対応して、講義、実

験・実習、臨地実習の実施形態や時間割修正を行うこ

とで、円滑な授業運営が実施できた。また後期授業の

開始にあたり、対面授業（実験・実習）を見据えて、

実験・実習室の使用に関して、時間割変更を含めた調

整を行った。 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 

・年度計画に記載された項目について 
実施できている。 
・新型コロナウイルス感染拡大の状況

下において、オンライン授業の実施等

様々な検討を行いながら授業を継続す

ることで教育の質を担保できた。 

・「国家試験合格率」の数値目標 100%に

対して、100%であった。学習管理支援シ

ステム manaba の使用等による遠隔で

の国家試験対策を的確に実施できた。 
・以上のことから年度計画を達成して

いるものと評価する。 

課題 

・新型コロナウイルスの感染拡大が継

続中であることから、学内での実験・

実習および臨地実習の運営に対する対

応と教育の質の担保が求められる。 

・文部科学省「教学マネジメント指

針」を受けてカリキュラムマップの検

討を行う。 
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【数値目標】 

◆国家試験は、次の合格率を目指

す。 

管理栄養士：100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

◆国家試験は、次の合格率を目指

す。 

管理栄養士：100% S（5） 

 

・コロナ禍の国家試験対策として、対面での補講や個

別の学生フォローが難しいことから、学習管理シス

テム manaba を用いた学生支援や、zoom を用いたオン

ラインの補講を行うなどの工夫し、試験対策の強化

に努めてきた。個性や習熟度が異なる学生に対して、

遠隔でフォローを行うことは難しさがあったが、全

員の合格を目指して複数の支援方法を設けて取り組

んだ結果、コロナ禍でありながらも数値目標を達成

することができた。 
 
 
【数値目標に対する実績】 

◆管理栄養士：100% 

 （受験者：40 名 合格者：40 名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 H30 H31 R２ 

目標 100% 100% 100% 

実績 100% 100% 100% 

達成率 100% 100% 100% 

評価 S S S 
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小項目４ 
 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(1) 人材の育成 

   保健、医療及び福祉の各領域に関わる幅広い知識と専門的な技術に基づき、豊かな人間性を兼ね備えたヒューマンサービスを実践できる人材及び地域や国際社会において活躍できる人材の育成、

現任者への継続教育及び大学の知的資源の積極的開放を通して、県民と地域社会の保健、医療及び福祉の向上に寄与する。 

ア 学部教育 

    保健、医療及び福祉の分野における高度で専門的な知識及び技術を教授研究するとともに、保健、医療及び福祉の分野に関する総合的な能力を有する人材を育成する。 
 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

ア 学部教育 

(ｳ) 社会福祉学科 

 社会福祉に関する知識・技術等

に基づいて、地域社会におけるヒ

ューマンサービスを実践できる

教育を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 学部教育 

(ｳ) 社会福祉学科 

・実習先指導者との課題意識の

共有に向けた取組みを継続して

行い、ヒューマンサービス実践の

ためのコンピテンシーの獲得に

向けた実習教育の質的向上に努

める。A（4） 

 

・実務経験が豊富な社会福祉系

教員の活用により、講義系の授業

においても対人援助の現場で有

用な知識・技術の教授を図る。 

A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

・社会福祉士、精神保健福祉士養

成課程について、2021 年度入学

生から適用するカリキュラムの

改正を行う。A（4） 

 

 

 

 

 
(ｳ) 社会福祉学科 

・オンライン上で実習先指導者参加のもと、精

神保健福祉士課程の実習報告会及び実習指導

者懇談会を実施し、意見交換等を通して実習教

育の質の向上に努めた。 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症拡大のため、現場

実習の代替として行った学内実習において、サ

ービス利用者とのコミュニケーション、ケアの

観察、支援計画づくり、事例検討等を、実習先

の協力を得て ICT を活用する等、効果的な実習

教育の実施について工夫した。 

・ソーシャルワーク系の助教について、実務経

験のある教員を採用した。 

・講義系の授業についても実務経験が豊富な社

会福祉系の教員により、対人援助の現場で有用

な知識・技術を教授することに努めた。 

 

・学科全体のカリキュラムを見直し、科目構成、

教育内容の検討を行った上で、社会福祉士、精

神保健福祉士養成課程の新カリキュラムを作

成し、文部科学省への届出を行い、承認された。 

 

【その他の取組み】 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の対策と教

育のあり方について教員間で意見交換を行い、

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・年度計画に記載された項目について

実施することができている。 

・新型コロナウイルス感染拡大の状況

下において、様々な検討を行いながら

教育の質を担保できるよう取り組ん

だ。 

・「国家試験合格率」の数値目標、社会

福祉士 75%、精神保健福祉士 100%に対

して、 

社会福祉士 74.6% 

精神保健福祉士 87.5% 

であった。 

・数値目標の達成には至らなかったが、

国家試験対策では、オンラインを活用

する等工夫を行い、指導した。特に今年

度は新型コロナウイルスの感染拡大に

より、外部模試の回数の減少などの影

響があったものの、教員一丸となって

取り組んできた。 

・コロナ禍において、様々な検討を行い

ながら、教育の質を担保できるように、

学科全体で取り組んだと評価できるこ

とから、小項目全体として見たときに、

年度計画を達成しているものと評価す

る。 
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【数値目標】 

◆国家試験は、次の合格率を目指

す。 

社会福祉士：75% 

精神保健福祉士：100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

◆国家試験は、次の合格率を目指

す。 

社会福祉士：75% A（4） 

精神保健福祉士：100% B（3） 

 

 

学生の教育に反映させた。 

・新型コロナウイルス感染症の影響による学生

の就学状況について情報共有し、必要な対応を

行った。 

・ICT を活用した教育について情報共有を行

い、教育方法の工夫や教育技術の向上を図っ

た。 

 

 

【数値目標に対する実績】 

◆社会福祉士：74.6% 

（受験者：67 名 合格者：50 名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆精神保健福祉士：87.5% 

（受験者：16 名 合格者：14 名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

課題 

・引き続き、実務経験が豊富な社会福

祉系教員の活用により、対人援助の現

場で有用な知識・技術の教授を図る。 

・2021 年度入学生から適用する社会福

祉士、精神保健福祉士養成課程のカリ

キュラム改正の円滑な運用を図る。 

・上記カリキュラム改正に伴い、社会

福祉士実習先の開拓や調整等を行う。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止対

策と学生への影響等について注視し、

引き続き必要な対応を行っていく。 

・国家試験対策においては、模試の実

施の見直し、オンラインを活用する

等、学習環境の整備を行い、全員合格

に向けて取り組む。 

  

 H30 H31 R２ 

目標 75% 75% 75% 

実績 70.5% 77.4% 74.6% 

達成率 94% 103% 99.4% 

評価 B A A 

 H30 H31 R２ 

目標 100% 100% 100% 

実績 90.9% 90% 87.5% 

達成率 90.9% 90% 87.5% 

評価 B B B 
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小項目５ 
 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(1) 人材の育成 

   保健、医療及び福祉の各領域に関わる幅広い知識と専門的な技術に基づき、豊かな人間性を兼ね備えたヒューマンサービスを実践できる人材及び地域や国際社会において活躍できる人材の育成、

現任者への継続教育及び大学の知的資源の積極的開放を通して、県民と地域社会の保健、医療及び福祉の向上に寄与する。 

ア 学部教育 

    保健、医療及び福祉の分野における高度で専門的な知識及び技術を教授研究するとともに、保健、医療及び福祉の分野に関する総合的な能力を有する人材を育成する。 
 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価
区分 

コメント 

ア 学部教育 

(ｴ) リハビリテーション学科 

a 理学療法学専攻 

小児から高齢者まで幅広く対象

とし、疾病による障害の回復のみ

ならず、健常者の健康維持から高

齢者の介護予防まで、身体機能の

維持改善に関する知識と技術の教

育を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 学部教育 

(ｴ) リハビリテーション学科 

 a 理学療法学専攻 

・昨年度改正したカリキュラムの

運用を開始するとともに、新設科

目等の講義、演習の教授法の向上

に努める。A（4） 

 

 

・指定規則の改正に伴う臨床実習

における実習指導の質の向上に努

める。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ｴ) リハビリテーション学科 

a 理学療法学専攻 

・新設科目である救急救命学概論について、シラ

バス、到達目標、必要物品、授業構成等を検討し

た。 

・新カリキュラムにより指定された内容を適切

に反映させるよう各科目を検討した。 

 

・新カリキュラムにおける理学療法学臨床実習

の学生への指導方法について、評価項目、指導の

留意点などを検討した。 

・新カリキュラムに伴う理学療法学臨床実習の

新規実習施設を確保し、実習指導者と時期の調整

を図った。 

 

【その他の取組み】 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、総合

臨床実習Ⅰ（４年：令和２年４月実施予定）、総合

臨床実習Ⅱ（４年：令和２年６月実施予定）は、

学内実習に変更し、学内課題、指導内容、成績評

価など臨床実習の内容と差が出ないように検討

し、適正に実施した。理学療法見学実習（１年：

令和２年８月実施予定）は、実習施設と十分協議

を行い、感染防止策を講じながら令和３年２月に

時期を変更し、実施した。評価学実習（３年：令

和３年２月実施予定）においては、実習施設と十

分協議を行い、感染防止策を講じながら実施し

た。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、前期

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・年度計画に記載された項目につい

て実施できている。 
・新型コロナウイルス感染拡大の状

況下において、様々な検討を行いな

がら教育の質を担保できるよう取り

組んだ。 
・「国家試験合格率」の数値目標 100%

に対して、 

理学療法士 100% 

作業療法士 100% 

であった。 

・とりわけ理学療法士については過

去２年間数値目標が未達成であった

が、全員の合格を目指し、オンライ

ンを活用したグループワーク指導に

力を入れて取り組んだ結果、数値目

標を達成することができたと考え

る。 

・以上のことから年度計画を達成し

ているものと評価する。 
課題 

・次年度は新カリキュラム２年目に

あたり新カリキュラムの科目等の講

義、演習の教授法の向上に努める。 

・臨床実習地（病院・施設等）との 

新カリキュラム対応に関する調整を 
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b 作業療法学専攻 

 健康の維持・増進を目的に作業

療法とその作業を行う人間の関係

を科学的に探究し、身体・発達・精

神の各障害の改善に必要な知識と

技術の教育を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b 作業療法学専攻 

・昨年度改正したカリキュラムの

運用を開始するとともに、新設科

目等の講義、演習の教授法の向上

に努める。（再掲）A（4） 

 

 

・指定規則の改正に伴う臨床実習

における実習指導の質の向上に努

める。（再掲）A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業は、すべてオンライン講義に変更した。触診、

検査など実技に関わる演習科目は、後期授業に振

り分け、その分後期授業の一部を前期科目に前倒

しして講義を実施した。後期授業はオンライン講

義を原則とするが、検査、治療手技の実技が必要

となる演習科目は、感染対策を十分に行ったうえ

で、少人数による対面による講義を実施した。 

 
b 作業療法学専攻 
・新設科目である救急救命学概論について、シラ

バス、到達目標、必要物品、授業構成等を検討し

た。【再掲】 

・新カリキュラムにより指定された内容を適切

に反映させるよう各科目を検討した。【再掲】 

 

・新カリキュラムにおける作業療法学臨床実習

の学生への指導方法について、評価項目、指導の

留意点などを検討した。 

・新カリキュラムに伴う作業療法学臨床実習の

新規実習施設を確保し、実習指導者と時期の調整

を図った。 

 

【その他の取組み】 

・教員への感染対策を徹底させるため、大学病院

に勤務する作業療法士を講師として招き、OT専攻

内で FD を実施した。（FD には PT教員も参加） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、作業

療法学臨床実習Ⅱ（４年：令和２年４月実施予

定）、評価実習Ⅰ（２年：令和３年２月実施予定）、

評価実習Ⅱ（３年：令和２年８月実施予定）を学

内実習に変更し、学内課題、指導内容、成績評価

など臨床実習の内容と差が出ないように検討し、

適正に実施した。作業療法学臨床実習Ⅰ（３年：

令和３年１月実施予定）においては、実習施設と

十分協議を行い、感染防止策を講じながら実施し

た。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、前期

授業は、すべてオンライン講義に変更し、検査実

技、作業活動など実技に関わる演習科目は後期開

講とした。後期授業はオンライン講義を原則とす

るが、検査、治療手技の実技が必要となる演習科

目は、感染対策を十分に行ったうえで、少人数の

対面による講義を実施した。 

 

行う。 
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【数値目標】 

◆国家試験は、次の合格率を目指

す。 

理学療法士：100% 

作業療法士：100% 

 

 

【数値目標】 

◆国家試験は、次の合格率を目指

す。 

理学療法士：100% S（5） 

作業療法士：100% S（5） 

 

 

 
【数値目標に対する実績】 

◆理学療法士：100% 

 （受験者：19 名 合格者：19 名） 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆作業療法士：100% 

 （受験者：23 名 合格者：23 名） 

 

 

 

 

 

 

  

 H30 H31 R２ 

目標 100% 100% 100% 

実績 94.4% 95.5% 100% 

達成率 94.4% 95.5% 100% 

評価 B A S 

 H30 H31 R２ 

目標 100% 100% 100% 

実績 100% 100% 100% 

達成率 100% 100% 100% 

評価 S S S 
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小項目６ 
 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(1) 人材の育成 

   保健、医療及び福祉の各領域に関わる幅広い知識と専門的な技術に基づき、豊かな人間性を兼ね備えたヒューマンサービスを実践できる人材及び地域や国際社会において活躍できる人材の育成、

現任者への継続教育及び大学の知的資源の積極的開放を通して、県民と地域社会の保健、医療及び福祉の向上に寄与する。 

ア 学部教育 

    保健、医療及び福祉の分野における高度で専門的な知識及び技術を教授研究するとともに、保健、医療及び福祉の分野に関する総合的な能力を有する人材を育成する。 
 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

ア 学部教育 

(ｵ) 人間総合科 

 大学の基本理念であるヒューマン

サービスの理解及び幅広い知識・技

術を身につけるため、各学科・専攻の

専門分野にとらわれず、様々な角度

から「人とは何か」ということについ

ての理解を深めるとともに、保健、医

療及び福祉の分野に関わる人材とし

て求められる基礎的な教育を行う。 

ア 学部教育 

(ｵ) 人間総合科 

・ヒューマンサービスの実現に必須

な基礎教養を効果的に修得できるよ

う教育内容の点検を継続的に行い、

質の向上に努める。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

・所属教員の専門分野が多岐に渡る

という特性を活かし、様々な角度か

ら「人とはなにか」を理解できるよう

教授方法等の改善に努める。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ｵ) 人間総合科 

・基礎教育の効果的な修得ができるよ

う、教育内容の継続的な見直しを行い

質の向上に努めた。特に令和２年度は

コロナ禍による授業形態の変化がある

中、オンラインによる講義や三密を避

ける配慮をしながら実習を行うなど、

工夫しながら取り組んだ。また、オンラ

イン講義を効率良く行えるよう、他学

科と調整し時間割の変更などを適宜行

った。 

 

・ヒューマンサービスの根底にある「人

とはなにか」について、学生が各領域の

視点から考察できるよう教育を行っ

た。また、新しい生活様式における教授

方法等について教員間で継続的に話し

合い、教育の質の向上に努めた。 

・人間総合科所属教員の持つ多様な専

門性を活かし、幅広い分野の講義を提

供した。また、学外の実践者をゲストス

ピーカーとして招き、現場に即したも

のとなるように工夫した。一方、所属教

員の専門と合致しない科目について

は、学外の優秀な非常勤講師を配置し、

適切な講義を提供することで、学生の

知的好奇心を引き出す教育に努めた。 

 

 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・新型コロナウイルス感染拡大の状況

下において、様々な検討を行いながら

教育の質を担保できるよう取り組ん

だ。 
・年度計画に記載された項目について

実施できていることから、年度計画を

達成しているものと評価する。 

課題 

・教員の有する多様な専門知識を効果

的に教授できるよう、講義体制につい

て引き続き検討していく。特に、オン

ライン講義の効果的な運用について議

論していく。また、情報の共有を行

い、学習効率の高い講義内容になるよ

う工夫していく。 
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・人間総合教育科目群、連携実践教育

科目群については、学生の効果的な

修得につながるよう、引き続き教育

内容等の見直しを検討していく。 

A（4） 

 

 

・他学科のカリキュラム改正に対応

し、講義内容、講義形態の見直しを速

やかに行い、円滑な運営ができるよ

う努める。A（4） 

・各教科での学生の講義内容の修得状

況などの情報を共有し、学習効率の向

上を図った。また、第２次将来構想検討

委員会において、連携実践教育科目に

おける再編成が必要な科目について検

討を行った。 

 

・他学科のカリキュラム改正に対応し、

講義内容および形態について見直しを

行い速やかに対応した。 

 

 

【その他の取組み】 

・後期に行われた「文献検索とクリティ

ーク」の習熟度の評価について検討を

行った。専門間での文献購読の方法や

考え方に違いはあるが、各学科で相対

評価を行い、その評価結果の妥当性を

検討した結果、概ね適当であることが

分かった。 
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小項目７ 
 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(1) 人材の育成 

   保健、医療及び福祉の各領域に関わる幅広い知識と専門的な技術に基づき、豊かな人間性を兼ね備えたヒューマンサービスを実践できる人材及び地域や国際社会において活躍できる人材の育成、

現任者への継続教育及び大学の知的資源の積極的開放を通して、県民と地域社会の保健、医療及び福祉の向上に寄与する。 

イ 大学院教育 

 (ｱ) 保健福祉学研究科 

  【博士前期課程】 

   保健、医療及び福祉に関わる広い理解を持ってそれぞれの分野と連携・協力を目指すことのできる高度専門職業人を育成する。 

  【博士後期課程】 

   専攻分野について自立して研究活動を行い、保健福祉学の理論的基盤を探求し、かつ高度な専門的知識を有する研究者、教育者を育成する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

イ 大学院教育 

(ｱ) 保健福祉学研究科 

a 博士前期課程 

保健、医療及び福祉の諸問題を

体系的に整理し社会に発信する

能力、実践的な知識・経験を学問

的に検証する能力、また、高度専

門職業人としての知識・技術及び

連携・協働するための基礎的な能

力を修得するための教育を行う。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 大学院教育 

(ｱ) 保健福祉学研究科 

a 博士前期課程 

・各領域間における機能的連携を遂

行するための学習、実践的な演習の

機会を充実させるとともに、他領域

の専門性に対する理解を深め、連携

にとって重要な発展的なパートナー

シップを構築するための学習機会を

提供する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・上記取組みを効果的に実践するた

めの教育内容及び教育方法を検討す

る。A（4） 

 

 

 

 

 
(ｱ) 保健福祉学研究科 

a 博士前期課程 

・新型コロナウイルスの感染拡大を防止す

るとともに、学生に学習機会を提供するた

め、他領域の専門性に対する理解を深める

ヒューマンサービス特論・演習など全ての

講義科目についてオンラインによる講義を

実施した。また、これらの講義については、

オンデマンド配信を行った。（博士前期課

程・後期課程共通） 

・講義に加えて、各種手続き・論文発表会

等もオンラインで行えるようにした。さら

に６月からは、感染防止対策を十分に行っ

た上での入構を許可し、実験の実施や論文

作成、図書館の利用など修了に向けての必

要な活動を再開させた。（博士前期課程・後

期課程共通） 

 

・授業評価アンケートを実施し、その結果

を教員に提示し、学生の実績把握や授業改

善に活用することを推奨した。（博士前期課

程・後期課程共通） 

・上記の授業評価アンケート結果では、本

学大学院では社会人として職を持つ学生が

多いこともあり、オンラインによる遠隔講

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・年度計画に記載された項目について

実施できている。 
・新型コロナウイルス感染症対策につ

いて、全ての講義科目をオンラインに

より適切に実施できた。オンラインに

よる講義環境の充実については、仕事

を有する院生にとって、研究指導等に

おいても有意義なものであったと考え

る。 
・以上のことから年度計画を達成して

いるものと評価する。 
 
 

課題 

・オンライン授業は、時間的・地理的

制約を伴わないという利点がある一

方、学生同士が大学で共に学び合い、

他領域に対する理解を深めるという機

会が減少することから、来年度以降、

どの様な講義形態が最も適切である

か、検討する必要がある。 
・引き続きワーキンググループを開催

し、大学全体として導入された論文剽
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b 博士後期課程 

 保健、医療及び福祉に関わるヒ

ューマンサービスの実践に必要

な倫理観と使命感を持ち、自立し

て研究に取り組む能力、また、専

門的知識や科学的根拠をもって

他職種と連携し、実践現場に変革

を起こす能力を修得するための

教育を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・また、上記の取組みを充実させるた

めのカリキュラムの検討、教育科目

の整理及び改正の必要性について引

き続き検討する。A（4） 

 

 

b 博士後期課程 

・各人の充実した研究の実践を行う

ためのアカデミックスキル、研究法

及び研究倫理に関する教育を引き続

き強化し、各人の学位取得を計画的

に進めるための支援や学習環境の構

築に努める。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・保健、医療及び福祉の現場における

諸課題を取り上げ、実践的なサービ

スや人材育成、多職種連携のあり方

等、専門的知見を踏まえた解決策と

評価方法の検討、政策提案が学習で

きる機会を提供する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

義等の実施について約７割が肯定的な意見

であった。（博士前期課程・後期課程共通） 

・院生の意見を聞くため、オンラインによ

るランチョンミーティングを開催し、授業

スケジュールの早期提示や学習環境の整

備、さらには各種手続き等に反映させた。

（博士前期課程・後期課程共通） 

 

・今年度は新型コロナウイルス感染症対策

に係る議論について、優先的に取り組んだ。

引き続きカリキュラム改正の必要性につい

て、見直しを行っていく。 

 

 

b 博士後期課程 

・新型コロナウイルスの感染拡大を防止す

るとともに、学生に学習機会を提供するた

め、他領域の専門性に対する理解を深める

ヒューマンサービス特論・演習など全ての

講義科目についてオンラインによる講義を

実施した。また、これらの講義については、

オンデマンド配信を行った。（博士前期課

程・後期課程共通）【再掲】 

・講義に加えて、各種手続き・論文発表会

等もオンラインで行えるようにした。さら

に６月からは、感染防止対策を十分に行っ

た上での入構を許可し、実験の実施や論文

作成、図書館の利用など修了に向けての必

要な活動を再開させた。（博士前期課程・後

期課程共通）【再掲】 

 

・中間報告会を開催し、多様な保健福祉学

研究について、理解を深める機会を提供し

た。 

・本学には保健・医療・福祉分野にとどま

らず、様々な知識・経験を有する教員が横

須賀、川崎、横浜キャンパスに多数在籍し

ている。これらの教員がキャンパスの壁を

超えて相互に連携し学生に対し多様な教育

を展開することを目的に、博士後期課程の

必修科目である「対人援助特論」について

令和３年度から SHI 教員が担当することと

した。 

 

窃チェックツールの運用方法など抽出

された課題の見直しを行う。 
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・2019 年度に初めて博士後期課程の

修了生を輩出したことから、現行の

取組みの検証や課題の抽出を行い、

必要な見直しを行う。A（4） 

 

・2019 年度に初めて博士後期課程の修了生

を輩出したことから、現行の取組みの検証

や課題の抽出を行うため、研究科運営会議

内に、新たにワーキンググループを設置し

た。ワーキンググループにおいて複数の課

題を抽出し、その中でも優先すべき課題で

ある論文審査基準を見直すとともに、提出

資格審査を予備審査と統合し論文審査の手

続きを改訂した。このことにより、審査ス

ケジュールの効率化が図られた。 
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小項目８ 
 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(1) 人材の育成 

   保健、医療及び福祉の各領域に関わる幅広い知識と専門的な技術に基づき、豊かな人間性を兼ね備えたヒューマンサービスを実践できる人材及び地域や国際社会において活躍できる人材の育成、

現任者への継続教育及び大学の知的資源の積極的開放を通して、県民と地域社会の保健、医療及び福祉の向上に寄与する。 

イ 大学院教育 

 (ｲ) ヘルスイノベーション研究科（平成 31 年度開設予定） 

    保健、医療及び福祉に関わる広い知識を持ち、技術や社会システムの革新（イノベーション）を起こすことにより、ヘルスケア・ニューフロンティア構想の推進を担う高度な専門人材を育成 

   する。  

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

イ 大学院教育 

(ｲ) ヘルスイノベーション研究科 

 保健、医療及び福祉に関わる社会

制度や最先端のテクノロジーについ

て理解し、未病の考え方を踏まえて、

直面する次世代社会の課題を探究す

るとともに、多様な専門領域に係る

知識やネットワークを備えて、それ

らを解決する政策立案能力、マネジ

メント能力を修得するための教育を

行う。 

 

(ｲ) ヘルスイノベーション研究科 

・現代の保健医療課題に対応する新

たな人材需要に応えるために、公衆

衛生学を基盤としたイノベーション

の創出に取り組む教育・研究を行う。 

S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・最先端技術等を含めた様々な専門

領域の知恵を学際的に結集して、保

 

(ｲ) ヘルスイノベーション研究科 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点から、４月始業当初よりオンライ

ンによる授業を実施した。また 10月か

らは、講義室での対面参加とオンライ

ン参加のハイブリッドによる授業を実

施した。オンライン授業及びハイブリ

ッド授業は初の試みであったが、実施

方法について試行錯誤を重ね、オンラ

インとなっても質を落とさずに安定し

た授業を実施できた。 

・オンライン講義及びハイブリッドで

の授業形態に関して学部等に先んじて

取り組むことにより、ノウハウを学内

に提供することができた。 

・タイのコンケン大学と協働し、ヘルス

コミュニケーションに関するオンライ

ンワークショップを実施した。 

本学から７名、コンケン大学から 10 名

の学生・教員が参加し、計５回のワーク

ショップを実施した。日本にいながら

海外の学生とワークショップを実現で

きたことはオンラインならではの利点

であった。 

 

・様々な分野の専門家からなる専任教

員と最先端の研究を行う外部講師によ

実績に対する評価 

 

 

S 

 

 

 

 
・年度計画に記載された項目について

実施した上で、オンライン授業・ハイブ

リッド授業という新たな取組みを実現

できたことは、計画以上の内容を達成

していると評価する。 

課題 

・オンライン授業及びハイブリッド授

業の実施方法については、引き続き試

行を続け、より良い授業を提供できる

よう努める。 



17 
 

健医療の新たな価値創出に向けたヘ

ルスイノベーションを起こすことが

できる人材の育成を図る。A（4） 

り、教育を展開した。 
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小項目９ 
 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(1) 人材の育成 

   保健、医療及び福祉の各領域に関わる幅広い知識と専門的な技術に基づき、豊かな人間性を兼ね備えたヒューマンサービスを実践できる人材及び地域や国際社会において活躍できる人材の育成、

現任者への継続教育及び大学の知的資源の積極的開放を通して、県民と地域社会の保健、医療及び福祉の向上に寄与する。 

ウ 実践教育センター 

  保健、医療及び福祉の分野に従事する者の継続教育並びに同分野に関する研究を実施し、時代の要請に応じたキャリア支援を行う。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

ウ 実践教育センター 

(ｱ) 教育課程 

保健、医療及び福祉分野

の専門職の継続教育とし

て、指導・管理者養成教育、

連携・専門教育、高度専門

教育を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 実践教育センター 

(ｱ) 教育課程 

・保健、医療及び福祉分野の専

門職の継続教育として、教員・

教育担当者養成課程（看護コー

ス・介護コース）、認定看護管理

者教育課程（ファーストレベ

ル・セカンドレベル・サードレ

ベル）、栄養ケア・マネジメント

課程、感染管理認定看護師教育

課程、多職種連携推進課程の５

課程を開講し、各分野の人材育

成を図る。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 実践教育センター 

(ｱ) 教育課程 

・令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

に係る国や県の方針を踏まえ、参加者の健康面や安全面を考

慮し、感染防止を最優先に考え、令和２年８月末までに開始

する教育課程（教員・教育担当者養成課程（看護コース・介

護コース）、認定看護管理者教育課程（ファーストレベル・サ

ードレベル）、栄養ケア・マネジメント課程・感染管理認定看

護師教育課程・多職種連携推進課程）の５課程（７コース）

の開講を中止とした。中止となった教育課程の学生に対して

は、令和３年度または令和４年度の受講の機会を保証するこ

ととした。後期開催の認定看護管理者教育課程セカンドレベ

ルは、予定通り開講した。（入学生：24 名） 

セカンドレベルの講義では、当初対面での授業形式としてい

たが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を鑑み、

対面予定の授業をオンラインへ切り替えるなど臨機応変に対

応した。特に、感染状況の悪化により 12 月半ば以降、すべて

の授業をオンラインへ切り替え、予定していたカリキュラム

をすべて実施することができた。（総時間数 284 時間のうち、

対面 126 時間、オンライン 158 時間とした） 

卒業生：24 名 卒業式 3月 12 日実施 

・日本看護協会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が

続く中、感染管理認定看護師の養成を推進するため、同教育

課程の定員増加に対する支援を発表した。それを受け、次年

度の定員数を 30 名から 45 名に拡大し、入学生を決定した。 

 

 

 

 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・令和２年度は新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大防止への

対応により、課程運営は中止とし

たが、後期９月以降の研修（16 研

修）は感染対策を行いながら実施

することができた。特に、授業は

オンラインを導入するなど多様

な方法を取り入れて実施するこ

とができた。また、対面での実施

にあたっても入口での健康チェ

ックや体調確認、授業中の換気な

ど感染対策を徹底して行うこと

で講師・受講生共に満足のいくも

のとなった。 

・また年間通じて、神奈川県より

新型コロナウイルス感染症対策

のための派遣要請があり、センタ

ー職員として貢献することがで

きた。 

・感染症の流行状況を鑑み一部

計画変更をするなど、弾力的な

運営を行ったことなどから、年

度計画を達成しているものと

評価する。 

・数値目標である日本看護協会 

認定審査の合格率については、 
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(ｲ) 教育研修 

 保健、医療及び福祉分野

の実習指導者の養成、教員

の継続研修及び現場での

実践力向上のための専門

研修を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 実践研究 

 病院、施設、地域の保健、

医療及び福祉の現場で抱

えている様々な課題に対

して実践研究に取り組む

とともに、必要な基礎的な

知識の提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・日本看護協会が認定する認

定看護師教育機関として、認定

看護師制度の再構築に伴い、今

後の認定看護師教育（感染管理

認定看護師教育課程）について

検討を行う。A（4） 

 

(ｲ) 教育研修  

保健、医療及び福祉分野の実

習指導者、管理者、教員の養成、

継続研修及び教育課程修了者

のフォローアップ研修ならび

に各分野の個別課題等に着目

した、現場での実践力向上を図

るための専門研修を行う。（22

研修 33 講座）A（4） 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 実践研究 

 病院、施設、地域等の保健、

医療及び福祉の現場で抱えて

いる様々な課題の解決を目的

として実践的な研究に取り組

むとともに、各分野の実践者に

よる研究を推進するための講

座を開講し、必要な基礎的知識

の提供を行う。A(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・感染管理認定看護師教育課程の在り方に関して、有識者よ

り情報収集を行い、引き続き検討を進めていく。 

 

 

 

 

 

(ｲ) 教育研修 

・教育研修についても上記同様に、８月末までに開講予定の

７研修 10 講座を中止としたが、１研修は開講時期を後ろ倒

しにして実施できるよう工夫した。９月からの開講の研修に

ついては感染防止に留意し、実施する方向で検討を行い、16

研修 22 講座を実施した。 

・後期開講した研修のうち、オンラインを導入した研修でア

ンケートを実施し、受講生の満足度等を確認した。受講者か

らは概ねオンラインでの授業に対する不満等はなく、「わかり

やすかった」「通学にかかる時間がなく受けやすかった」「感

染対策として対応してもらえてよかった」といった意見が聞

かれた。一部、通信環境の不具合により中断することもあっ

たが、スピーディな対応により研修に影響をきたすことはな

かった。 

 

(ｳ) 実践研究 

・外部資金による研究活動を実施している。（HIVS/AIDS 関連、

ICT 活用に関する調査研究、訪問看護ステーション等の制度

的基盤整備に関する研究等） 

・保健、医療及び福祉分野の専門職の研究活動を支援するた

め、研究入門講座を実施した。（10 月～12 月） 

例年、対面で実施する講座であったが、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大防止に係る国や県の方針を踏まえ、参加者

の健康面や安全面を考慮し、感染防止を最優先に考え、カリ

キュラムを縮小し全日オンラインで実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和2年12月発表の直近実績で、 

 認定看護管理者は 91.6％（数

値目標 75％）、 

 感染管理認定看護師は 100％

（数値目標 85％） 

であった。 

・新型コロナウイルスの感染が 

拡大する中、医療現場等からの要 

請が高まった感染管理認定看護 

師に、課程の卒業生全員が合格し 

たことで、感染拡大防止や地域医 

療の向上に貢献することができ 

た。 

 

 

 

課題 

・令和３年度は引き続き、新型コ

ロナウイルス感染症対策を取り、

計画した全教育課程及び研修を

実施できるように、また、学生・

受講生にとって学びの多い内容

と教育方法で授業を実施できる

ようにしていく。 
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【新型コロナウイルス感染症関連の講演・報告】 

・本学のヒューマンサービス公開講座において、当センター

の感染管理認定看護師が新型コロナウイルス感染症の感染対

策のポイント等について講演を行ったほか、外部から依頼を

受け、講演等を実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主任専任看護師により、神奈川県看護協会トピックス研修、

本学「新型コロナウイルス感染症に係る教員の実践活動報告

会」において、実践活動を報告した。 

 

 

【新型コロナウイルス感染症対策のための技術的支援】 

・令和２年４月～５月 

センター主任専任教員２名を神奈川県対策本部（搬送調整班）

へ派遣 

・令和２年４月～６月 

センター専任教員（感染管理認定看護師）１名を神奈川県対

策本部（感染症対策班）へ班長として、同じく１名を医療機

関へ感染予防対策指導等のため派遣 

・令和２年 7月～令和３年３月 

センター専任教員（感染管理認定看護師）2 名が対策本部感

染指導チームとして委嘱され、神奈川コロナクラスター対策

チーム（C-CAT）として県内の医療機関や福祉施設等の感染対

策指導や職員指導を実施 

・令和３年１月～２月 

保健福祉事務所へセンター職員 13 名を専門職として派遣し、

相談業務等を実施 

 依頼元 対象 演題等 

1 日本環境感染学会 全国医療従事者 厚生労働省動画チャンネルに掲載する動画の作成「院内感染対策」 

2 
神奈川県立病院機構 機構各病院の感染制

御責任者 

クラスターの発生状況や課題、医療機関における対策 

3 神奈川県精神科病院協会 会員病院看護部長 精神科病院における感染防止対策及び患者発生時の対応 

4 
神奈川県社会福祉協議会 県内福祉施設、社会

福祉法人等 

福祉施設において感染予防を継続するためのポイント 

5 全国社会福祉協議会 社会福祉法人の役員 福祉はコロナとどう向き合うか～感染防止対策と生活の質の確保 

6 
介護サービス相談・地域づ

くり連絡会 

介護サービス相談員 高齢者の感染予防 

7 
神奈川県 

(高齢福祉課) 

市町村担当者 在宅介護サービスを継続する上での感染症対策の基本について 

8 

神奈川県 

(医療危機対策本部室) 

神奈川モデル認定医

療機関の感染担当、

看護師 

COVID-19 のクラスター対応の経験から感じたこと（COVID-19 臨床懇

談会） 
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【数値目標】 

◆日本看護協会認定審査

は、次の合格率を目指す。 

認定看護管理者：75% 

感染管理認定看護師：85% 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

◆日本看護協会認定審査は、次

の合格率を目指す。 

認定看護管理者：75% 

感染管理認定看護師：85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県からの協力依頼を受け、県が制作する飲食店等の事業者

向け感染症対策事業の動画作成への協力（専門的見地からの

助言等） 

・新型コロナウイルス感染症対策に係る派遣の活動を分析

し、結果を大学誌へ投稿した。（３題） 

 

【数値目標に対する実績】 

直近の実績は、平成 31 年度卒業生（令和 2年 12 月発表）に

係る数値である。 

◆認定看護管理者：91.6 % 

 （受験者：12 名 合格者：11 名） 

 

 

 

 

 

 

 

◆感染管理認定看護師：100 % 

 （受験者：28 名 合格者：28 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 H30 H31 R２ 

目標 75% 75% 75% 

実績 77.8% 91.6% - 

達成率 103% 122% - 

評価 A S - 

 H30 H31 R２ 

目標 85% 85% 85% 

実績 96.9% 100% - 

達成率 114% 117% - 

評価 S S - 
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小項目 10 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(2) 教育内容等 

ア 教育内容及び方法 

    保健、医療及び福祉分野に係る社会からの要請、学生からの要望、学術の発展動向などに的確に対応するため、教育内容の継続的な改善を図る。 

    また、学生が授業内容を深く理解し、知識や技術を確実に習得できるよう、効果的な授業形態を設定するとともに、教育方法の継続的な工夫に努める。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

(2) 教育内容等 

ア 教育内容及び方法 

(ｱ) 学部教育 

a 教育内容 

・保健、医療及び福祉分野のニーズ

の多様化や社会環境の変化、学術

研究の動向に対応するため、教育

課程・教育内容のあり方について

検討を行い、より効果的なカリキ

ュラム編成に努める。(学部・大学

院共通) 

・各学科において、在学生や卒業生

及び外部機関等からの意見を聴取

し、教育内容等の評価を行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 教育内容等 

ア 教育内容及び方法 

(ｱ) 学部教育 

a 教育内容 

・連携実践教育科目のあり方につ

いて検討を行う。A（4） 

 

 

 

 

 

・大学運営を取り巻く環境の変化

に合わせ、ヒューマンサービスの

実践を目指した教育を行うため、

カリキュラム編成の見直しについ

て引き続き検討する。特に、新カリ

キュラムの円滑な導入に向けて

は、関係部署と連携し準備を進め

る。S（5） 

※社会福祉学科は、社会福祉士、介

護福祉士法の規定に基づく「社会

福祉に関する科目を定める省令」

及び精神保健福祉士法の規定に基

づく「精神障害者の保健及び福祉

に関する科目を定める省令」の改

正により、2021 年度入学生から新

カリキュラムが導入される。 

※看護学科は「保健師助産師看護

師学校養成所指定規則」の改正に

 

 

(ｱ) 学部教育 

a 教育内容 

・近年、保健・医療・福祉に関するテクノロ

ジー等が急速に進歩しており、保健・医療・

福祉に携わる者にも AI 等の基礎的な知識が

必要とされていことから、連携実践教育科目

の内容等について見直すこととし、見直しに

当たっての視点について整理した。 

 

・社会福祉学科は、社会福祉士及び介護福祉

士法の規定に基づく「社会福祉に関する科目

を定める省令」及び精神保健福祉士法の規定

に基づく「精神障害者の保健及び福祉に関す

る科目を定める省令」の改正により、2021 年

度入学生から新カリキュラムが導入される

ことに対応して、現在開講中の科目名とその

単位数の変更、および科目の追加と廃止、統

合を行った。社会福祉士受験資格に係る科目

はこれまで選択必修とされていたものも含

めて全てが必修化され、本学でも必修科目を

増やす必要が生じたが、資格に関わらない科

目は極力選択科目化するとともに、卒業要件

単位数は従来通り 126 単位に据え置くこと

で、複数の資格の受験資格取得の妨げになら

ないよう配慮した。 

・看護学科は「保健師助産師看護師学校養成

所指定規則」の改正により、2022 年度入学生

実績に対する評価 

 

 

S 

 

 

 

 
・「a 教育内容」については、社会福

祉士及び介護福祉士法の規定に基づ

く「社会福祉に関する科目を定める

省令」及び精神保健福祉士法の規定

に基づく「精神障害者の保健及び福

祉に関する科目を定める省令」の改

正により、2021 年度入学生から新カ

リキュラムが導入されることに対応

して、本学の開講科目と授業構成の

見直しを行った結果、的確なカリキ

ュラム改正ができている。 

・「b 教育方法」については、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大防止

への対応を最優先で行い、オンライ

ンを効果的に活用し授業を展開し

た。 

・オンラインによる効果的な授業方

法を検討し、実施した。学生からの授

業評価ではオンライン授業について

概ね好評であった。 

・教員の授業改善に資するため授業

評価を実施し、結果について全学で

情報共有がされている。 

・その他、年度計画に記載された項目

についても実施できている。 

・以上のことから年度計画を達成し
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より、2022 年度入学生から新カリ

キュラムが導入される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・在学生への授業評価や実習施設・

就職先からの意見聴取等を行い、

学生のニーズや社会からの要請等

を把握し、授業科目の内容に反映

させる。S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から新カリキュラムが導入されることに伴

い、指定規則改正の要点である情報通信技術

（ICT）活用のための基礎的能力やコミュニ

ケーション能力の強化、臨床判断能力等に必

要な基礎的能力の強化、対象や療養の場の多

様化への対応といった視点を軸として本学

における科目構成に関する検討、看護学科カ

リキュラムポリシーの検討を行った。 

・社会福祉士課程の指定規則改正に伴う単位

数の増加および看護師教育課程の指定規則

改正に伴う単位数の増加により、学生に必要

とされる予習・復習の時間の確保が困難であ

ることから、2021 年度入学生より看護学科社

会福祉士課程を廃止した。 

・こうしたカリキュラムの見直し等にあたっ

ては、文部科学省等と連携しながら慎重に調

整を重ね、着実に取り組んだ。 

 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

授業は原則オンラインとして実施した。学生

からの授業評価結果は概ね好評であったが、 

例年に比べ回収率が減少するなど課題も見

られた。またオンライン授業は、時間的・地理的

制約がなく学生が繰り返し学習できるなどの利

点がある一方、学力差が付きやすい、保健医療

福祉人材として最も必要とされるコミュニケーショ

ン能力が培われないなどの点が指摘されてお

り、with コロナ、post コロナに向け本学の教育方

法について再度、検討する必要がある。学生か

らの意見を踏まえ、オンラインを中心とした

効果的な教育が実施できるよう、令和３年度

の取組みに活かしていく。 

・病院等の実習施設から感染防止対策に係る

意見聴取を行い、コロナ禍における学外実習

を円滑に行うための調整を行った。また、学

科オリエンテーションや実習の中で卒業生

を招き施設の様子を話してもらうなど、病院

等の施設が必要としている人材について的

確に把握し、学生の進路支援に反映させた。 

 

 

 

 

 

ているものと評価する。 

 

課題 

・引き続き新型コロナウイルスの感

染防止対策に配慮しつつ、それぞれ

の授業の特性に応じた適切な教育を

行う必要がある。 

・指定規則改定を踏まえ、看護学科の

カリキュラム改正を行う必要があ

る。 

・連携実践教育科目の再編成につい

て、具体化に向けた検討が引き続き

必要である。 

・学習管理システムの効果的な運用

について、検討する必要がある。 
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b 教育方法 

・教育・研究の質の向上を図るた

め、研究課題に沿った最新の実験・

実習器具や装置等の計画的な導

入・更新を推進する。(学部・大学

院共通) 

・アクティブ・ラーニングを促進す

る演習・実験・実習の授業や学外授

業を積極的に行い、また地域で活

躍する専門職や大学の卒業生等を

非常勤講師やゲストスピーカーと

して迎え、知識に偏らず、地域社会

の課題を踏まえた実践的な教育を

推進する。 

・ティーチング・アシスタント制度

を活用し、教育環境の充実を図る。 

・授業の評価結果の向上を図ると

ともに、授業方法やカリキュラム

の改善に向けた対応に取り組む。 

・臨床現場等での効果的な実習を

行うために、臨床教授等の制度を

活用し、学科指導者と実習指導者

との協働を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 教育方法 

・実験・実習器具、装置等の更新に

係る計画に基づき、適宜導入・更新

に取り組む。（学部・大学院保健福

祉学研究科共通）A（4） 

 

・少人数教育や体験学習、演習等を

積極的に行い、多職種が連携した

実践的な能力の育成を図る。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教育研究支援体制を整備するた

め、ティーチング・アシスタント制

度の導入についてニーズに即して

検討する。S（5） 

 

 

 

・授業評価結果から明らかとなっ

た学生のニーズについて共有・協

議し、授業方法やカリキュラムの

改善を適宜検討する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 教育方法 

・実験・実習器具、装置等の更新に係る計画

に則り、適宜導入・更新を行った。（年間通し

て） 

 

 

・実践的な能力の育成を図るため、多職種が

連携して課題に取り組む「ヒューマンサービ

ス総合演習」を開講した。複数の学科の学生

で構成するグループを編成し、具体的な事例

および症例の検討を実施した。この演習を通

して、４学科の学生がそれぞれ専門職として

一人の対象者に向き合うことで、各職種に必

要とされる知識やスキルを学ぶだけではな

く、多職種がどのように関わっていくのかに

ついて理解を深めた。 

 

・ティーチング・アシスタント制度について、

令和２年度から制度を導入し、２名の大学院

生を TA として雇用した。留学生に対する学

習支援や、実技の伴う実習・演習におけるサ

ポートを行い、学習習熟度に差がみられる学

生に対してきめ細かい指導を実施した。 

 

・学生からの授業評価ではオンライン授業に

ついて概ね好評であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】授業評価回答例 

・オンラインの授業にもかかわらず、毎回授業の初めにはみんなの質問や疑問に丁寧に答えてくださっていて

とてもありがたかったです。 

・問題の解説がとにかく分かりやすく高校生の時には一度も理解できなかった問題が、この講義ではすんなり

と理解できた。オンライン授業のために工夫して講義を行っていたので、問題なく履修することができたのと

ともに講義が楽しいと思えたことが良かった。 

・To Do List については、授業前に再度やっておくことを友だちと確認出来る状況ではなかったため、とて

もありがたかったです。 

・次回までの課題を授業中プラス manaba で丁寧に説明してくださっていたので漏らすことなく提出できたの

も先生のおかげだと思います。スライドの授業の解説はとても丁寧でわかりやすく、後からスライドを見直す

ことができるので私はとても満足しています。 

・オンライン授業でしたが、先生だけが話しているのではなくいろんな人に当ててみんなで授業をしている感

じがとてもよかったです。 

・４月の早い段階からの講義音声の送付等、対応が早く今後の講義に対しても不安なく望むことができた。 

・授業の終わりに質問の時間があり、リアクションペーパーのコメントにも毎回返信してもらえ、安心して授
業が受講できた。オンラインながらも充実していたと思う。 
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・臨床教授制度の学部への活用に

ついて検討する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・各学科が主体的に、オンライン授業の効果

的な進め方や教授法に関するテーマなど、そ

れぞれの課題に対しての取組みや改善を図

るため FD・SD 研修会を実施した。 

 

・学部における新規の臨床教授等の候補者に

ついて検討した。 

・4病院より 10名の医療従事者に臨床教授等

の称号付与を行い、効果的な実習に取り組ん

だ。 

※令和３年４月現在：10 名 
 
【新型コロナウイルス感染拡大防止への対

応】 

・前期は原則オンライン授業とし、実験実習

授業などはできるだけ後期に移動させた。 

・後期授業での実験実習等の対面授業に関し

ては、密回避、消毒徹底、自己の健康管理や

フェイスシールド等の使用を行い、通学時に

学生の安全を考慮して混雑時の登校を避け

るため、時間割の修正等も一部実施した。 

・オンライン授業やハイブリット授業（対面

＋オンライン）を実施するため、オンライン

授業をサポートするシステムや学内Wi-Fi環

境を整備した。 

・学生のパソコンの保有状況を調査し、オン

ライン授業のための機器を用意できない学

生のため LL 教室の開放を行うなど、適宜必

要な配慮を行った。 
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【数値目標】 

◆授業評価（実施率）：100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆授業評価（５段階中４以上）：80% 

 

 

【数値目標】 

◆授業評価（実施率）：100% S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆授業評価（５段階中４以上）：80% 

S（5） 

 

 

【数値目標に対する実績】 

◆授業評価（実施率）：100％ 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆授業評価（５段階中４以上）：90.2％ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 H30 H31 R２ 

目標 100% 100% 100% 

実績 94.4% 96.3% 100% 

達成率 94.4% 96.3% 100% 

評価 B A S  

 H30 H31 R２ 

目標 80% 80% 80% 

実績 88.7% 87.6% 90.2% 

達成率 110% 109% 112% 

評価 S A S  

前期 

 実施率：100% 実施科目数：176 

後期 

 実施率：100% 実施科目数：273 

通年 

実施率：100% 実施科目数：449 

前期 

 ５段階中４以上：86.9% 

 実施科目数：176 科目 

 ５段階中４以上科目数：153 科目 

後期 

 ５段階中４以上：92.3% 

 実施科目数：273 科目 

 ５段階中４以上科目数：252 科目 

通年 

５段階中４以上：90.2% 

実施科目数：449 科目 

 ５段階中４以上科目数：405 科目 
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小項目 11 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(2) 教育内容等 

ア 教育内容及び方法 

    保健、医療及び福祉分野に係る社会からの要請、学生からの要望、学術の発展動向などに的確に対応するため、教育内容の継続的な改善を図る。 

    また、学生が授業内容を深く理解し、知識や技術を確実に習得できるよう、効果的な授業形態を設定するとともに、教育方法の継続的な工夫に努める。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

(2) 教育内容等 

ア 教育内容及び方法 

(ｲ) 大学院教育 

a 教育内容 

・保健、医療及び福祉分野のニーズの

多様化や社会環境の変化、学術研究

の動向に対応するため、教育課程・教

育内容のあり方について検討を行

い、より効果的なカリキュラム編成

に努める。(学部・大学院共通) 

・アドミッション・カリキュラム・デ

ィプロマに関する３ポリシーに照ら

して、保健福祉学研究科博士前期課

程はカリキュラムの見直しを進め、

同研究科博士後期課程及びヘルスイ

ノベーション研究科修士課程は開設

後の入学者が修了する年次を目途に

カリキュラム評価を行う。 

・在学中の大学院生や修了生等から

の意見聴取の機会等を利用し、教育

内容や方法の検証を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 教育内容等 

ア 教育内容及び方法 

(ｲ) 大学院教育 

a 教育内容 

・本学学士課程及び保健福祉学研究

科博士後期課程との接続性や時代の

ニーズ、学生のニーズを踏まえ、新た

な課程あるいはコース等を編成する

必要性について検討する。（保健福祉

学研究科博士前期課程）A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

・授業評価や学生へのヒアリング及

び科目担当者や指導教員とのミーテ

ィングを有効活用し、教育内容の改

善を図る。（保健福祉学研究科博士前

期・後期課程）A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 大学院教育 

a 教育内容 

・これからの保健師・助産師は地域にお

ける健康ニーズの多様化や児童虐待、

さらには少子高齢化・晩婚化などが進

むなか、このような社会的ニーズに対

応出来る高度な知識、能力が求められ

るが、新たな社会的ニーズに対応でき

る保健師・助産師を養成するためには、

今まで以上に保健師・助産師に特化し

た教育課程が必要である。このことな

どから、助産師課程を現行の学部から

大学院へ移行することとした。（博士前

期課程） 

 
・授業評価アンケートを実施し、その結

果を教員に提示し、学生の実績把握や

授業改善に活用することを推奨した。

（博士前期課程・後期課程共通）【再掲】 

・上記の授業評価アンケート結果では、

本学大学院では社会人として職を持つ

学生が多いこともあり、オンラインに

よる遠隔講義等の実施について約７割

が肯定的な意見であった。（博士前期課

程・後期課程共通）【再掲】 

・院生の意見を聞くため、オンラインに

よるランチョンミーティングを開催

し、授業スケジュールの早期提示や学

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・「a 教育内容」については、大学院生

への授業評価を実施し、その結果を教

員へフィードバック、共有することに

より授業内容の改善に努めた。 

・「b 教育方法」については、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大防止への

対応を最優先で行い、オンラインを効

果的に活用し授業を展開した。 

・オンライン授業については、授業評価

アンケートでは概ね好評という結果で

あった。 

・その他、年度計画に記載された項目に

ついても実施できている。 

・また、数値目標の「授業評価（実施率）」

についても目標値を達成した。 

・以上のことから年度計画を達成して

いるものと評価する。 

課題 

・少子・高齢化等、社会的ニーズに対応

できる助産師を養成するための、大学

院における教育課程を検討する必要が

ある。 
・引き続きワーキンググループを開催

し、大学全体として導入された論文剽

窃チェックツールの運用方法など抽出

された課題の見直しを行う。【再掲】 
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・2020 年度の前期終了時点におい

て、在籍中の学生にヒアリングを行

い、教育内容への意見等を聴取する

機会を設ける。（保健福祉学研究科博

士前期・後期課程）A（4） 

 

 

 

・2019 年度に初めて博士後期課程の

修了生を輩出し、国の履行状況調査

期間が終了したことから、カリキュ

ラム改正の必要性について検討す

る。（保健福祉学研究科博士後期課

程）A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

・保健医療・公衆衛生の専門的な知識

と、科学的な評価分析能力を修得す

るため、公衆衛生教育科目を用意す

るとともに、新たな課題解決の方策

を立案するため、イノベーション手

法の体得等を目的とした講義・演習

を提供する。（ヘルスイノベーション

研究科修士課程）S（5） 

 

 

 

・保健・医療・福祉の分野において、

社会システムや技術の革新に関わる

より専門的かつ高度なヘルスイノベ

ーション研究に携わる「知のプロフ

ェッショナル」を育成するため、ヘル

スイノベーション研究科博士課程の

設置に向けた取組みを進める。（設置

目標は 2021 年４月）A（4） 

習環境の整備、さらには各種手続き等

に反映させた。（博士前期課程・後期課

程共通）【再掲】 

 
・在籍中の大学院生に、アンケートやミ

ーティング等によるヒアリングを行っ

た結果、オンラインでの履修登録に関

する意見が寄せられたことから、本格

的に稼働させた。また、10 月からは Wi-

Fi 環境が整備され、学習環境が向上し

た。（博士前期課程・後期課程共通） 
 
・2019 年度に初めて博士後期課程の修

了生を輩出したことから、現行の取組

みの検証や課題の抽出を行うため、研

究科運営会議内に、新たにワーキング

グループを設置した。ワーキンググル

ープにおいて複数の課題を抽出し、そ

の中でも優先すべき課題である論文審

査基準を見直すとともに、提出資格審

査を予備審査と統合し論文審査の手続

きを改訂した。このことにより、審査ス

ケジュールの効率化が図られた。 

【再掲】 

 
・「公衆衛生学基盤科目」や「ヘルスイ

ノベーション専門科目」として配置し

た講義・演習をすべて開講した。 
・オンライン授業、または対面とオンラ

インのハイブリッドによる授業という

初の試みの中、実施方法について試行

錯誤を重ね、オンラインとなっても質

を落とさずにすべての講義・演習を提

供することができた。（ヘルスイノベー

ション研究科修士課程） 
 
・博士課程の設置認可申請について、大

学設置・学校法人審議会（大学設置分科

会）の審査の結果、審査意見が付された

が、意見に対応した補正申請書を提出

し、令和３年４月１日からの設置が認

可された。（ヘルスイノベーション研究

科博士課程） 
 

・TA・RA 制度について、運用を継続し

つつ、制度の拡充について検討する。 
・ポストコロナにおける教育のあり方

について検討する必要がある。 

・オンライン授業は、時間的・地理的

制約を伴わないという利点がある一

方、学生同士が大学で共に学び合い、

他領域に対する理解を深めるという機

会が減少することから、来年度以降、

どの様な講義形態が最も適切である

か、検討する必要がある。【再掲】 
・オンライン授業及びハイブリッド授

業の実施方法については、引き続き試

行を続け、より良い授業を提供できる

よう努める。（ヘルスイノベーション研

究科） 
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b 教育方法 

・教育・研究の質の向上を図るため、

研究課題に沿った最新の実験・実習

器具や装置等の計画的な導入・更新

を推進する。(学部・大学院共通) 

・大学院教育の動向やディプロマポ

リシーに照らして、保健福祉学研究

科博士前期課程は論文審査体制を見

直す。 

・保健福祉学研究科博士後期課程は

学位論文の指導及び審査過程に係る

具体的・効果的な運用を検討し、手続

きの明文化に取り組む。 

・保健福祉学研究科博士後期課程の

設置に伴い、より高度な教育・研究を

進めるため、研究科研究費等の充実

と効果的な配分を推進する。 

・ヒューマンサービスの理念に基づ

く教育・研究の実施という観点から、

領域（系）を超えた学びあいの場を設

け、充実させる。 

・大学院における研究レベルの向上

のため、学生の学会への積極的な参

加や学会誌・大学誌への積極的な投

稿を促す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 教育方法 

・実験・実習器具、装置等の更新に係

る計画に基づき、適宜導入・更新に取

り組む。（学部・大学院保健福祉学研

究科共通）A（4） 

 

・大学院教育の動向や学位授与実施

方針（ディプロマポリシー）に照ら

し、論文審査体制の見直しを検討す

る。（保健福祉学研究科博士前期課

程）A（4） 

 

 

・高度な教育・研究を推進するため、

研究科研究費等の効果的な配分に努

める。（保健福祉学研究科博士後期課

程）A（4） 

 

 

・保健、医療及び福祉の分野に捉われ

ない幅広い知識を修得し、他領域と

の連携・協働を図ることを目的とし

た共通科目の学習方式、論文指導体

制、研究発表会・報告会のあり方につ

いて検討する。（保健福祉学研究科博

士前期・後期課程）A（4） 

 

 

・学生の学会への積極的な参加や論

文投稿に関する実態調査を行うこと

を検討する。（保健福祉学研究科博士

前期・後期課程）A（4） 

 

 

 

 

 

・2019 年度に初めて博士後期課程の

修了生を輩出し、国の履行状況調査

期間が終了したことから、論文指導

方法等について必要に応じ見直しを

行う。（保健福祉学研究科博士後期課

程）A（4） 

 

b 教育方法 

・実験・実習器具、装置等の更新に係る

計画に則り、適宜導入・更新を行った。 
【再掲】 
 
 
・学位授与実施方針に基づき定められ

た論文審査基準をより明確化し、令和

３年度から適用することとした。 
・論文審査業務の効率化を図るため、紙

媒体から電子媒体へ切り替えたほか、

論文審査申請書等の押印を廃止した。 
 
・学生への研究指導の充実のため、博士

後期課程の学生１名について 10 万円、

博士前期課程の学生１名について３万

円を指導教員に配分するよう予算措置

を行った。 

 
・新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、講義のほか論文発表会等もオン

ラインで実施した。学生からも概ね好

評であり、効果的にオンラインを活用

することにより、学生の学習機会を確

保することができた。今後、ポストコロ

ナにおける教育のあり方について検討

を行っていく。 

 
・院生に対し論文投稿を積極的に勧奨

した。２名の学生が複数の論文を投稿

し、学術誌に掲載された。 
・博士論文・特別研究論文（修士）・課

題研究論文 公開発表会を実施した。 
 発表者 
  博士前期課程：26 名 

  博士後期課程：４名 

 
・2019 年度に初めて博士後期課程の修

了生を輩出したことから、現行の取組

みの検証や課題の抽出を行うため、研

究科運営会議内に、新たにワーキング

グループを設置した。ワーキンググル

ープにおいて複数の課題を抽出し、そ

の中でも優先すべき課題である論文審
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c 学生の教育・研究活動 

TA やリサーチ・アシスタントを導

入するなど、大学院生の実践的な教

育・研究能力の向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分野横断的な科目を提供するとと

もに、グループワークやプレゼンテ

ーションなどのアクティブ・ラーニ

ング、ICT 等を積極的に取り入れた授

業を実施する。（ヘルスイノベーショ

ン研究科修士課程）S（5） 

 

 

 

 

 

・多くの授業を英語で開講し、国際的

人材の輩出を見据えた教育を推進す

る。（ヘルスイノベーション研究科修

士課程）A（4） 

 

c 学生の教育・研究活動 

 ティーチング・アシスタントやリ

サーチ・アシスタント制度の導入に

ついて、引き続き検討する。（保健福

祉学研究科、ヘルスイノベーション

研究科）S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

査基準を見直すとともに、提出資格審

査を予備審査と統合し論文審査の手続

きを改訂した。このことにより、審査ス

ケジュールの効率化が図られた。 

【再掲】 

 
・Web 会議システムを活用したオンラ

イン授業やクラウド型学習支援システ

ムを活用した教材配付など、ICT を積極

的に活用して授業を実施した。 

・オンライン授業では、グループワーク

やプレゼンテーションなどのアクティ

ブラーニングの実施に当初困難さがあ

ったが、ICT ツールの活用により質を落

とさずに授業を実施できた。（ヘルスイ

ノベーション研究科修士課程） 

 
・49 科目中、35 科目を英語で実施した。 

（ヘルスイノベーション研究科修士課

程） 
 
 

c 学生の教育・研究活動 

・ティーチング・アシスタント制度につ

いて、令和２年度から制度を導入し、２

名の大学院生を TA として雇用した。留

学生に対する学習支援や、実技の伴う

実習・演習におけるサポートを行い、学

習習熟度に差がみられる学生に対して

きめ細かい指導を実施した。（保健福祉

学研究科）【再掲】 

・リサーチ・アシスタント制度について

は、令和２年度後期から導入した。（保

健福祉学研究科） 

・ティーチング・アシスタント制度及び

リサーチ・アシスタント制度を整備し

た。（ヘルスイノベーション研究科） 
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【数値目標】 

◆授業評価（実施率）：100% 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

◆授業評価（実施率）：100% S（5） 

 

【数値目標に対する実績】 

◆授業評価（実施率）：100％ 

 
 
 
 
 
 

  

 H30 H31 R２ 

目標 100% 100% 100% 

実績 100% 100% 100% 

達成率 100% 100% 100% 

評価 S S S 
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小項目 12 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(2) 教育内容等 

ア 教育内容及び方法 

    保健、医療及び福祉分野に係る社会からの要請、学生からの要望、学術の発展動向などに的確に対応するため、教育内容の継続的な改善を図る。 

    また、学生が授業内容を深く理解し、知識や技術を確実に習得できるよう、効果的な授業形態を設定するとともに、教育方法の継続的な工夫に努める。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

(2) 教育内容等 

ア 教育内容及び方法 

(ｳ) 実践教育センター 

a 教育内容 

・大学の基本理念に基づき、保健、医

療及び福祉の分野における現任者の

専門性を高めるためのカリキュラム

を編成する。 

・保健、医療及び福祉を取り巻く社会

環境の変化や新たなニーズに対応で

きる人材育成を目指した教育を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 教育内容等 

ア 教育内容及び方法 

(ｳ) 実践教育センター 

a 教育内容 

・保健、医療及び福祉を取り巻く社会

環境の変化や新たなニーズに対応で

きる人材を育成するため、大学の基

本理念に則り、年度ごとの授業評価

等に基づきカリキュラム編成につい

て検証を行う。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(ｳ) 実践教育センター 

a 教育内容 

・令和３年度の教育課程及び研修のカ

リキュラムについて検討、決定した。 

 

【主な取組み】 

・令和３年度は、オンライン授業を導入

することを視野に科目の内容や講師を

見直し、調整を行った。 

・令和２年度から介護福祉士実習指導

者講習会については、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を考慮するととも

に、現任者が働きながら取り組みやす

いように、国のカリキュラム見直しを

踏まえて内容を精査し、総時間数を見

直し 96 時間から 49 時間へ大幅な減と

した。 

・介護の研修受講生は、職場背景として

福祉施設が多いことを配慮し、オンラ

インを導入した結果、全員が欠席する

ことなく修了することができた。 

・受講した学生からも「わかりやすい講

義であった」「オンラインのため通学す

ることなく、自宅や職場から受講でき

てよかった」といった意見が聞かれた。 

 

 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・令和２年度は新型コロナウイルス感

染症拡大防止の観点から、課程や研修

の運営方法について検討し、内容や授

業方法をオンライン導入するなど新し

い教育方法を取り入れることができ

た。 
・課程は中止となったが、後期研修は１

つ１つ研修内容を検討し、オンライン

で行えるものや対面で実施するものを

選別しながら対応し、全ての研修を開

講することができた。 
・令和２年度の入学生に対して、オンラ

イン上でミーティングを実施したこと

で今後の見通しや学習上の不安解消に

つながったと考える。 
・トピックス研修は、現在の感染状況を

鑑み、福祉現場のニーズにかなった社

会的に意義のある研修となった。 
・今年度より、FD 活動を実施したが、

現任教育機関としてセンターの役割や

現状を洗い出すことができ、幅広く人

材育成に寄与することの必要性を再認

識することができた。 
・授業評価では、今年度は１課程のみの

評価のため、目標達成とは言い難いが、

例年より評価が低いのは、オンライン
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b 教育方法 

・ニーズの多様性や社会の動向に対

応するため、現行カリキュラムの検

証・評価を行う。 

・学生による授業評価やリアクショ

ンペーパーを活用し、その結果を教

育内容・方法の改善に反映する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・常に研修内容を検証し、ニーズの多

様性や社会の動向に対応した研修を

実施する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 教育方法 

・教員・教育担当者養成課程介護コー

スについて、今後想定される厚生労

働省が定める介護教員講習会のカリ

キュラム見直しを踏まえ、昨今の福

祉人材を取り巻く環境に応じた教育

方法の検討・見直しを行う。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・令和３年２月には、トピックス研修と

して、福祉施設・障害者施設での新型コ

ロナウイルス感染症対策のセミナーを

開催した。応募も予定定員を超過する

など反響も大きかった。 

（令和３年２月 25 日（木）オンライン

開催 124 名参加） 

 

・新たにセンター内に FD 事務局をお

き、実践教育センター将来構想に向け、

教育・研究機能の強化を図るために、勉

強会を計画し、FD を９回実施した。こ

の FD 活動を通して、ケアの現場で働く

各分野の専門職のキャリアアップに向

けた教育の場を構築することにつなが

っていくと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 教育方法 

・介護福祉士養成カリキュラム改正に

伴い、介護教員講習会のカリキュラム

を見直し、一部講師変更を行った。令和

４年度に向けて時間数の縮小や科目の

検討を行っている。 

・９月以降開講した 16 研修について

は、新型コロナウイルス感染症の感染

予防の観点から、オンライン授業を積

極的に導入した。（16 研修中 11 研修が

オンラインを導入した） 

 

 

 

 

による一方向からの講義であったこと

で双方向のやり取りがなかったことも

影響したと考える。今後も看護管理者

として必要な資質向上に向けた講義内

容を講師と調整していく必要があると

考える。 
・以上のことから、年度計画を達成して

いるものと評価する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課題 

・研修ごとの実施計画に基づき、感染予

防対策を講じた上で準備及び運営を適

切に行っていく。 
・次年度の研修についても引き続き見

直し、感染予防対策やオンライン授業

などを取り入れる等カリキュラムや教

育方法を弾力的に運営できるよう準

備・検討していく。 

 内容 

１ 保育所での感染管理の問題点と改善案 

２ 兵庫県立大学の取組み 

３ 介護福祉士養成校や大学の現状について 

４ 群馬県立県民健康科大学の教育 

５ 福祉ニーズの変化に伴う求められる社会福祉職の役割 

６ 専門職大学院の概要 

７ 精神科病院における感染防止対策及び患者発生時の対応 

８ カリキュラム作成についての考え方 

９ 看護教育大学校での学び 
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・学生による授業評価やリアクショ

ンペーパーを活用し、その結果を教

育内容・方法の改善に反映する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

・個々の学生との面談を定期的に行

うことなどにより、学生の学習状況

を適宜把握し、指導・助言を行い学生

への支援に取り組む。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

・令和３年度から開講期間を見直す

認定看護管理者教育課程ファースト

レベル及びセカンドレベルについ

て、具体的な課程運営の方法等を検

討する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学生による授業評価では、特にオンラ

イン導入に関する質問項目を設けたが 

「参加しやすかった」「わかりやすい」

といった意見が聞かれ、概ねオンライ

ン授業に対しては肯定的であった。一

部、通信環境の不具合により中断する

こともあったが、スピーディな対応に

より研修に影響をきたすことはなかっ

た。 

 

【令和 2年度課程入学者への対応】 

・次年度以降の受講を希望する学生に

対して、教員・教育担当者養成課程（看

護コース、介護コース）や栄養ケア・マ

ネジメント課程では、定期的にオンラ

インでミーティングを行い、学生支援

に取り組んだ。 

・大学やセンター内での web 研修等の

案内を周知し、学習の機会を提供でき

るように支援した。 

 

・令和 2 年度は緊急事態宣言の発令を

受け、4月開講予定であったファースト

レベルを中止したが、セカンドレベル

との連続受講を申し込んでいた学生が

3名いたことから、これらの学生が令和

3 年度中に両課程を受講できるように

するため、開講期間の見直しは令和4年

度から実施することとした。 

（令和 3年度） 

 ファーストレベル ４月～９月 

 セカンドレベル  10 月～３月 

（令和 4年度） 

ファーストレベル 10 月～３月 

 セカンドレベル  ４月～３月 

・令和 3 年度の開講に先立ち、学生が

所属する病院等にヒアリングを行い、

対面での研修には職員の参加を認めて

いないといった現場の状況把握を行っ

た。その結果を踏まえ、講義形式をオン

ラインへ移行し、病院で勤務している

現任者の感染防止対策を強化してお

り、課程運営を円滑に進められるよう

に取り組んでいく。 
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【数値目標】 

◆授業評価（実施率）：100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆授業評価（５段階中４以上）：80% 

 

・開講期間の見直しを行った認定看

護管理者教育課程サードレベル、栄

養ケア・マネジメント課程、感染管理

認定看護師教育課程について、見直

し効果の検証及び評価を行う。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

◆授業評価（実施率）：100% S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・開講期間の見直しを行い、令和 2 年

度に学生募集、令和 3 年度から開講し

ている。開講期間見直しの効果検証は

令和 4年度に行う 

・令和 3 年度は、感染管理認定看護師

教育課程については、開講期間を 12 月

から 3 月までに延長し、課程の全講義

が終了する 12 月以降は、認定審査受験

対策講座を実施し、全員合格に向けた

サポートを強化する。 
また、栄養ケア・マネジメント課程で

は大学との連携強化に向けて、大学院

との共講を増やすとともに、高齢者の

栄養ケア・マネジメントの特徴を設定

し、社会情勢に合わせた講義内容とし

た。 

認定看護管理者教育課程サードレベ

ルについては、開講期間を 10 月から 3

月まで延長し、ゆとりを持って学習に

取り組めるようにするとともに、演習

時間を増やし、自ら計画立案した組織

改善等を実践、報告まで行うプログラ

ムとした。 

 

【数値目標に対する実績】 

◆授業評価（実施率）：100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 H30 H31 R２ 

目標 100% 100% 100% 

実績 100% 100% 100% 

達成率 100% 100% 100% 

評価 S S S 

通年 

実施率：100% 実施科目数：８ 
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◆授業評価（５段階中４以上）80％ 

B（3） 

 

◆授業評価（５段階中４以上）：75% 

                 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 H30 H31 R２ 

目標 80% 80% 80% 

実績 86.5% 86.4% 75% 

達成率 108% 108% 93% 

評価 A A B 

通年 

５段階中４以上：75% 

実施科目数：８ 

 ５段階中４以上科目数：６ 
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小項目 13 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(2) 教育内容等 

イ 成績評価等 

    講義や演習などの到達目標を明示し、客観的かつ明確な成績評価基準による厳正な評価を実施する。 

    また、卒業認定及び修了認定は、学位授与方針等に従った基準により適切に認定する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

(2) 教育内容等 

イ 成績評価等 

(ｱ) 学部教育 

・教育理念・教育目標に沿った学位授

与実施方針（ディプロマポリシー）に

基づき、公平公正な成績評価を行う

とともに、学士課程の望ましいあり

方を確保するための取組みを行う。 

・成績優秀者や学術研究活動等にお

いて特に高い評価を受けた者を表彰

する。（学部・大学院共通） 

(2) 教育内容等 

イ 成績評価等 

(ｱ) 学部教育 

・引き続き成績評価基準及び学士課

程のあり方について検討する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・成績優秀者や学術研究活動等にお

いて特に高い評価を受けた者を表彰

する。（学部・大学院共通）A（4） 

 

 

 

 

 

 

 
イ 成績評価等 

(ｱ) 学部教育 

・令和２年度はコロナ禍による授業方

法の変更を受け、成績評価に影響があ

るか検討を行った。令和２年度前期授

業と前年度の前期授業成績を比較した

ところ、大きな差異は見られなかった

ことから、現状の配点が適切であると

の結論に達した。 

・支援が必要な学生に対する学習指導

に活用するため、年２回教務委員会で

全学生の成績を共有した。 

・現行の成績評価基準に則り、令和２年

度の成績を確定した。 

 

・令和２年度卒業式において、学生表

彰、阿部志郎記念賞の表彰を行った。 

【学生表彰】学部５名・大学院３名（保

健福祉学研究科２名、ヘルスイノベー

ション研究科１名） 

 学業又は研究活動において特に顕著

な成果を上げた者を表彰する。 

【阿部志郎記念賞】学部５名・大学院３

名（保健福祉学研究科２名、ヘルスイノ

ベーション研究科１名） 

 ヒューマンサービスの実現を目指す

上で特に大きな貢献があった者を表

彰する。 

 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・成績評価基準に基づき適正な成績評

価を行った。 

・成績優秀者等について公平公正な選

定を行い、卒業式で表彰した。 

・以上のことから年度計画を達成して

いるものと評価する。 

課題 

・引き続き適正な成績評価等に努める。 
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小項目 14 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(2) 教育内容等 

イ 成績評価等 

    講義や演習などの到達目標を明示し、客観的かつ明確な成績評価基準による厳正な評価を実施する。 

    また、卒業認定及び修了認定は、学位授与方針等に従った基準により適切に認定する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

(2) 教育内容等 

イ 成績評価等 

(ｲ) 大学院教育 

・教育理念・教育目標に沿った学位授

与実施方針（ディプロマポリシー）に

基づき、公平公正な成績評価を行う。

特に、保健福祉学研究科博士前期・後

期課程ともに論文審査基準に準拠し

た評価を行う。 

・科目ごとに、授業の到達目標や単位

認定方法をシラバスに明示し、大学

Web サイト等で公表する。 

・成績優秀者や学術研究活動等にお

いて特に高い評価を受けた者を表彰

する。（学部・大学院共通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 教育内容等 

イ 成績評価等 

(ｲ) 大学院教育 

・昨年度初めて実施した博士論文審

査過程で生じた審査スケジュール等

の課題について検討を行う。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・論文審査基準や科目の単位認定方

法をシラバスに明示し大学 Web サイ

ト等で公表するとともに、適宜見直

しを行う。（保健福祉学研究科、ヘル

スイノベーション研究科）A（4） 

 

・成績優秀者や学術研究活動等にお

いて特に高い評価を受けた者を表彰

する。（学部・大学院共通）A（4） 

 

 

 

 

 

 
イ 成績評価等 

(ｲ) 大学院教育 

・令和元年度に初めて博士後期課程の

修了生を輩出したことから、現行の取

組みの検証や課題の抽出を行うため、

研究科運営会議内に、新たにワーキン

ググループを設置した。ワーキンググ

ループにおいて複数の課題を抽出し、

その中でも優先すべき課題である論文

審査基準を見直すとともに、提出資格

審査を予備審査と統合し論文審査の手

続きを改訂した。このことにより、審査

スケジュールの効率化が図られた。 

【再掲】 

 

・論文審査基準等をシラバスに明示し

大学 Web サイトで公表した。 

 

 

 

 

・博士後期課程における博士論文審査

の全過程を実施し、２期生４名の博士

号を授与することとなった。 

・令和２年度卒業式において、学生表

彰、阿部志郎記念賞の表彰を行った。 

【再掲】 

【学生表彰】学部５名・大学院３名（保

健福祉学研究科２名、ヘルスイノベー

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・成績評価基準に基づいた、適正な成績

評価を行えた。 
・論文審査基準等のシラバス明示や学

生の表彰を行うなど、年度計画に記載

された項目について実施できているこ

とから、年度計画を達成しているもの

と評価する。 

課題 

・引き続き適正な成績評価等に努める。 
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ション研究科１名） 

【阿部志郎記念賞】学部５名・大学院３

名（保健福祉学研究科２名、ヘルスイノ

ベーション研究科１名） 
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小項目 15 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(2) 教育内容等 

イ 成績評価等 

    講義や演習などの到達目標を明示し、客観的かつ明確な成績評価基準による厳正な評価を実施する。 

    また、卒業認定及び修了認定は、学位授与方針等に従った基準により適切に認定する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

(2) 教育内容等 

イ 成績評価等 

(ｳ) 実践教育センター 

 科目ごとの目的・目標や成績評価

の方法をシラバスに明示し、公平公

正な成績評価を行う。 

(2) 教育内容等 

イ 成績評価等 

(ｳ) 実践教育センター 

 科目ごとの目的・目標や成績評価

の方法をシラバスに明示し、レポー

トや課題の提出、科目試験、出席状況

及び授業への参加状況により公平公

正な成績評価を行う。A（4） 

 
イ 成績評価等 

(ｳ) 実践教育センター 

・令和２年度は、新型コロナウイルス感

染症による緊急事態宣言の発令を踏ま

え、令和２年度前期開講予定の教員・教

育担当者養成課程（看護コース・介護コ

ース）、認定看護管理者教育課程（ファ

ーストレベル・サードレベル）、栄養ケ

ア・マネジメント課程・感染管理認定看

護師教育課程・多職種連携推進課程の

５課程の開講を中止したため、成績評

価については行っていない。 
・認定看護管理者教育課程セカンドレ

ベル課程の成績については、全員が合

格に達することができた。 
・オンラインでの出席確認は、画面での

入室状況をチェックすることで実施し

た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・令和２年度は、課程運営を中止したた

め、１課程の評価のみ実施した。 
・研修については終了時にアンケート

を取り、タイムリーに受講生の声を確

認し、次年度へ活用できるようにした。

またオンライン導入した研修について

は、そのことに関するアンケートも行

うことで適正な評価につながった。 
・以上のことから年度計画を達成して

いるものと評価する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

課題 

・次年度以降もオンラインを導入する 
教育方法に対して、受講生や講師から

の意見を踏まえ、よりよい活用につな

がるよう取り組む。 
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小項目 16 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(3) 教育の実施体制の整備 

ア 教員の配置 

  大学における質の高い教育を実施するため、適切な教員の配置を行うとともに優れた教員の確保に努める。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

(3) 教育の実施体制の整備 

ア 教員の配置 

・学部、大学院の教育効果が最大限に

発揮できるように、適切な教員の配

置を行うとともに優れた教員の確保

に努める。 

・社会人及び専門職としての質の高

い幅広い知識と高い人間性を備えた

人材を育成するため、教養教育・専門

教育ともに多様な科目に対して、適

切に常勤教員を配置する。 

・現場で実践した内容を体系的に整

理・発信できる人材を育成するため

に、保健、医療及び福祉の現場の第一

線で活躍している実践者等を非常勤

講師やゲストスピーカーとして活用

する。 

(3) 教育の実施体制の整備 

ア 教員の配置 

・迅速かつ適切な職員採用及び教員

の配置を行う。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ア 教員の配置 

・クロスアポイントメント制度を運用

し、平成 31 年度から３名に、令和２年

度からはさらに 1 名に対して、この制

度を適用した。 
 
 
 
 
 
・オンライン面接の導入などを行い、ク

オリティを保ちながら必要な教員の採

用を迅速に行った。 
 
 
 
 
 
 
 
・実践教育センター（横浜キャンパス）

の教員による学部生及び院生への講義

を実施した。 
 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・クロスアポイントメント制度の活用、

迅速な教員採用及び他キャンパスの教

員による講義などにより、教育・研究の

充実が図られた。 

 

課題 

・クロスアポイントメント制度のメリ

ット・デメリットについて分析を行っ

た上で、さらなる活用を図る。 
・３キャンパス教員による相互講義を

増やして、より質の高い教育を実施す

る。 

適用職員数：４名 

（令和２年度末） 

常勤職員の採用状況 

令和２年４月１日付：６名 
令和２年８月１日付：１名 
令和２年９月１日付：１名 
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・現場の生の情報を学生に提供する

ため、第一線で活躍する実践者等の

積極的な活用に努める。A（4） 

・第一線で活躍する実践者等の積極的

な活用に努めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

招聘したゲストスピーカー 

 大学：208 名 

 SHI ： 68 名 

 

授業を行った非常勤講師 

 大学：98 名 
 SHI ：28 名(うち研究員 3名) 
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小項目 17 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(3) 教育の実施体制の整備 

イ 教育環境の整備 

  学生の学習意欲や教育効果を高めるため、大学の施設や教育備品等の計画的な整備と適切な維持管理により、教育環境の向上を図る。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

(3) 教育の実施体制の整備 

イ 教育環境の整備 

・教育備品等の整備計画を策定し、教

育環境の安全性・快適性・利便性の一

層の向上を図る。 

・社会人院生の講義受講のため平日

夜間及び土曜日の開講などの便宜を

図る。 

 

 

(ｱ) 図書関係 

・学術的図書・雑誌の充実及び学術雑

誌の電子化を推進する。 

・図書館利用者のニーズを踏まえた

サービスの充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 教育の実施体制の整備 

イ 教育環境の整備 

・学内の要望を取りまとめ、教育備品

等の整備計画の策定に取り組む。 

A（4） 

 

・平日夜間及び土曜日の開講、履修者

の希望による一部時間割の調整等、

社会人院生への便宜を図る。A（4） 

 

(ｱ) 図書関係 

・引き続き必要な図書、雑誌及びジャ

ーナルの購入に努める。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
イ 教育環境の整備 

・年間の整備計画を策定し、計画的に教

育備品の更新を行った。 

 
 
・平日夜間及び土曜日の開講等、社会人

院生への便宜を図った。 
 
 
(ｱ) 図書関係 

・購入方針や依頼に基づき、図書資料を

購入した。 

・洋雑誌および電子ジャーナルの購入

タイトルを確定し、契約の手続きを行

った。 

 

 

 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・「(ｱ)図書関係」については、新型コロ

ナウイルス感染症対策のため、来館型

の附属図書館サービスの縮小を強いら

れたものの、実績のとおり柔軟な対応

を行い教育活動や研究活動の支援に勤

めた。 

・「(ｲ)情報関係」については、オンライ

ン授業の実施後、授業の動画配信を行

うことで、機器トラブルのあった学生

のケアもできている。 

・数値目標「図書館の利用者数」につい

ては、新型コロナウイルス感染症の影

響により未達成となったものの、その

他年度計画に記載された項目について

は実施できていることから、年度計画

を達成しているものと評価する。 
課題 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、講義の大部分がオンライン授

業へ変更したことに伴い、学生の通学

機会が減少し、同時に図書館への来館

者数も減少した。with コロナ、post コ
ロナ時代における附属図書館のサービ

ス提供や体制、附属図書館のあり方の

検討が必要である。 
・e ラーニングの環境が全学的に整っ

外国雑誌（冊子体） 

2018 年１月から契約 

50 誌 7,666,627 円 

2019 年１月から契約 

35 誌 4,933,292 円 

2020 年１月から契約 

30 誌 4,088,660 円 

2021 年 1 月から契約 

29 誌 4,332,114 円 
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(ｲ) 情報関係 

e ラーニングを活用した自主学習

の推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続きアンケート調査から利用

者のニーズを把握し、サービスの充

実について検討する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 情報関係 

 e ラーニングについて、保健福祉学

研究科博士前期課程の一部の科目で

導入する。S（5） 

 

 

 

 

 

・コロナ禍における学生や教員の図書

館利用について、今後のサービスの在

り方を検討するため、アンケート調査

を行った。 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、4月 1日から 6月 21 日まで入

構規制が行われたことから、6月 20 日

までは郵送貸出を行い、6月 21 日以降

も返却期限の延長を行う等の柔軟な対

応を行った 

・「医中誌 Web」及び「メディカルオン

ライン」については、学外からリモート

アクセスできるように臨時措置を行っ

た。 

・新入生オリエンテーションが実施で

きなかったため、図書館の利用案内動

画を作成した。 

・毎月新着図書の中から３冊を「図書館

スタッフおすすめ図書」として紹介し、

学生・教職員あてメール配信を行った。 
 
(ｲ) 情報関係 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、オンライン授業の環境を整え

る必要があったため、既にヘルスイノ

ベーション研究科で導入していた学習

支援システム(manaba)及び動画配信シ

ステム(CLEVAS)の利用を全学へ拡大し

たことから、今後の活用のあり方や課

題等の検証を行う必要がある。 
 
 
 
 

電子ジャーナル 

2018 年１月から契約 

４タイトル 2,574,491 円 

2019 年１月から契約 

37 タイトル 10,244,134 円 

2020 年１月から契約 

60 タイトル 15,524,573 円 

2021 年 1 月から契約 
60 タイトル 15,824,841 円 

回答者：152 名 

（学部生 118 名、大学院生 20 名、教員 14 名） 
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【数値目標】 

◆図書館の利用者数：90,000 人（最

終年度目標値） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

◆図書館の利用者数：65,000 人 

D（1） 

 

た。また、オンラインで講義を行うため

の会議システムとしてZoomを全教職員

に導入した結果、eラーニングの環境が

全学的に整った。 

・令和 2年 10 月から学内のほぼ全域へ

Wi-Fi を導入し、教職員へ 2in1 のモバ

イル端末を配布した。 

・保健福祉学部の学生へ、個人で使用で

きるパソコンまたはタブレットを保有

しているかについてのアンケート調査

を行い、371 名から回答を得た結果、学

生の情報端末に対する将来的なニーズ

について把握できた。 

 
 
【数値目標に対する実績】 

◆図書館の利用者数：17,649 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 H30 H31 R２ 

目標 81,500 人 83,000 人 65,000 人 

実績 65,171 人 68,865 人 17,649 人 

達成率 79.9% 82.9% 27％ 

評価 C B D 
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小項目 18 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(3) 教育の実施体制の整備 

ウ 教員の教育能力の向上 

  より質の高い教育を提供することを目的に、ファカルティ・ディベロップメント（教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組）活動を充実させる。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

(3) 教育の実施体制の整備 

ウ 教員の教育能力の向上 

・専門職の養成という大学の特

色や教員ニーズを踏まえた FD 講

習会を定期的に実施し、教育内容

や教育方法の改善に活用する。 

・FD や、学内各委員会活動を通

じ、基本理念・教育目標のより一

層の浸透・普及を図る。特に、新

任教員に対する FD の実施のほ

か、全職員に対しても大学のミッ

ションと基本理念の周知を図り、

その浸透に努める。 

・教員の資質向上に向けた取組

みとして、授業評価のより効果的

なフィードバックの構築など、授

業内容や教育方法の改善につな

がる取組みを積極的に展開する。 

・大学院担当教員の研究指導能

力の向上に関する FD の充実に取

り組む。 

・FD の動向や結果についてニュ

ースレターを発行し、学内での情

報共有を図る。 

 

 

 

 

 

 

(3) 教育の実施体制の整備 

ウ 教員の教育能力の向上 

・教員のニーズや課題を踏まえ、授

業内容及び研究方法の改善等につな

がる全学 FD を実施する。S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 教員の教育能力の向上 

・様々なテーマの FD・SD 研修を全体で 26 回実施し、

教員の教育内容等の改善及び教職員の資質向上を

図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇FD・SD 委員会が主催した大学全体 FD・SD 

 ・「本学の未来イメージ（理事長 FD）」（７月） 

 ・「新たな価値観に基づいた保健医療福祉の確立

を（学長 FD）」（７月） 

 ・「ハイブリッド型のアクティブラーニング型授

業を目指して」（１月） 

 

・保健医療福祉系の大学において、学生たちは国家

試験の合格を目標にすることが多いが、本来の学習

目標は卒業後の実社会において自ら問題点を見出

し、その解決を図る能力を身につけることである。

そのためには、学生自身が授業に興味を持ち、主体

的に学ぼうとする意欲が湧くような授業展開が必

要であることから、昨年度に引き続き外部講師を招

実績に対する評価 

 

 

S 

 

 

 

 
・ICT 環境が整備されたことによ

り、Zoom を効果的に活用したオン

ラインによる研修会を定期的に

実施できている。 

・また、各組織が主体となって年

間を通し様々なテーマの研修会

が実施されるなど、FD・SD 活動が

教員の教授内容・方法の改善及び

向上に寄与しているものと考え

る。 

・さらにオンタイムで研修に参加

できない教員のためオンデマン

ド配信を行うなど、受講環境の充

実化が図られた。 

・数値目標の「FD 研修実施回数」

についても目標値を達成した。 

・以上のことから年度計画を達成

しているものと評価する。 
課題 

・教員の授業内容・方法の改善に

つながる研修会の実施について、

全学的な観点から委員会として

の実施方針を明確にしていく必

要がある。 

 開催回数 参加延べ人数 

大学全体 FD・SD 8 回 1,021 名 

学科 FD・SD 15 回 358 名 

大学院 FD・SD 
1 回 93 名 

１回(SHI) 23 名 

事務局職員 SD 1 回 100 名 

※ 参加人数は原則オンタイム参加者を集計し

たもので、オンデマンドによる参加者は含まれ

ない 
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・関係各委員会や学科等、独自の FD・

SD を定期的に実施し、教育内容等の

改善を図る。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聘し、アクティブラーニングに係る FD・SD を実施し

た。講師による講演のほか、本学教員によるアクテ

ィブラーニングに係る取組みの実践報告、実践計画

の事例発表を交え、講師に解説をしていただく形式

を取り入れた。アンケートの結果、参加した教員か

らは、「事例発表があったことで研修の内容が具体

的に理解でき、大変参考になった」、「自身の授業で

も取り入れたい」という声が多数聞かれ、全学を上

げての授業内容・方法の向上・改善につながる効果

的な研修会となったものと考える。なお実施方法は

Zoom とし、後日オンデマンド配信を行った。 

「ハイブリッド型のアクティブラーニング型授業

を目指して」（１月）参加人数：120 名 

 

・大学全体 FD・SD のうち、関係各委員会等が主催と

なり研修会を５回実施した。 

〇「研究倫理に係る研修会」（６月） 

 （研究倫理審査委員会） 

〇「科研費獲得の方法とコツ」（８月） 

（地域貢献研究センター研究支援部門） 

〇「教職員のためのハラスメント防止研修」 

（９月・２月）（人権・倫理委員会） 

〇「新型コロナウイルス感染症に係る教員の実践 

活動報告会」（11 月）（報告会実行委員会） 

 

・各学科等が主体的に、オンライン授業の効果的な

進め方や教授法に関するテーマなど、それぞれの課

題に対しての取組みや改善を図る FD・SD 研修会を

実施した。実施に当たっては必要に応じ外部講師を

招聘した。 

参加人数：358 名（延べ人数）（全 15 回） 

 開催例 

 〇「教育用模擬電子カルテの開発・導入と教育効

果」（看護学科） 

 〇「公立大学３校による臨地実習オンライン合同

情報交換会」（栄養学科） 

 〇「オンライン授業に関する情報交換会」（社会福

祉学科） 

 〇「介護福祉の哲学」（社会福祉学科） 

 〇「臨床参加型臨床実習」（理学療法学専攻） 

 〇「客観的臨床能力試験の導入のために」（作業療

法学専攻） 
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【数値目標】 

◆FD 研修実施回数：72 回（計画

期間累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ニュースレターを定期的に発行

し、職員間で FD・SD の実施報告やア

ンケート結果、動向についての情報

共有を図る。A（4） 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

◆FD 研修実施回数：12 回 S（5） 

 

 

 

 

 

・保健福祉学研究科では、「レギュラトリーサイエン

ス」をテーマに大学院 FD を実施した。（３月） 

参加人数：93 名（３キャンパス含む） 

 

・ヘルスイノベーション研究科では、「ヘルスイノベ

ーションスクールの将来像検討のためのワークシ

ョップ」をテーマに大学院 FD を実施した。 

参加人数：23 名 

 

・ニュースレターを２回発行し、職員間での情報や

アンケート結果の共有を図った。（８月・３月） 

 

 

【その他の取組み】 

・他大学主催の公開講座等の開催情報について、学

内で情報共有を行った。 

 

 

【数値目標に対する実績】 

◆FD 研修実施回数：26 回 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 H30 H31 R２ 

目標 12 回 12 回 12 回 

実績 15 回 20 回 26 回 

達成率 125% 166% 216% 

評価 S S S 
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小項目 19 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(4) 学生の受入れ  

  入学者受入方針や大学が求める学生像や教育理念、教育目標等に沿った適切な入学者選抜及び選考を実施する。 

  また、社会ニーズの変化や時代の要請を的確にとらえ、適宜、入学者受入れのあり方を検討する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価
区分 

コメント 

(4) 学生の受入れ 

ア 学部 

・教育理念・教育目標に沿った入学

者受入方針（アドミッションポリ

シー）に基づき、学生の受入を推進

する。（学部・大学院共通） 

・開学後の状況や社会的ニーズ、人

材養成に係る状況の変化、各学科

の教育目標等の観点から入試制度

の検討を行い、必要に応じて見直

しを行う。 

・幅広く受験者を募るため、大学

Web サイト等の媒体の有効活用や

高校生向けの PR 事業、オープンキ

ャンパスなど、入試関連広報を積

極的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 学生の受入れ 

ア 学部 

・高大接続改革を踏まえ、入試のあ

り方について引き続き検討する。 

A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 学部 

・文部科学省等関係機関が進める高大接続改革および

大学入試改革の進捗状況を踏まえ、学部入試委員会を

中心に、2022 年度入学者選抜以降の入試制度への対応

を検討した。（４月～３月） 

・特別選抜（社会人）について、現在の出願状況を踏

まえた出願資格の見直し等について検討した。（11 月

～３月） 

・新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験実施上の

配慮や試験当日の実施体制について検討した。（４月

～３月） 

・本学における入学者選抜及び大学入学共通テストの

実施にあたり、文部科学省等の要請も踏まえ新型コロ

ナウイルス感染症対策として以下のことを実施した。

（11 月・１月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・新型コロナウイルス感染症の

感染拡大により従来の来場型の

イベントや入学者選抜の実施が

困難な中、積極的にオンライン

を活用し、受験生への情報発信

に努めた。 
・受験生の新型コロナウイルス

感染症の感染等に対応するた

め、追試験の実施について作問

も含め対応した。 
・数値目標の「大学説明会の実

施回数」について、オンライン

による代替、入試委員の大学説

明会への参加など、数値目標の

達成に努めた。「学部入学者受験

倍率」については目標値を達成

している。 
・以上のことから年度計画を達

成しているものと評価する。 
課題 

・文部科学省等の大学入試改革

の検討状況に引き続き対応して

いく。 

・推薦の出願状況や新たな選抜

方法で入試に臨む受験生の動向

を踏まえ、入試制度の見直しや

〇各入学者選抜の LINE コロナお知らせシステムへの登録 

〇試験室の増加、別室試験室の設置 

〇試験室、控室における座席間の距離の確保 

〇試験室入退出ごとの手指消毒の徹底 

〇通常受験者と発熱・咳等症状のある者との動線の分離 

〇筆記試験時、面接試験時にマスクの着用、手指のアルコ

ール消毒、アクリル板等による遮蔽、ソーシャルディス

タンスの確保、定期的な換気、教職員および受験生の安

全の確保 

〇横須賀キャンパス教職員の新型コロナウイルス感染症
の感染に備えた、SHI 教職員との協力体制の構築 
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・学生募集要項の記載内容や入学

者選抜試験の評価基準について検

討し、適宜見直しや改善を図る。 

A（4） 

 

 

 

 

 

 

・大学主催のオープンキャンパス

や進学相談会等の機会を活用し、

積極的に大学説明会を実施する。 

S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高大接続改革の検討状況を踏まえ、2021 年度入学者

選抜に関して学生募集要項に記載した。（７月） 

・新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験実施上の

配慮として、追試験の実施やオンライン面接の実施に

ついて学生募集要項や大学Webサイトで公表した。（７

月～10 月） 

・新型コロナウイルス感染症対策に伴う試験実施内容

の変更について大学 Web サイトに公表し、受験生への

周知に努めた（10 月） 

 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によ

り、来場型のオープンキャンパスや大学説明会の実施

が困難となったため、以下の通り対応した。 

・高等学校教職員向け大学説明会の代替措置として、

県内高等学校へ資料発送と質問受付を実施し、質問の

回答については大学 Web サイトに公開した。 

・事務局入試担当が参加できない高等学校への大学説

明会について、入試委員が参加した。（４月～３月） 

・大学主催のオープンキャンパスに代わり、新たな取

組みとして、６月に２日間、８月に２日間の計４日間

にわたり WEB オープンキャンパスを実施した。６月に

は 36 本、８月には 50 本の動画公開に加え、申込者へ

の資料発送、事前質問の受付と回答等を実施し、入学

者選抜関連の情報提供や本学の特徴、魅力を受験生へ

発信した。（６月・８月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検討を継続して行う必要があ

る。 

・引き続き、18 歳年齢人口の減

少を踏まえた質の高い受験生の

確保、入学者の少ない社会人や

留学生等の多様な受験生の受け

入れについて検討していく。 

 

 

 

 

 

 

日付 イベント 申込者数 

６月 27

日 

WEB オープンキ

ャンパス 

534 組 

６月 28

日 

554 組 

８月８日 423 組 

８月９日 570 組 

計 2,081 組 
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・大学 Web サイトの充実を図ると

ともに、分かりやすい募集要項や

PR ポスター等を作成・活用し、県

内高校等に配布するなど、受験生

に対して積極的な入試関連広報を

行う。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・進学相談会の実施や高等学校への訪問中止が続いた

ことに対応するため、新たな取組みとして、教員、事

務局入試担当によるオンライン個別相談会を実施し、

県内外問わず受験生に対して個別相談の実施、情報提

供を行った。（８月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、来場

型のミニオープンキャンパスの代替として、教員、学

生によるオンライン進路相談会を実施した。（４月～1

１月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・看護学科助産師課程、社会福祉士課程の廃止につい

て大学 Web サイトで公表した。（７月・10 月） 

・WEB オープンキャンパスで公開した動画の一部を常

時公開した。（12 月） 

・Twitter の入試アカウントで入試や WEB オープンキ

ャンパス等に関する情報に加え、教職員や学生の活動

等を発信した。（４月～３月） 

・オープンキャンパス等イベント管理システムを導入

し、WEB 上での広報を強化するとともに、WEB オープ

ンキャンパスやオンライン個別相談会の申込と実施、

アンケート機能の活用などにより、参加者の利便性を

向上させた。 

・大学ホームページの問合せフォームの活用により、

受験生への入学者選抜関連の問合せに対応した。 

 

 

日付 学科 参加者数 

８月 11 日 栄養学科 19 名 

８月 12 日 
リハビリテーション

学科 
17 名 

８月 13 日 看護学科 46 名 

８月 14 日 社会福祉学科 ８名 

計  90 名 

大学説明会（46 回）の内訳 

・WEB オープンキャンパス：４回 2,081 組 

 ・高等学校教職員向け大学説明会：１回 

 ・オンライン個別相談会：８回 123 名 

 ・高校出張：30 回 376 名 

・イベント等での進学相談会：３回 233 名 
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【数値目標】 

◆学部入学者受験倍率：2.5 倍 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大学説明会の実施回数：390 回

（計画期間累計） 

【数値目標】 

◆学部入学者受験倍率：2.5 倍 

A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

◆大学説明会の実施回数：65 回 

C（2） 

【数値目標に対する実績】 

◆学部入学者受験倍率：2.6 倍 

 （募集人数：230 名 受験者数：614 名） 

 

 

 

 

 

 

 

◆大学説明会の実施回数：46 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 H30 H31 R２ 

目標 2.5 倍 2.5 倍 2.5 倍 

実績 2.9 倍 2.7 倍 2.6 倍 

達成率 116% 108% 104% 

評価 S A A 

 H30 H31 R２ 

目標 65 回 65 回 65 回 

実績 68 回 66 回 46 回 

達成率 104% 101% 70% 

評価 A A C 
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小項目 20 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(4) 学生の受入れ  

  入学者受入方針や大学が求める学生像や教育理念、教育目標等に沿った適切な入学者選抜及び選考を実施する。 

  また、社会ニーズの変化や時代の要請を的確にとらえ、適宜、入学者受入れのあり方を検討する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

(4) 学生の受入れ 

イ 大学院 

・教育理念・教育目標に沿った入学者

受入方針（アドミッションポリシー）

に基づき、学生の受入を推進する。

（学部・大学院共通） 

・社会的ニーズ、人材養成に係る状況

の変化、各領域の教育目標等の観点

から入試制度の検討を行い、必要に

応じて見直しを行う。 

・保健福祉学研究科博士前期課程に

関しては、保健、医療及び福祉の分野

のリーダーとなりうる大学院生を、

社会人及び学部から幅広く受け入れ

る。 

・保健福祉学研究科博士後期課程に

関しては、ヒューマンサービスの教

育、保健福祉学の研究の推進にふさ

わしい学生の確保に取り組む。 

・平成 31 年度に開設予定のヘルスイ

ノベーション研究科修士課程に関し

ては、ヘルスケアに関連する各分野

でリーダーシップを発揮し、イノベ

ーションを起こすことができる学生

の確保に取り組む。 

・大学案内や募集要項、また大学 Web

サイトや入試説明会等の充実化を図

り、積極的な広報活動に取り組む。 

 

 

(4) 学生の受入れ 

イ 大学院 

・入試制度について必要に応じ見直

しを行う。（保健福祉学研究科、ヘル

スイノベーション研究科）A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大学院入試説明会を実施し、アンケ

ート結果に基づき適宜内容の見直し

や改善を図る。（保健福祉学研究科、

ヘルスイノベーション研究科）A（4） 

 

 

 

 
イ 大学院 

・保健福祉学研究科では、博士後期課程

の入試における TOEFLiBT 以外の英語

試験の活用など、入試制度の見直しに

ついて検討を行ってきたが、研究科運

営会議に、大学院における現行の取組

みの検証や課題の抽出を行うワーキン

ググループが立ち上がったため、大学

院教育全体の方向性と入試について連

動性を持たせる必要があることから、

ワーキンググループの動向を踏まえて

議論することとした。（保健福祉学研究

科） 

・新型コロナウイルス感染症の影響に

より、出願書類の一つである英語外部

試験の結果取得が令和元年度より困難

となった状況を踏まえ、全体的なスケ

ジュールの後ろ倒しや、英語力証明の

有効期間・提出時期を緩和することで、

受験生に配慮した入試を実現した。（ヘ

ルスイノベーション研究科） 

 

保健福祉学研究科 

・入試説明の実施に代えて大学の特色

及び入試説明動画を配信した。（６月～

９月） 

【視聴者数】 

博士前期課程：65 名 

博士後期課程：26 名 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・保健福祉学研究科の受験倍率につい

ては、教員による積極的な広報活動等

の効果により、博士前期課程、後期課程

ともに目標値を上回ったと考えられ

る。また今年度は新型コロナウイルス

感染拡大により入試の実施方法を変更

したため、その影響についても新入生

に聞き取りを行うなど検証したい。 
また、入試制度の見直しについても継

続的に検討を重ねている。 
 
以上のことから、年度計画を達成して

いるものと評価する。 
 

課題 

・引き続き受験者の安定的確保に努め

る。（保健福祉学研究科） 

・受験生確保に向け、広報の強化や入試

実施等の改善を引き続き検討する。（ヘ

ルスイノベーション研究科） 
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・新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、対面ではなく、オンデマンド形式

で説明会を実施した。アンケートの結

果、自身の都合に合わせて動画を視聴

できる形式は好評だった。 

・新型コロナウイルスの感染拡大を受

けて、例年会場に集合して実施する筆

記試験を課題提出に変更した。また、面

接もオンラインで行うなど、試験実施

方法を変更し、感染拡大防止に努めて

安全を確保しながら実施した。 

 

ヘルスイノベーション研究科 

・新型コロナウイルス感染症の影響に

より、キャンパスでの大学院説明会が

実施できなかったため５月開催の説明

会はオンラインのみで実施し、11 月の

説明会はオンラインと対面を併用する

など、多様な学生のニーズに対応でき

るよう取り組んだ。 

・オンラインにおいても教員との個別

相談の実施やビデオカメラを利用した

バーチャルなキャンパスツアーを企画

するなど、研究科の魅力を伝えられる

よう工夫した。また、当日の様子をオン

デマンドでも動画視聴できるようにし

た。 
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【数値目標】 

◆大学院入学者受験倍率： 

 1.5 倍（大学院保健福祉学研究科博

士前期課程） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大学院入学者受験倍率： 

定数確保（大学院保健福祉学研究

科博士後期課程） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大学院入学者受験倍率： 

 定数確保（大学院ヘルスイノベー

ション研究科修士課程） 

 

 

 

 

 

 

  

  

【数値目標】 

◆大学院入学者受験倍率： 

 1.5 倍（大学院保健福祉学研究科博

士前期課程）A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大学院入学者受験倍率： 

 定数確保（大学院保健福祉学研究

科博士後期課程）S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大学院入学者受験倍率： 

定数確保（大学院ヘルスイノベー

ション研究科修士課程）S（5） 

【数値目標に対する実績】 

◆大学院入学者受験倍率：1.6 倍 

（大学院保健福祉学研究科博士前期課

程） 

募集人数：20 名 

受験者数：32 名 

合格者数：21 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆大学院入学者受験倍率：2.6 倍 

（大学院保健福祉学研究科博士後期課

程） 

募集人数：５名 

受験者数：13 名 

合格者数：７名 

 

 
 
 
 
 
 
 
◆大学院入学者受験倍率：1.2 倍 

（大学院ヘルスイノベーション研究科

修士課程） 

募集人数：15 名 

受験者数：19 名 

合格者数：18 名 

 

 

 

 
 
 
 

  

 H30 H31 R２ 

目標 1.5 倍 1.5 倍 1.5 倍 

実績 1.7 倍 1.2 倍 1.6 倍 

達成率 113% 80% 106% 

評価 S B A 

 H30 H31 R２ 

目標 1.0 倍 1.0 倍 1.0 倍 

実績 0.6 倍 1.2 倍 2.6 倍 

達成率 60% 120% 260% 

評価 C S S 

 H30 H31 R２ 

目標 1.0 倍 1.0 倍 1.0 倍 

実績 1.5 倍 1.5 倍 1.2 倍 

達成率 150% 150% 120% 

評価 - S S 
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小項目 21 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 １ 教育に関する目標 

(4) 学生の受入れ  

  入学者受入方針や大学が求める学生像や教育理念、教育目標等に沿った適切な入学者選抜及び選考を実施する。 

  また、社会ニーズの変化や時代の要請を的確にとらえ、適宜、入学者受入れのあり方を検討する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

(4) 学生の受入れ 

ウ 実践教育センター 

・大学の基本理念に基づき、自

身の資質向上に対する高い意

欲を有する現任者の受入を推

進する。 

・県民の保健、医療及び福祉の

向上のため、県内の在住者及び

在勤者の積極的な受入を推進

する。 

・授業形態の工夫等により働

きながら学ぶ学生を受け入れ

る。 

・パンフレットやWebサイト等

を効果的に活用し、学生受入に

係る広報活動の充実を図る。 

(4) 学生の受入れ 

ウ 実践教育センター 

・学習効果の高い教育環境を整え、

高い意欲を有する現任者の受入れ

を推進する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県内受講者向けの説明会を充実

させるなど、県内在住者及び在勤

者の積極的な受入れを推進する。 

A（4） 

 

ウ 実践教育センター 

・学習環境の整備として、換気のために窓や廊下の

扉を開放していたため、網戸を設置した。 

・オンライン授業に必要な物品（web カメラ・ヘッ

ドセット）の購入、対面授業における感染対策に必

要な物品（アクリル板・消毒薬・消毒シート・手袋・

フェイスシールド）を購入した。 

・IT 環境を整備するにあたり、横須賀の学部や SHI

を見学した。 

・受講生や講師に対する新型コロナウイルス感染

予防策のマニュアルを作成し、対面授業の際は登校

時に健康チェックを実施した。 

・オンライン授業の際は、事前に Zoom による配信

テストを複数回実施し、受講者すべてに対応できる

ようにした。 

・授業当日もオンラインに慣れない学生に対して、

複数の教員でフォローし、授業に影響がないように

対応した。 

・オンラインでの研修では、受講生が通信状況の不

具合があった時にすぐに対応できるよう、担当以外

に応援要員を配置した。 

・センターにおける教育環境の向上を図るため、什

器の見直しを行うこととし、プロジェクトチームを

立ち上げ検討を進めている。 

 

・感染管理認定看護師教育課程の入試では、令和２

年度開講しなかったため、令和３年度の募集は県内

在勤者のみとして実施した。 

 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・令和２年度は特に、新型コロナウ

イルス感染症にかかる課程や研修

の運営であり、学習環境を整える

ことや学生受け入れに対して、課

程・研修担当者以外にも対応する

ことで支障なく開催することがで

きた。 
・以上により、学習環境については

ハード・ソフトの両面から支援で

きるように取り組んだことで、年

度計画は達成したものと考える。 
・学生確保についても、定員数を満

たす努力を行うことで、定員に近

づけることはできたため、年度計

画は達成したものと考える。 

課題 

・広報結果の検証に努め、引き続き

広報手段の模索、拡充を図り、効果

的な広報活動を展開する必要があ

る。 
・定員に満たなかった教育課程に

ついて、引き続き要因分析と対策

を検討していく。 
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・働きながら学ぶ学生を受け入れ

るため、保健・医療・福祉を取り巻

く社会環境の変化や新たなニーズ

を見据えた教育方法、学習環境に

ついて継続して検討する。A（4） 

 

・従来からのパンフレットや Web

サイト等による広報に加え、専門

職種の関係団体のネットワークを

活用するなど新たな広報手段を拡

充し、学生の受入れに係る広報活

動の充実を図る。A（4） 

 

 

 

・教育課程の学生や研修の受講生

の確保に向けて、リニューアルし

た Web サイトを積極的に活用する。 

A（4） 

 

・応募者数や入学者数が定員を下

回っている教育課程について、そ

の要因を検証し、対応策を検討す

る。A（4） 

 

・働きながら学ぶ受講生の背景を考慮し、課程説明

会をオンラインで実施した。 

・令和３年度課程の募集人員の考え方について、令

和２年度休講した課程は、令和３年度最大限学生の

受入れに対し努力することとした。 

 

・Web サイトを見直し、フォームメールによる受講

申し込みなど利便性を高めた。 

・チラシ作成にあたりロゴを合わせるなど統一感

のある様式により認知しやすいデザインにより作

成した。 

・センターの周知にあたり、パンフレットや Web サ

イトの見直しを行い、受講生へ有効な広報媒体とな

るように努めた。 

 

・センターの周知にあたり、パンフレットや Web サ

イトの見直しを行い、受講生へ有効な広報媒体とな

るように努めた。【再掲】 

 

 

・応募や入学数が定員割れしている課程（教員・教

育担当者養成課程看護コース、栄養ケア・マネジメ

ント課程、多職種連携推進課程）について検討した

結果、広報やカリキュラムに対して課題があること

が見えた。応募者確保の観点から、広報については

依頼先の他、チラシやパンフレット、Web サイトの

見直しを行い、カリキュラムについては受講につな

がる魅力ある講師や講義内容の検討を実施してい

る。 
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小項目 22 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 ２ 学生への支援に関する目標 

(1) 学生生活に係る支援  

  学生が充実した大学生活を送ることができるよう、学習支援や健康及び生活に関する支援を行うなど、学生への支援体制を整備し、充実させる。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

２ 学生への支援に関する目標を達

成するためとるべき措置 

(1) 学生生活に係る支援 

ア 学習・生活支援 

・入学時及び学年ごとにオリエンテ

ーションを実施し、毎年見直しと改

善を行う。 

・クラス担任制やチューター制等の

活用により、学生の様々な相談に適

切に応じるなど、きめ細かい支援体

制を推進する。 

・学生相談室に臨床心理士等を配置

して、心の健康に関する相談体制の

充実を図る。 

・支援を要する学生に対して、学科、

学生相談室、学校医等が連携して協

働する支援体制を検討し、実施する。 

・留学生と日本人学生の交流機会を

積極的に提供するとともに、サポー

ト情報の収集・提供機能の強化を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学生への支援に関する目標を達

成するためとるべき措置 

(1) 学生生活に係る支援 

ア 学習・生活支援 

・年度当初にオリエンテーションを

実施し、内容の改善を検討する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・クラス担任制、チューター制等を通

じて個別の学生のニーズを把握し、

必要な学習支援をきめ細かく行う。 

A（4） 

 

 

 

・支援を要する学生について、学生相

談室と連携し適宜必要な支援を行

う。A（4） 

 

 

 

 

 

 
 
(1) 学生生活に係る支援 

ア 学習・生活支援 

・新型コロナウイルス感染症の影響に

より、学生の登校を禁止としていたこ

とから、新年度オリエンテーションに

ついては学科別、学年別にオンライン

で実施した。(５月) 

・また、 学生の登校開始時に、密にな

らない教室の配慮およびマスク・消毒・

換気の徹底した上で、対面のオリエン

テーションを実施し、学生生活におけ

る感染予防を呼びかけた。(10 月) 

 

・クラス担任等が支援を要する学生に

対しメールやオンライン面談を活用お

よび面談の頻度を増やす等の工夫をす

ることで、学生のニーズに合わせたタ

イムリーな学習支援が実施できた。(５

月〜) 

 

・学生相談室との連携においては、クラ

ス担任等への相談の際に、学生相談室

の利用について確認し、未利用の場合

は学生相談室の支援内容、オンライン

面談が可能であることを紹介し、連絡

先を明示した。 

・学生相談室の相談内容、件数を学科・

学年ごとにとりまとめ、教員間で情報

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・「ア 学習・生活支援」については、

新型コロナウイルス感染症の影響下で

あったが、実施方法を変更しながら、 

昨年度と同等の支援が行えている。 

・「イ 経済的支援」、「ウ 課外活動へ

の支援」、「エ その他支援」について

は、年度計画に記載された項目を実施

したことに加え、新型コロナウイルス

感染症に関連する支援が実施できてい

る。 

・以上のことから年度計画を達成して

いるものと評価する。 

 

課題 

・新型コロナウイルス感染症の影響で

生活が困窮した学生が修学を続けられ

るよう、経済支援制度の周知徹底や、必

要な対策を講じていく。 
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イ 経済的支援 

・日本学生支援機構奨学金をはじめ

とした奨学金・修学資金等について、

学生に対し積極的に周知を図り、適

切な支援を実施する。 

・学業が優秀でありかつ経済的な理

由により授業料の納付が困難な学生

に対して、授業料減免制度を活用し、

就学を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 経済的支援 

・日本学生支援機構奨学金をはじめ

とした奨学金・修学資金等について、

学生に対し積極的に周知を図り、適

切な支援を実施する。A（4） 

 

 

 

 

 

・高等教育無償化に伴う授業料減免

について制度の周知を徹底する。な

お、現在減免を受けている学生に不

利益が生じないよう経過措置を設け

適切に対応する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

共有した。 

・相談内容の多くは、コロナ禍を受けて

の心理的な内容に関するものであっ

た。登校不安や WEB 授業への戸惑いが

みられ、教員と連携して学生が大学生

活に適応できるよう支援に努めた。ま

た在宅時間が長いことから、生活リズ

ムが乱れ体調不良をきたす学生や、家

族関係の複雑さが表面化する学生も多

く、きめ細かな支援に努めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 経済的支援 

・各奨学金、修学資金について、学生へ

の周知や希望者に対しての審査、申込

等の事務手続きを行った。また、新型コ

ロナウイルス感染症による学生への経

済的な影響を把握し、家計が急変した

学生が修学を継続できるよう経済支援

を行った。（通年） 

 

 

・高等教育無償化新制度に基づく授業

料の減免を行い、就学を支援した。ま

た、新制度移行に伴い不利益となる学

生が生じないよう経過措置による支援

を講じた。（７月、11 月） 

・なお、不利益とは、新制度移行による

審査基準の変更から支給額が低くなっ

てしまうことであり、そうした事例が

出ないように一部の学生は旧制度でも

同時に審査し、支援額の高い制度を受

けられる経過措置を講じた。そのため、

より質の高い経済支援を実施できた。

学生相談室利用状況（延べ人数）：637 名 

（内訳） 

対面相談：42 名 

電話相談：166 名 

Web 相談：301 名 

メール相談：83 名 

コンサル・情報共有：45 名 

 

※昨年度の来室者数：437 名（延べ人数） 
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ウ 課外活動への支援 

・学生自治会、サークル活動、大学祭

等の学生の自主的活動を支援する。 

・学生が主体的に取り組むボランテ

ィア等の地域貢献活動を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 課外活動への支援 

・学生自治会、サークル活動、大学祭

等の学生の自主的活動を支援する。 

A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、学生支援緊急給付金制度を学

生に周知し、審査、申込等の事務手続き

を行うことで、迅速な給付が実現でき

た。（７月～８月） 
 

ウ 課外活動への支援 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点から、４月より課外活動（学生自治

会、学生団体、対面でのボランティア活

動等）は禁止となった。学生自治会、学

生団体等の代表者や構成員の経験不足

および新入生の加入がないことから、

2021 年度の代表者選出と引継ぎのあり

方、学生団体の解散の可能性を不安視

する声が学生から上がった。これに対

しオンライン面談を実施し、学生から

の要望を取りまとめ検討した結果、11

月からオンラインによる活動を再開す

ることとなった。また、12 月から課外

活動行動計画書の審査のもとに対面活

動を許可した。（ただし緊急事態宣言に

より 1月 12 日より禁止となった） 

・なお、課外活動行動計画書の審査は、

スポーツ、合唱等の課外活動に関する

新型コロナウイルス感染症の感染予防

のためのガイドラインを参考に、2メー

トル以上のソーシャルディスタンスの

取り方、消毒や換気の方法等の感染予

防対策が講じられているのかを確認し

た。また、活動時間は 17 時～19 時まで

とし、参加を強制しないこと、活動後は

速やかに帰宅すること等を行動計画に

明記することを指導した。(10 月〜11

月) 

・さらに、１年生に対する活動紹介のた

めにmanabaの学生団体活動周知用ペー

ジを作成した。このページを活用し、学

生同士による質問・応答が行われてい

る(10 月〜)。 

 

・学生自治会に対する相談、助言を行っ

た。学生自治会の役員は、2021 年度の

選出まで現役員が継続することになっ

た。また３月の臨時総会、および 2021



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ その他支援 

 学生の学内外の活動について情報

を収集し、大学 Web サイト等を活用

して適切な時期・内容にて成果報告、

表彰等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学生が主体的に取り組むボランテ

ィア等の地域貢献活動を支援する。 

A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

エ その他支援 

 学生の学内外の活動について情報

を収集し、大学 Web サイト等を活用

して適切な時期・内容にて成果報告、

表彰等を行う。A（4） 

 

 

 

年度新入生への紹介等の準備を支援し

ている。（８月、９月、３月） 

 

・大学祭は、新型コロナウイルス感染拡

大防止の観点から例年どおりの開催は

難しいことを確認したうえで、学生の

立場から開催に向けての具体的なプラ

ンについて意見を求めた。実行委員か

ら、「地域住民との交流という本来の目

的が達成できないため、感染のリスク

があるなかで無理をして開催すべきで

はない」との意見が述べられ、中止につ

いて合意した。2021 年度の実行委員の

募集と引継ぎは、例年と同じ 11 月頃を

予定することを確認しており、３月に

状況の確認を行った。(６月、 ３月) 

 

 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点から、対面でのボランティア等の

地域貢献活動を禁止としたため、学生

自治会等を通じて適宜相談に対応し

た。アナーコット等の学生ボランティ

ア団体が、学生団体代表とのオンライ

ン面談に参加した。11 月からオンライ

ン等の非対面での活動を行っている。

(10 月～) 

 

エ その他支援 

・大学 Web サイトのリニューアルに伴

い、学生活動の紹介ページを充実させ

た。また、各学科より推薦された学生

（学部５名）を対象に、ヒューマンサー

ビスに寄与した阿部志郎記念賞の授与

を実施した。（３月）推薦理由は、ヒュ

ーマンサービスの実現や保健医療福祉

の連携と総合化に寄与、または課外活

動、社会活動のおいて顕著な成果・功績

をあげたことによる。 

 

【その他の取組み】 

・健康観察票等の活用を通して学生が

体調を管理することや、構内に非接触

型体温測定機、アルコール消毒薬を設
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置等することにより、学生の大学内に

おける新型コロナウイルス感染拡大防

止に努めた。（５月～） 

・コロナ禍で頑張っている卒業生を応

援するため、そして、改めて本学と卒業

生とのつながりを強化するため、「卒業

生コロナ禍応援メッセージプロジェク

ト」を立ち上げ、本学教職員及び同窓生

からの応援メッセージ動画を Youtube

で公開した。 

・横須賀市が実施する学生向け食糧支

援に関する情報について、学生に周知

した。 

・manaba を用いた災害時安否確認のト

ライアルを実施した。（11 月） 

参加学生数：623 名 
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小項目 23 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 ２ 学生への支援に関する目標 

(2) キャリア支援 

  高い就職率及び国家試験の合格率を維持するため、進路情報の提供や研修等を行い、学生への充実した支援体制を整備する。 

  また、大学における県内の保健、医療及び福祉に係る就職者を確保するための取組を実施する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

２ 学生への支援に関する目標を達

成するためとるべき措置 

(2) キャリア支援 

・卒業時の進路状況調査を活用し、そ

こから得られた情報を基に、進路支

援の充実に努める。 

・学生の意見や時代のニーズを反映

させた進路ガイドブックを作成する

など、学生の就職や進路に係るキャ

リア教育に積極的に取り組む。 

・神奈川県内の専門職の人材定着を

図るため、県内の病院・施設を招いた

学内説明会や進路ガイダンスを実施

するなど県内就職先に関する情報を

得る機会を充実させ、県内就職者を

確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学生への支援に関する目標

を達成するためとるべき措置 

(2) キャリア支援 

・学生アンケート結果に基づき、

進路ガイドブックやガイダンス

の内容を見直す。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・病院・施設等説明会について、

開催時期、対象範囲、参加施設の

意向等を勘案し、ニーズに合った

実施内容を検討する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 
 
(2) キャリア支援 

・学生アンケート結果をもとに学生のニー

ズに合わせた議題を設定した進路ガイダン

スを３回実施した。なお、新型コロナウイ

ルス感染症の影響を考慮し、Zoom を活用し

た全学科対象のオンラインガイダンスと

し、参加できなかった学生のために録画動

画をオンデマンド配信した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・新型コロナウイルスの影響により対面に

よる病院・施設説明会が中止となったため、

参加予定であった施設より求人情報やオン

ライン説明会の情報を収集し学生に公開し

た。 
・次年度以降の病院施設説明会をオンライ

ンで実施可能か、県内の病院・福祉施設等

へ意向調査を行った。(２月） 

 
 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・新型コロナウイルス感染症の影響を

受け様々な支援事業が対面で実施でき

なかったため、Zoom や Manaba（授業支

援システム）等を活用し対応した。結果

として、柔軟かつ効果的なキャリア支

援を行うことができたと考える。 

・アンケート等で学生の要望を調査し、

ニーズの高い分野に重きを置いたガイ

ダンスを実施できた。事後アンケート

でも概ね高い評価を受けており、多様

な学生のニーズに対応したキャリア支

援が行えたと考える。 

・数値目標の「就職説明会参加病院・施

設数」は、目標件数には及ばなかったも

のの、大学として実施可能な対応を遂

行できたと考えられるため、達成率 74%

であるが「B評価」とした。コロナ禍で

病院・施設が大学に集まって開催する

対面型の説明会を中止せざるを得ず、

各病院・施設からの求人情報の発信方

法や時期が様々で混乱した状況にある

中、各病院・施設と地道に調整を続けな

がら情報を集め、順次 Manaba を活用し

学生への情報提供に努めた。 

・以上のことから、全体として年度計画

を達成しているものと評価する。 

 テーマ 

第１回 

（８月） 

エントリーシートの書き方につい

て、求人票の見方について 

第２回 

（９月） 

Web を活用した情報収集について、

Web 面接対策について 

第３回 

（12 月） 

自己分析について、面接対策につい

て 
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【数値目標】 

◆就職説明会参加病院・施設数：540

施設（計画期間累計） 

 

 

 

 

 

 

 

◆進路ガイダンスの実施：18 回（計

画期間累計） 

・学生のインターンシップ参加

に係る支援体制を引き続き検討

する。A（4） 

 

 

・進路状況調査を実施し、分析結

果を進路支援事業に活かす。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・キャリアパス形成の支援方法

について、既卒学生の就職に係る

情報に基づき、引き続き検討す

る。A（4） 

 

 

【数値目標】 

◆就職説明会参加病院・施設数：

90 施設 B（3）（県基準 C） 

 

 

 

 

 

 

 

◆進路ガイダンスの実施：３回 

A（4） 

  

・本学学生向けの求人情報、インターンシ

ップ情報を集約・整備し、Manaba を活用し

て家からでも学生が閲覧できるように公開

した。 

 
・卒業年次の学生に進路状況調査を実施し

た。（３月） 

アンケート回収枚数：188 枚 

 
 
 
 
 
 

・新型コロナウイルス感染症の影響で Web

面接を実施する病院・施設が増加している

ことから Web 模擬面接を実施し、より多く

の学生が参加できるよう実施期間を長期に

設定した。（２月～３月） 
 
・各学科で実施する進路ガイダンス等へ卒

業生を招き、将来のキャリアについても講

義をいただくことで学生のキャリアパス形

成を支援した。 
 
 
【数値目標に対する実績】 

◆就職説明会参加病院・施設数：67 施設 

 

 
 
 
 
 
 
 
◆進路ガイダンスの実施：３回 
 
 
 
 
 
 
 

課題 

・新型コロナウイルスの感染拡大によ

り民間企業や団体等にて採用者数の減

少し、採用時期がずれ込む学生もいた。

来年度以降もこのような状況の継続が

見込まれるため、学生のニーズに対応

したよりきめ細かい進路支援について

検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 H30 H31 R２ 

目標 90 施設 90 施設 90 施設 

実績 99 施設 112 施設 67 施設 

達成率 110% 124％ 74% 

評価 
S S 

B 

（県基準 C） 

 H30 H31 R２ 

目標 ３回 ３回 ３回 

実績 ４回 ３回 ３回 

達成率 133% 100％ 100% 

評価 S A A 

アンケート結果 

Q「自分の就職や進学等に満足してい

るか」（就職内定者） 

 →「満足」95% 
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小項目 24 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 ３ 研究に関する目標 

(1) 研究水準及び研究の成果等 

   県民の健康と生活の向上や地域社会の活性化のため、保健、医療及び福祉の分野において実践的な研究を行い、その成果を有効に活用する。 

   また、県と連携し、未病の改善による健康寿命の延伸等の研究に取り組み、県民の保健福祉の向上に寄与する。  

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

３ 研究に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

(1) 研究水準及び研究の成果等 

・個人及び共同での研究活動を推進

し、大学及び大学院における研究水

準の向上を図る。 

・学会等における積極的な研究成果

発表や、学術雑誌・専門誌での積極的

な論文発表を推進する。 

・学内研究発表会の実施や大学誌の

発行を行い、研究成果の発表を推進

する。 

・公開講座や公開セミナー等を活用

し、研究成果を地域に積極的に公開

する。 

・県、市町村及び地域との連携協働に

よる研究を推進し、社会のニーズに

係る実践的な研究成果を県民に提供

する。 

・未病の改善等、新たな学問分野を構

築するとともに、県、市町村及び地域

と連携し、シンクタンク機能として、

その研究成果を活用し、健康寿命の

延伸等、県民の保健、医療及び福祉の

向上に寄与する。 

 

 

 

 

３ 研究に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

(1) 研究水準及び研究の成果等 

・多領域にまたがった協働研究を推

進する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学会発表や学術雑誌、専門誌等あら

ゆる機会を活用し、研究成果を積極

的に発信することを奨励する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(1) 研究水準及び研究の成果等 
・学内助成制度を活用し、多領域が連携

した協働研究を推進した。 

〇令和２年度研究助成実績：11 件 

 内訳 

  研究助成 A（協働研究） 1 件 

  研究助成 B（奨励研究）10 件 

 

〇令和２年度地域貢献研究センター研

究事業助成実績：８件 

 

・各教員の研究成果について、積極的な

発信を奨励した。 

 

 

 

 

 

 

 

・教員の研究成果を国際的に広く情報

公開する機会を増加させるため、引き

続き英文校閲費用の一部助成を行っ

た。 

・英語論文を執筆する上での基本的な

知識等を習得することを目的に、教員・ 

院生向けの「英語論文作成に関する講

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・学内研究発表会について、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により、初のオ

ンライン開催としたが、教員や院生だ

けでなく、学部生も参加するなど、有意

義な発表会となった。 
・リニューアルした大学 Web サイトや

リサーチマップを活用し、本学教員の

教育研究に関する積極的な情報発信に

努めた。 
・「英語論文作成に関する講習会」をオ

ンラインで開催するなど、教員・院生向

けに論文作成に関する支援を行うこと

で、研究成果の発表を促進した。 
・大学 Web サイトに新たに「研究内容

紹介」のページを作成するなど、教員の

研究活動を積極的に発信するよう努め

た。 
・数値目標の「学術論文、著書及びその

他の著作の件数」についても目標値を

達成した。 
・以上のことから、年度計画を達成して

いるものと評価する。 
 
 
 
 

学術論文等実績（共同研究・共著

等の重複分を含める） 

 学術論文：246 本 

 著書：93 冊 
 その他の著作：164 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学内研究発表会の実施や大学誌の

発行を行う。S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・教員の教育研究活動を取りまとめ、

大学 Web サイトやリサーチマップを

活用して公表する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

習会」をオンラインで開催した。参加者

からは英語論文の作成について積極的

な意見が聞かれ、非常に有意義な講習

会となった。 

参加者数：45 名（教職員：29 名、院生：

16 名） 

・地域貢献研究センター研究支援部門

に統計解析相談窓口を設置し、教員の

研究活動を支援した。教員及び大学院

生より延べ５件の相談があった。 

 

 

・研究・教育に関する成果を教職員間で

共有し、教職員の能力向上や交流を図

ることを目的に、研究発表会を開催し

た。新型コロナウイルス感染症拡大防

止の観点から、初のオンラインでの実

施となった。従来の集合形式の開催で

は参加が難しかった学生も多数参加が

可能となり、学修の場も併せて提供す

ることができた。結果的にオンライン

開催により前年度の 1.2 倍の参加者を

集めることができ、アンケートも好評

だった。 

 発表演題：８件 

 参加者数：179 名 

 

・研究成果の積極的な発信を目的に、神

奈川県立保健福祉大学誌第 18 巻を発

刊した。 

（原著２編、短報１編、報告３編、その

他５編の合計 11 編の論文を掲載） 

 

・教員の令和元年度の教育研究活動報

告を取りまとめ、大学 Web サイトで公

表した。 

・大学 Web サイトのリニューアルに併

せ、全教員にリサーチマップへの登録

を必須とし、大学 Web サイトの各教員

のページにリサーチマップへのリンク

を貼るとともに、新たに「研究者紹介」

のページを作成するなど、積極的な情

報発信に努めた。 

・教員の教育・研究内容を学外に広く認

 

課題 

・英文校閲費用の助成など、個別的な支

援だけでなく、教員全体の研究力を高

めるための総合的な支援を検討し、実

施していく必要がある。 
・神奈川県との連携については、これま

で未病指標の構築や保健医療データ活

用研修等の受託事業を中心に展開して

きたが、令和２年度は新たに覚書に基

づき保健医療等データの提供を受け、

それに基づいた研究を開始するなど具

体的な展開がみられた。ただし、提供を

受けたデータを基に、どのようなテー

マでの分析を行うかの検討段階におい

て、必ずしも県のニーズ等を探索する

ようなプロセスを経ていないほか、分

析結果を具体的な政策の改善に結びつ

けていくためのプロセス等についても

十分な協議が行えていない状況にあ

る。次年度はこうした共進化に向けた

取組みをより重視して対応を進める。 

・セミナー・シンポジウムの開催にあた

っては、今後も Link-J をはじめとする

団体等からの講演および協賛等を受け

るなど、より多くの集客および広範な

アウトリーチに向けた戦略的なアプロ
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・研究成果を地域に積極的に公開す

るため、公開講座やセミナー等を活

用する。A（4） 

 

 

・イノベーション政策研究センター

において、政策的研究や政策立案支

援・社会実装の推進に取り組む。S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

知してもらい、産学官連携を含めた、他

分野・異分野間における連携強化へと

つなげるため、大学 Web サイトの更新

に併せ、新たに「研究内容紹介」のペー

ジを作成した。 

 

・ヒューマンサービス公開講座や横須

賀市市民大学等、各種講座を計 32回実

施し、研究成果を積極的に地域に還元

した。（小項目 26「地域貢献」参照） 

 

・神奈川県の要請に応え、新型コロナウ

イルス感染症対策に関する助言等を行

った。（イノベーション政策研究センタ

ー） 

 

・早稲田大学との共同研究を通じて、エ

フェクチュエ―ション理論に基づいた

ビジネスディベロップメントの手法開

発と実証実験を目的としたワークショ

ップを計４回開催した。当初は対面形

式でのワークショップを想定していた

が、新型コロナウイルスの感染拡大を

受け、オンライン形式での開催に変更

した。オンラインでのワークショップ

運営に関してはこれまでに実績がなか

ったものの、公開されている支援ツー

ル（疑似的なポストイットや文書等の

同時編集環境）等を積極的に利用する

ことにより円滑な運営が可能となっ

た。（イノベーション政策研究センタ

ー） 

 

・センター設置の趣旨に鑑み、神奈川県

の保健・医療・福祉分野における政策形

成に具体的に寄与していくことを目的

としたプロジェクトを開始した。具体

的には、神奈川県における地域包括ケ

アシステム及び地域医療計画・構想立

案のための基礎資料作成に関する調査

研究を実施した。（イノベーション政策

研究センター） 

 

 

ーチをとっていく。 

・センターの Web サイトについては、

主にセンターのミッションや体制、概

要の説明に留まっており、プロジェク

トの研究成果等について掲載されてい

ない状況にある。令和３年度において

は、プロジェクトごとの成果物を掲載

できるよう Web サイトを改修すること

で、情報発信をより強化する予定であ

る。 
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・前項と同じく、神奈川県における将来

の高齢者像と社会参加促進策に関する

調査研究を実施した。（イノベーション

政策研究センター） 

 

・前項と同じく、神奈川県と連携し、保

健医療等データの利活用を通じた調査

研究を推進した。特に、神奈川県から提

供を受けた KDB（国保データベース）を

もとに RWD 解析技術を活用した解析手

法の確立についての基礎的な調査研究

を実施した。（イノベーション政策研究

センター） 

 

・オープンセミナー「再生医療特論」の

オンライン配信を行った。前年度もオ

ンラインでの配信を行ったものの、開

催時間帯の変更といった工夫に加え、

Link-J（一般社団法人ライフサイエン

ス・イノベーション・ネットワーク・ジ

ャパン）から後援を受けることにより、

周知についても組織的な協力が得られ

た。また新型コロナウイルスの感染拡

大に伴いオンラインでのセミナー参加

が一般化したこともあり、結果的には

前年度実績を大幅に上回る 6,629 名の

申込（全 15 回の参加申込数の合計）が

あるなど多くの受講者を集めた。（イノ

ベーション政策研究センター） 

 

・カリフォルニア大学サンディエゴ校

との連携について、新型コロナウイル

スの感染拡大を受けて、前年度実施し

た現地でのスタディ・ツアーの実施が

困難となった。そこで、これに代わる企

画として、オンラインベースでの joint 

Seminar Series を計３回開催した。（全

４回で、令和２年度内は３回実施） 

テーマは、新型コロナウイルス感染症

の流行を踏まえた研究開発の動向およ

び日米におけるイノベーション・エコ

システムを主題とした。なお、本セミナ

ーの企画・運営にあたっては SHI の学

生の主体的な参画がみられた。（イノベ
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【数値目標】 

◆学術論文、著書及びその他の著作

の件数：2100 件（計画期間累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

◆学術論文、著書及びその他の著作

の件数：360 件 S（5） 

ーション政策研究センター） 

 参加学生延べ人数：12 名 

 

・センターの Web サイトを公開し、教

員・研究員の教育研究活動を集約して

掲載するとともに、リサーチマップへ

のリンク等も実装した。（イノベーショ

ン政策研究センター） 

 

・プロジェクトの研究成果および研究

員の個人研究の成果について、学会発

表及び論文投稿等を積極的に行った。 

（イノベーション政策研究センター） 

 

・センターの概要や年度ごとの活動量

をまとめるため、パンフレットの作成

及びアニュアルレポートの準備を行っ

た。後者については、令和３年度の早い

段階でとりまとめを行い、公開を予定

している。（イノベーション政策研究セ

ンター） 

 

 

 

【数値目標に対する実績】 

◆学術論文、著書及びその他の著作の

件数：503 件 

 

 

 

 

 

  
 
 

  

 H30 H31 R２ 

目標 280 件 353 件 360 件 

実績 350 件 511 件 503 件 

達成率 125% 144% 139％ 

評価 S S S 
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小項目 25 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 ３ 研究に関する目標 

(2) 研究の実施体制等の整備 

   保健、医療及び福祉の分野において質の高い研究を行うため、研究活動を推進する体制を整備するとともに、研究活動の適正な評価を行い、その評価結果を活用することで研究の質の向上に努め

る。 

     

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

３ 研究に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

(2) 研究の実施体制等の整備 

ア 研究実施体制の整備 

・保健、医療及び福祉の横断的な

連携研究を推進し、大学のミッシ

ョンの深化を図る。 

・サバティカル研修制度など新

たな研修制度の導入を図る。 

・研究成果に対する知的財産権

の確保など研究を推進する体制

を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 研究に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

(2) 研究の実施体制等の整備 

ア 研究実施体制の整備 

・研究倫理及びコンプライアン

ス教育についての研修を実施す

る。A（4） 

 

 

 

 

 

 

・昨年度実施した教員へのニー

ズ調査に基づき、サバティカル研

修制度など新たな研修制度につ

いての検討を行う。A（4） 

 

・リサーチ・アドミニストレータ

ー（URA）を中心に、教員の研究

活動の支援を行う。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(2) 研究の実施体制等の整備 

ア 研究実施体制の整備 

・研究倫理及びコンプライアンス教育のための

研修として、外部講師を招いての集合研修開催

に向け準備を進めていたが、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止の観点から、e ラーニングを

利用した研修に変更した。今年度は新たに「大

学等における安全保障輸出管理」を教員向けの

必修単元に加え、安全保障貿易管理の規制や重

要性理解の増進に努めた。 
 

・サバティカル研修制度導入に向けた具体的な

検討を行い、規程を策定した。 

 

 

 

・リサーチ・アドミニストレーター（URA）を中

心に、競争的研究資金等の公募情報の提供や、

科研費の申請書作成支援等を行った。また、外

部資金の獲得に係る支援など、教員の研究活動

の支援を行った。 

・研究支援に関する他大学の取組みや支援業務

遂行上の課題などに関する情報収集・情報交換

を目的に、リサーチ・アドミニストレーター

（URA）協議会が開催する年次大会へ参加した。 

 

 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・「ア 研究実施体制の整備」について

は、サバティカル研修制度の導入に向

け、前年度に実施したニーズ調査の結

果や教員の意見を踏まえ、時間をかけ

て検討を行い、規程の制定を行った。 
・また、研究倫理及びコンプライアンス

教育のための研修については、新型コ

ロナウイルス感染症の影響で当初の計

画から実施方法を変更したが、研究に

おける不正防止に関する研修を着実に

行った。 
・「イ 財政基盤の整備」については、 
研究助成制度等により、教員の研究活

動支援等を確実に行えている。 
・外部資金を積極的に獲得するため、科

研費以外の競争的研究資金等の公募情

報に関する専用ページを作成するな

ど、取組みを進めている。 
・「ウ 研究倫理審査体制」については、

研究倫理審査に係る研修会をオンライ

ンおよびオンデマンドで開催し、感染

防止に努めながら昨年度と同程度の受

講率で実施できている。 
・研究倫理審査結果について、大学 Web

サイトでの情報公開を開始し、１年間

確実に運用できている。 
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イ 財政基盤の整備 

・協働研究助成をはじめとする

各種研究助成制度の活用を図る。 

・円滑な研究推進の観点から、研

究費の効率的かつ柔軟な執行を

図る。 

・外部資金獲得のための支援体

制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 財政基盤の整備 

・研究助成制度等により、教員の

研究活動を積極的に支援する。 

A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・積極的な外部資金の獲得を図

る。S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 財政基盤の整備 

・研究助成制度等により、教員の研究活動を支

援した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

・競争的研究資金等の公募情報について、学内

Web サイトに専用ページを作成し、より分かり

やすい情報提供に努めた。 

・公募情報を分野別に整理し、関係学科等にメ

ールで案内するなど、内容や対象者に応じた情

報提供に努めた。 

・科研費令和２年度新規採択分で、本学は、採

択率 43.1％（申請件数 51 件、採択件数 22 件）

で、「研究者が所属する研究機関別採択率上位

30 機関」で第 7位にランクインした。また、研

究者が所属する研究機関別女性比率では、本学

が第５位であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他、オンライン提出や英語での審

査申請を可能としたことにより、審査

体制を充実させることができている。 
・以上のことから年度計画を達成して

いるものと評価する。 

課題 

・サバティカル研修の規程に基づき公

募を行うが、実効性を高めるためにも、

教員へ丁寧な周知を行う必要がある。 

令和２年度研究助成実績 

 件数：11 件 

 助成額（決定額）：6,430,633 円 

 

【参考】内訳 

 研究助成 A（協働研究） 

１件 970,100 円 

 研究助成 B（奨励研究） 

10 件 5,460,533 円 

令和２年度地域貢献研究センタ

ー研究助成実績 

 件数：８件 
 助成額（決定額）：1,500,000 円 

【参考】科研費交付決定額（令和２年度新規・継続採択分） 

種目 件数 
交付決定額 

（間接経費含む） 

基盤 B 3 件 11,830,000 円 

基盤 C 12 件 45,240,000 円 

若手 7 件 21,840,000 円 

研スタ １件 1,430,000 円 
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ウ 研究倫理審査体制 

・国の倫理指針等に基づき、迅速

かつ適切な研究倫理審査を実施

し、必要に応じて規程や手引きの

見直しを行う。 

・教員・学生に対し研究倫理審査

に関する研修を実施し、倫理的配

慮の意義や必要性について意識

向上を図る。 

 

ウ 研究倫理審査体制 

・研究倫理審査に関する研修を

複数回実施する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究倫理審査結果の情報公開

について、2020 年度中の実施を

目指し取り組む。S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 研究倫理審査体制 

・研究倫理審査に関する研修会について、感染

防止の観点からオンライン開催に切り替えて

１回開催した。（６月） 

参加人数：140 名 

・受講状況に関しては Zoom の機能を用いて確

認をし、当日参加できなかった者に対しては、

オンデマンド研修体制を整えて受講率の向上

を図った。 

教員受講率：91.4% 

 

・令和２年４月より大学 Web サイトを用いて、

横須賀キャンパスにおける研究倫理審査結果

の情報公開を開始した。遅滞なく月１回の更新

頻度で運用を行うとともに、視認性の向上を図

るため年度途中でサイトの修正を実施した。 

 

【その他の取組み】 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か

ら、審査書類をオンライン提出できるよう対応

した。 

・研究倫理審査の申請書および研究計画書の英

語版を作成した。今期１件の英語による申請と

審査が行われた。 

・研究倫理審査委員会への申請件数（本審査）：

73 件 
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小項目 26 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 ４ 社会貢献に関する目標 

(1) 地域貢献 

   急速な少子高齢社会を迎えているなか、大学が有する人的資源及び教育研究成果を活用して、地域包括ケアシステムの構築など地域が抱える課題に対する支援や、地域との連携及び協働を推進す

る。 

   また、県が設置する大学として、県に対しその知見や成果を提供するとともに、地域における「知の拠点」として保健、医療及び福祉の向上及び地域の活性化に取り組む。 

     

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

４ 社会貢献に関する目標を達成

するためとるべき措置 

(1) 地域貢献 

ア 地域社会との連携 

・地域社会に質の高い専門人材を

送り出すとともに、大学が有する

知的財産を還元する。また、職員、

学生、卒業生、修了生が協力し、公

開講座の実施等により、地域社会

の人々とともにヒューマンサービ

スの実現に努める。 

・公開講座やシンポジウム、保健、

医療及び福祉の専門職を対象とし

た講座など、大学の教育研究資源

を活用した地域貢献を行う。 

・地域包括ケアシステムの実践な

ど地域が抱える、保健、医療及び福

祉に関する課題に対し、県や市町

村、地域社会と連携し取り組む。 

・大学施設を地域開放するなど、地

域社会へのサービスの拡大を図

る。 

・直面する次世代社会の課題の解

決に関する研究に取り組み、その

知見や成果を県や地域に提供す

る。 

 

 

 

 

４ 社会貢献に関する目標を達成

するためとるべき措置 

(1) 地域貢献 

ア 地域社会との連携 

・大学の教育研究資源を活用し、一

般県民向けのヒューマンサービス

公開講座を実施する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・図書館、体育館及び食堂等の大学

施設を広く地域開放する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(1) 地域貢献 
ア 地域社会との連携 

・ヒューマンサービス公開講座（春季）を５月に開

催するため準備を進めていたが、新型コロナウイル

ス感染拡大防止の観点から中止を決定した。秋のヒ

ューマンサービス公開講座については、「特別企画」

として初のオンデマンド（事前収録動画配信）で開

催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新型コロナウィルス感染拡大状況の変化に応じて

施設の利用については検討を重ねたが、学生等への

感染リスクを考慮した結果、大学への入構を禁止

し、一般の地域開放を制限することにした。但し、

社会的必要性を踏まえ感染対策を十分実施するこ

とを前提に神奈川県の県職員採用試験（Ⅲ種採用試

験、Ⅰ種採用試験）の受験会場として県に提供した。 

今後、大学施設の一般利用の開始時期については、

収束状況を見極めながら適宜検討していく。 

・附属図書館については、10 月１日から学外者の一

般利用を開始したが、新型コロナウイルス感染拡大

の状況を踏まえ、12 月９日からサービスを休止し

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・新型コロナウイルスの影響によ

り対面を伴う諸事業の実施が一

部制限される中での地域貢献の

あり方について改めて検討し、ヒ

ューマンサービス公開講座をは

じめとするオンラインを活用し

た地域貢献やその広報の方法、及

び連携会議の開催など、現在の地

域社会の状況に応じた連携の形

を工夫し、適切に実施した。 

・数値目標の「公開講座・市民大

学開催回数」、「高大連携プログラ

ム（高校生受け出張講座）等実施

件数」について、後者は未達成で

あったが、オンラインを効果的に

活用することにより、公開講座等

の件数については目標値を達成

している。 

・以上のことから年度計画を達成

しているものと評価する。 

課題 

・次年度以降も公開講座をオンラ

インで開催する場合、その実施方

式や内容、時間など、参加者によ

り伝わりやすいようなコンテン

ツの工夫を検討していく必要が

ヒューマンサービス公開講座（特別企画）概要 

テーマ：「ポストコロナの世界を生きる 

 ～現場からの提言～」 

配信期間：令和２年 10月 29 日～12 月 28 日 
 視聴回数：延べ 591 回 
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・地域貢献研究センター及びイノ

ベーション政策研究センターを中

心に保健、医療及び福祉に係る県

内の地域課題の把握に努め、課題

解決に向け県や市町村、地域社会

と連携し取り組む。A（4） 

 

 

・県が進める未病施策や保健医療

データに関する取組みに対して、

イノベーション政策研究センター

を通じて大学が有する知見を提供

する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た。 

・本学と周辺自治体において市民活動支援を行う団

体が、地域の現状や課題について情報を共有し、地

域の活性化を目指した協力の可能性について検討

するため、連絡会議を開催した。 

参加団体：横須賀市立市民活動サポートセンター、

逗子文化プラザ市民交流センター、三浦

市民交流センター 

 

・神奈川県等と連携し、前年度までに取り組んでき

た未病指標のプロトタイプの開発を発展させる形

で「未病指標の精緻化等に関する実証事業」として

神奈川県の MY ME-BYO カルテに搭載している未病指

標の精緻化に向けた実証研究を推進した。（イノベ

ーション政策研究センター） 

 

・神奈川県等と連携し、前年度に続き「保健医療デ

ータ活用業務（委託）事業」において、リカレント

教育の趣旨に配慮しつつ、市町村および保健所職員

による保健医療データを活用した政策形成に向け

た基礎的なスキルの習得を目的とした研修事業を

実施した。令和２年度は新型コロナウイルス感染症

の流行を受け、オンデマンド形式での実施へと改め

た。前年度の研修と同様の内容から構成される座学

に加えて、保健医療データ活用の意義や具体的な可

能性等についてのディスカッションを内容とした

アドバンスコースを新たに設けるなど、オンデマン

ド形式ならではのコンテンツの拡充を図った。（イ

ノベーション政策研究センター） 

 

・神奈川県と連携し、前年度に続き、「保健医療デー

タ活用業務（委託）事業」において、「かながわ未病

改善ナビサイト」掲載されているデータ等の更新を

行うなど、保健医療等データの利活用に向けた基盤

整備を進めた。（イノベーション政策研究センター） 

 

・神奈川県との間で保健医療等データの利活用に向

けた覚書（KDB、特定検診・レセプト、協会けんぽに

関するデータ利活用）を新たに締結した。これを受

けて、保健医療等データの提供を受けた具体的な調

査研究を開始した。（イノベーション政策研究セン

ター） 

 

・神奈川県からの受託事業「保健医療データ活用業

ある。 
・高校生向け出前授業のプログラ

ムについて、新型コロナウイルス

の影響を含む現況を踏まえた活

用の方法について検討する必要

がある。 
・新型コロナウイルスの影響が今

後も続くことを考慮し、高等学校

との連携にさらなるオンライン

の活用を促進するなど、地域社会

の状況に応じた効果的な地域貢

献の形を継続的かつ包括的に検

討していく必要がある。 
・神奈川県からの受託事業として

のデータ活用業務については、令

和３年度も引き続き研修の実施

及びデータ基盤の整備を進める。

なお、オンデマンド形式でのデー

タ活用研修の実施においては、令

和元年度実施のオンキャンパス

型の研修形式に比べて、受講者が

伸び悩んだことを踏まえ、より受

講者のニーズに合った受講機会・

受講形式での実施を再検討する。 

・神奈川県のみならず、県内市町

村との間での保健医療等データ

の活用に関する連携および調査

研究を推進する。 
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務（委託）事業」から派生する形で、座間市との間

で覚書を締結し、市町村から提供を受けた保健医療

データに基づいて、座間市の健康増進事業の方向性

を示すための調査分析を開始した。 

 

・神奈川県及び未病産業研究会と連携し、リカレン

ト教育の趣旨に配慮しつつ、会員向けに公衆衛生学

の基礎講座（計５回）を提供した。新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大を受け、前年度とは異なりオ

ンライン形式での開催とするなど、受講者の受講環

境に配慮した講座運営を行った。各回の参加者は約

40 名程度であった。（イノベーション政策研究セン

ター） 

 

【その他の取組み（横須賀キャンパス）】 

・横須賀市市民大学（特別講座）を実施した。（コロ

ナ禍の影響で規模を縮小） 

講座：３講座 

参加者：122 名（３講座合計） 

主催：横須賀市生涯学習財団 

 

・地域貢献の一環として実施している、管理栄養士

による食生活改善のためのアドバイスなどを行う

「栄養サポートセンター」について、令和２年度は

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオン

ラインにより実施した。なお、かながわ信用金庫と

の連携により、よろず相談承り処での受講も受け付

けた。このほか、下記の栄養サポート事業に取り組

んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇オンライン食習慣チェック紹介動画を作成し、大学 Web サイトで公開した。 

〇横須賀市の物産の知名度アップ及び本学が有する知見や研究成果の還元を目的に、横須

賀市、JA よこすか葉山と連携し、よこすか野菜のブランド化に向けた取組み（よこすか

野菜プロジェクト）を進めた。 

・横須賀市が発行した「よこすか野菜ガイドブック」にて、野菜の栄養と効能に関する 

情報提供を実施 

 ・横須賀市の SNS（facebook、Instagram）で、よこすか野菜レシピに関する情報を発信 

・JA よこすか葉山が発行する JA通信において、よこすか野菜レシピを掲載 

〇日常生活に役立つ食や栄養に関するコラム、よこすか野菜を使用したレシピ等を大学

Web サイトで公開した。 

〇SNS（facebook、twitter）を活用した大学 Web サイト更新情報の発信を行った。 
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イ 県内の高等学校との連携 

・高大連携講座や模擬授業を実施

するなど、大学の有する知識、見識

及び教育力を生かし、高校生に専

門的、発展的な教育を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 県内の高等学校との連携 

・高校教育の質的向上に貢献する

とともに、多様な分野への意欲を

喚起するため、高大連携講座や模

擬授業を実施する。A（4） 

 

・新型コロナウィルスと患者の基礎情報および免疫

システムの強化に効果をもたらす食事成分に関す

る情報を収集し「感染防御のための Dietary index」

の開発を行った。 

 

・学校法人聖マリアンナ医科大学との間で、連携協

定を締結することを合意した。 

【連携内容】学術研究、教育及び地域貢献に関する

こと等 

 

・神奈川県教育委員会スクールライフサポーターと

して、看護学科学生１名の登録を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の取組み（川崎キャンパス）】 

・未病指標を通じた WHO との連携や、未病指標の今

後の展望などに関する講演会「高齢化する世界～健

康長寿に向けた神奈川県と WHO の取組み～」を神奈

川県との共催により実施した。 

 

・オープンセミナー「再生医療特論」のオンライン

配信を行った。前年度もオンラインでの配信を行っ

たものの、開催時間帯の変更といった工夫に加え、

Link-J（一般社団法人ライフサイエンス・イノベー

ション・ネットワーク・ジャパン）から後援を受け

ることにより、周知についても組織的な協力が得ら

れた。また新型コロナウイルスの感染拡大に伴いオ

ンラインでのセミナー参加が一般化したこともあ

り、結果的には前年度実績を大幅に上回る 6,629 名

の申込（全 15 回の参加申込数の合計）があるなど多

くの受講者を集めた。【再掲】（イノベーション政策

研究センター） 

 

イ 県内の高等学校との連携 

・模擬授業を実施した。（令和２年度は、県立高校生

学習活動コンソーシアムに基づく高大連携講座の

実績なし） 

 

【参考】スクールライフサポーター派遣事業 

実施主体：県教育委員会 

概  要：将来教育に関わろうとする大学生等を、教育活動を 

支援するボランティアとして県内の公立小・中学校 

（政令指定都市を除く）に派遣するもの 

模擬授業：14 回 

・高校出張講義：６回 

・Web オープンキャンパス：８回 
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・県立高校生学習活動コンソーシ

アム協議会に加盟し、他の参加機

関と情報を共有し、高校生に学習

の場を提供できるよう連携を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 広報 

 広報媒体や大学 Web サイトなど

を積極的に活用し、地域貢献に係

る効果的な情報発信及び提供を行

う。 

 

 

 

 

【数値目標】 

◆公開講座・市民大学開催回数： 

85 回（計画期間累計） 

 

 

 

 

 

 

 

◆高大連携プログラム（高校生向

け出張講座）等実施件数：90 件（計

画期間累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・県立高校生学習活動コンソーシ

アム協議会での他の参加機関との

連携を推進する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

ウ 広報 

 広報媒体や大学 Web サイトを積

極的に活用し、地域貢献に係る効

果的な広報に取り組む。A（4） 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

◆公開講座・市民大学開催回数：15

回 S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

◆高大連携プログラム（高校生向

け出張講座）等実施件数：15 件 

B（3） 

 

 

 

・県立横須賀高等学校の SSH（ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽﾊｲｽｸｰﾙ）

事業に本学が参加し、生徒への指導・助言を行った。

令和２年度はコロナ禍の影響で、一部オンラインを

活用しての指導等となったが、大学教員が指導する

ことで、高校生の科学的思考力、論理的思考力を高

める一助となった。 

（全３テーマ・13 名の高校生を受入れ） 

 

・県立高校生学習活動コンソーシアム協議会に参加

し、高校生向け出張講座のプログラムを提供した。

令和２年度は、出張講座の実施はなかった（新型コ

ロナウイルスの影響で県立高校が休校、変則授業等

になったことが影響したと推察される）が、ヒュー

マンサービス公開講座（特別企画）の企画にあたり、

高校生の視聴も意識したプログラムとすることで、

高校生に学習の場を提供するよう努めた。 

 

ウ 広報 

・ヒューマンサービス公開講座をオンラインで開催

することに伴い、記者発表のほか、大学 Web サイト

や SNS 等を利用した広報を行った。 

・日常生活に役立つ食や栄養に関するコラム、よこ

すか野菜を使用したレシピ等を大学Webサイトで公

開した。【再掲】 

 

 

【数値目標に対する実績】 

◆公開講座・市民大学開催回数：32 回 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆高大連携プログラム（高校生向け出張講座）等実

施件数：14 件 

 

 

 

 

 

 

 H30 H31 R２ 

目標 10 回 13 回 15 回 

実績 12 回 35 回 32 回 

達成率 120% 269% 213% 

評価 S S S 

 H30 H31 R２ 

目標 15 件 15 件 15 件 

実績 22 件 27 件 14 件 

達成率 146% 180% 93% 

評価 S S B 
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小項目 27 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 ４ 社会貢献に関する目標 

(2) 産学官の連携 

   大学の持つ保健、医療及び福祉に係る特性を活かし、企業や行政機関等との研究協力を推進し、地域経済の活性化及び産業の発展に寄与する。 

     

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

４ 社会貢献に関する目標を

達成するためとるべき措置 

(2) 産学官の連携 

・各種専門職団体との関係を

強化し、技術、情報を共有し、

最適なヒューマンサービスを

提供できるよう取り組む。 

・最先端企業や研究機関と連

携した教育や研究を実施し、ヘ

ルスケアにおける技術や産業、

政策のイノベーションを牽引

する。 

・企業や行政機関等との共同

研究の支援体制の整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 社会貢献に関する目標を

達成するためとるべき措置 

(2) 産学官の連携 

・企業との共同研究等を推進

し、その成果を地域に還元する

ことで地域貢献に寄与する。 

A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 産学官の連携 

・新型コロナウイルスと患者の基礎情報及び免疫システ

ムの強化に効果をもたらす食事成分に関する情報を収集

し、感染防御のための Dietary index の開発を行った。

（再掲） 

・「神奈川県民の野菜摂取向上」をコンセプトにした味の

素(株）、ユーコープとの産学連携による「ラブベジ」キャ

ンペーンに参画し、野菜 150 グラム以上取れるメニュー

の開発を行った。 

 

・地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所及び

株式会社メタジェンと連携し、新型コロナウイルス抗体

保有者の生活習慣や腸内環境を解析する共同研究を開始

した。 

 

・株式会社ファムメディコとの共同研究を通じて、医療・

労働・社会疫学・栄養等の分野横断的なアプローチによる

就労女性の働き方・生活習慣と健康に関する研究を推進

し、研究成果の提供を行った。新型コロナウイルス感染症

の流行を受け、当初予定されていたオンサイトでのイベ

ントの中止や一部の事業展開に変更が生じたものの、リ

アルタイムでの状況変化に適応しつつ、適切に調査設計

等を推進することができた。なお、本取り組みには、SHI

の学生がインターンとして参加しており、学生に対する

研究機会の提供という側面での貢献もみられた。（イノベ

ーション政策研究センター） 

 

・エーテンラボ株式会社との共同研究により、デジタルピ

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・多くの企業等と連携し、着実に研

究協力を推進している。 
・新たに「研究内容紹介」のページ

を作成し、教員の研究内容を積極

的に発信するなど、産学官連携の

推進に向け、取り組んでいる。 
・数値目標の「産学官連携事業件数

（行政機関及び民間企業との連携

事業件数）」についても目標値を達

成している。 
・以上のことから、年度計画を達成

しているものと評価する。 

 

 

課題 

・企業との連携については、令和２

年度までの取組みを踏まえつつ、

三菱地所株式会社と株式会社ファ

ムメディコ等との共同研究を中心

に更なる共同研究を推進してい

く。 

・また、企業からの研究員の受入体

制を整備したことから、具体的な

研究員の受入れに向けて必要な取
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【数値目標】 

◆産学官連携事業件数（行政機

関及び民間企業との連携事業

件数）：80 件（計画期間累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学生サークルによる企業等

と連携した実践活動を支援す

る。 

 

 

 

 

 

 

・地域貢献研究センター及び

イノベーション政策研究セン

ターを中心に、企業や行政機関

等との共同研究の支援体制を

整備する。A（4） 

 

 

・産学官連携を推進していく

ため、大学 Web サイト等での情

報発信の強化に努める。A（4） 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

◆産学官連携事業件数（行政機

関及び民間企業との連携事業

件数）：13 件 S（5） 

 

 

アサポートアプリの利用による健康行動の継続とその背

景要因について探索的な分析に向けたパイロット調査を

開始した。（イノベーション政策研究センター） 

 

・神奈川県及び未病産業研究会と連携し、リカレント教育

の趣旨に配慮しつつ、会員向けに公衆衛生学の基礎講座

（計５回）を提供した。新型コロナウイルス感染症の感染

拡大を受け、前年度とは異なりオンライン形式での開催

とするなど、受講者の受講環境に配慮した講座運営を行

った。各回の参加者は約 40 名程度であった。（イノベー

ション政策研究センター）【再掲】 

 

・新型コロナウイルスの感染拡大を受け、対面によるサー

クル活動を禁止とした。 

（令和２年末から一部サークルについて活動の再開を許

可したが、１月７日に緊急事態宣言が再発出されたこと

を受け、１月末から後期定期試験が予定されるなど、学生

にとって重要な時期を迎えることもあり、緊急事態宣言

が解除されるまで対面によるサークル活動及びサークル

室の利用は禁止とした。） 

 

・企業と連携し、研究員等の受け入れや共同研究の推進等

に関する体制整備を開始した。（イノベーション政策研究

センター） 

・保健医療等データの利活用に向けた調査研究の推進に

係る基盤整備を開始した。（イノベーション政策研究セン

ター） 

 

・教員の教育・研究内容を学外に広く認知してもらい、産

学官連携を含めた、他分野・異分野間における連携強化へ

とつなげるため、大学 Web サイトの更新に併せ、新たに

「研究内容紹介」のページを作成した。【再掲】 

・新たにイノベーション政策研究センターWeb サイトを

公開し、研究成果の発信等に向けた基盤整備を行った。

（イノベーション政策研究センター） 

 
【数値目標に対する実績】 

◆産学官連携事業件数（行政機関及び民間企業との連携

事業件数）：17 件 

 
 
 
 
 

り組みを推進する。 

 
 

 H30 H31 R２ 

目標 10 件 13 件 13 件 

実績 14 件 27 件 17 件 

達成率 140% 207% 130% 

評価 S S S 
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小項目 28 

 

中
期
目
標 

第２ 教育研究等の質の向上に関する目標 

 ４ 社会貢献に関する目標 

(3) 国際協働 

   国内における保健、医療及び福祉に係る教育研究の活性化と国際社会において活躍できる人材を育成するため、海外の教育研究機関と連携し、多様な教育研究活動を推進する。 

     

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

４ 社会貢献に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

(3) 国際協働 

・海外の保健、医療及び福祉の向上へ

の貢献を目指し、教育支援のための

教員派遣など国際協働・交流事業に

取り組む。 

・海外大学等との学生交流や研究者

との共同研究を実施し、教育や研究

の質の向上を図る。 

・国際協働に係る学内推進体制の整

備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

◆海外大学等との交流事業件数：45

件（計画期間累計） 

 

４ 社会貢献に関する目標を達

成するためとるべき措置 

(3) 国際協働 

・ハノイ医科大学や大学関連病

院等の施設への教員等の派遣・招

聘など、継続的な国際協働・交流

事業に取り組む。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 国際協働 

ハノイ医科大学（ベトナム） 

・毎年、県の政策研修員であるハノイ医科

大学の栄養医を受け入れ、保健衛生・医療

（栄養ケア・マネジメント）に係る研修を

実施しているが、新型コロナウイルス感染

症の影響により中止となった。 

 ※政策研修員制度 

平成 27 年度より神奈川県国際課で開

始された海外の研修員受入れ事業。神奈

川県の試験研究機関等に開発途上国を

中心とした地域から中堅人材や指導者

層を研修員として受け入れ、専門研修等

を実施することによりその国の発展に

寄与することを目的としている。本学で

は、これまで４名の研修員を受け入れて

いる。主な研修先は、横浜市東部病院、

県立がんセンター、厚生労働省健康局な

ど。 

 
・本学、花王株式会社、ハノイ医科大学の

３者で平成 30 年に締結した「ベトナムの清

潔・衛生習慣の定着に向けた覚書」に基づ

き、新たに保健福祉学研究科にハノイ医科

大学を卒業したベトナム人留学生が入学し

た。また、覚書に基づき当該学生に対し、

花王株式会社からの寄付金を原資として設

置した基金から、奨学金を給付した。この

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・ハノイ医科大学からの政策研修員の

受入れをはじめ、新型コロナウイルス

感染症の影響により予定していた国際

交流事業が実施できなかった。 

・しかし Zoom を活用した卒業生講演

会、留学生交流会を実施するなどでき

る範囲の中で工夫を凝らし、国際協働

事業の推進に取り組んだ。 

・数値目標の「海外大学等との交流事業

件数」についても目標値を達成した。 

・以上のことから年度計画を達成して

いるものと評価する。 

課題 

・コロナ禍においていかに海外大学等

との連携を図っていくか。閉じこもる

ことなく、オンラインを効果的に活用

するなど国際協働事業を着実に進める

必要がある。 

・オンラインを活用したセミナーへの

参加を促すなど、学生のグローバルマ

インドの醸成に向け、粘り強く取り組

む必要がある。 
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覚書に基づくベトナム人留学生の受入れ

は、２人目となる。（１人目の留学生は令和

２年３月に課程を修了。本学で修得した知

識や経験を活かし、ベトナムの保健衛生分

野での活躍が期待される） 

 
・ヘルスイノベーション研究科では、株式

会社ファンケルからの寄付金を活用し、留

学生を対象とした給付型奨学金を整備して

いる。令和２年度は、ベトナム人留学生（ハ

ノイ医科大学を卒業したベトナム人留学

生）、モンゴル人留学生に対し、この奨学金

を給付した。 
 
・ハノイ医科大学と合同で入院患者におけ

る栄養不良に関するオンラインカンファレ

ンスを実施した。昨年３月にハノイで実施

予定であった、科研費「ベトナム国医療施

設における【栄養不良の二重負荷】と栄養

管理システムの実態（代表者：中村丁次）」

の最終報告会が新型コロナウイルスの感染

拡大により中止となったため、代替として

オンラインにて実施したもの。また、本研

究の結果報告に加え、関連の話題として病

院内の栄養管理や給食についての調査結果

を、ハノイ医科大学、コロンボ大学、ラオ

ス保健省から発表があった。 
 
・本学では平成 24 年度から、ハノイ医科大

学におけるベトナム初となる栄養学科（管

理栄養士養成課程）創設に向けた支援に取

り組み、平成 25 年 10 月の当該学科創設後

も引き続き人材育成支援を行ってきた。こ

れまでの本学のベトナム支援について取り

まとめ、「人材育成支援等に係る本学とベト

ナムの軌跡」として大学 Web サイトで公表

した。 
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・学術・教育交流に関する連携協

定を締結した海外大学等との連

携を推進する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
コンケン大学（タイ王国） 

・ヘルスコミュニケーションをメインテー

マに、交通安全と健康について、効果的な

伝え方や媒体を学ぶ体験型学習として全５

回のジョイントワークショップを開催し

た。（２月～３月） 
参加学生数：７名 

 

カリフォルニア大学サンディエゴ校（アメ

リカ合衆国） 

・新型コロナウイルスの感染拡大を受け

て、前年度実施した現地でのスタディ・ツ

アーの実施が困難となった。そこで、これ

に代わる企画として、オンラインベースで

の joint Seminar Series を計３回開催し

た。（全４回で、令和２年度内は３回実施） 

テーマは、新型コロナウイルス感染症の流

行を踏まえた研究開発の動向および日米に

おけるイノベーション・エコシステムを主

題とした。なお、本セミナーの企画・運営

にあたっては SHI の学生の主体的な参画が

みられた。（イノベーション政策研究センタ

ー）【再掲】 

 参加学生延べ人数：12 名 

 

世界保健機構（WHO） 

・未病指標を通じた WHO との連携や、未病

指標の今後の展望などに関する講演会 

「高齢化する世界～健康長寿に向けた神奈

川県と WHO の取組み～」を神奈川県との共

催により実施した。 

・神奈川県と連携して WHO クリニカルコ

ンソーシアム会合に参加し、WHO から発

表された新型コロナウィルスへの対応や高

齢者に関わる状況についての議論を行っ

た。 
・神奈川県と連携して WHO 専門家会合へ

出席し、未病指標の取組報告や未病指標の

精緻化・未来予測についての測定・評価方

法に関する意見交換や課題整理を行った。 
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・協定内容の具体化に向けた実

践的な取組みを検討する。A（4） 

 

 

 

 

・学生の海外医療体験を目的と

した横須賀米海軍病院との定期

的な交流を行う。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デューク大学マルゴリスヘルスケア政策

センター（アメリカ合衆国） 

・令和元年９月に締結した連携協定に基づ

き、保険制度・予防医療等に関する国際協

働研究の可能性を模索した。 

 
・デューク大学マルゴリスヘルスケア政策

センターやカリフォルニア大学サンディエ

ゴ校などど連携して協定内容の具体化に向

けた取り組みを検討した。 

 

 
・平成 30 年度から年２回、学生に海外の医

療機関の様子を体感させることを目的に横

須賀米海軍病院を訪問してきたが、現在コ

ロナ禍のため実施を見合わせている。米海

軍病院側と相談を続けており、新型コロナ

ウイルス感染が収まり、安全が確保できる

ようになったら再開する予定である。令和

３年度後半（令和４年２月）からの再開を

希望している。引き続き米海軍病院側と連

絡を取り、検討を進める。 

 これまでの参加学生数：43 名 

 

【その他の取組み】 

・留学生とのオンライン交流会を実施し

た。アットホームな雰囲気の中で教職員、

留学生間でのコミュニケーションが図ら

れ、将来の語らいなどを通し交流を深めた。

コロナ禍における留学生同士の交流機会の

確保という点においても有意義な取組みと

なった。（７月） 

出席者：留学生３名 

    国際協働部門教職員及び大学幹部 

 

・ヒューマンサービスを学んだ卒業生の活

躍を全学で共有するとともに学生の国際的

な視野を養うため、「世界で活躍する卒業

生」をテーマに卒業生講演会を Zoom により

実施した。卒業生によるメイン講演のほか、

学長とのトークセッションや本学教員・学

生からの質疑応答を通し積極的なコミュニ

ケーションが図られ、充実した取組みとな

った。なお、この卒業生は現在ハーバード
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【数値目標】 

◆海外大学等との交流事業件数：

７件 A（4） 

 

 

大学の博士研究員として国際的に活躍して

おり、2020 年に執筆論文が国際学術誌

「Cell」に掲載された。（12 月） 

 参加者：45 名 

 オンデマンド視聴回数：132 回 

 

・大学全体のグローバルマインドの醸成を

図るため、国際協働に関する情報について

全学への配信を行った。とりわけ、新たに

SHI が関係する国際関係のイベントや学

校・授業紹介に関する情報について横須賀

キャンパスの学生・教職員に対し積極的に

周知を行ったところ、学生から早速イベン

ト参加希望などの声が聞かれ、学生ニーズ

に応えることができた。今後も継続して情

報共有を図り、全学としての国際協働の動

きの活発化に寄与していく。 

 

・グローバルな視野を持って活躍を続ける

卒業生との連携体制を構築するため、新た

に海外で活動経験のある卒業生情報の収集

を行った。今後、情報が得られた卒業生に

対し、卒業生講演会の講師や在校生支援に

係る取組み等について協力を依頼する予

定。 
【数値目標に対する実績】 

◆海外大学等との交流事業件数：７件 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 H30 H31 R２ 

目標 ５件 ７件 ７件 

実績 ９件 21 件 ７件 

達成率 180% 300% 100% 

評価 S S A 

【参考】海外大学等との交流事業件数（７件）の内訳 

・卒業生講演会を実施（ハーバード大学博士研究員）（12 月） 

・タイ国コンケン大学と連携ワークショップを実施（１～３月） 

・横須賀米海軍病院第７回看護合同シンポジウムへの参加（２月） 

・ハノイ医科大学とのオンラインカンファレンスを実施（３月） 

・県・SHI 連携セミナー「高齢化する世界 健康長寿に向けた神奈川県と WHO の取組み」の実施（３月） 

・カリフォルニア大学サンディエゴ校とのジョイントセミナーを実施（３月） 
・デューク大学マルゴリスヘルスケア政策センターとの連携協定に基づき、保険制度・予防医療等に関する研究を推進 
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小項目 29 

 

中
期
目
標 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 １ 運営体制の改善に関する目標 

  理事長を中心とした組織体制のもと、教育研究の特性に配慮しつつ、法人の機動的かつ効率的な運営体制を構築する。 

  また、法人の意思決定や執行に至る過程について透明性を確保する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

第２ 業務運営の改善及び効率化に

関する目標を達成するためとるべき

措置 

１ 運営体制の改善に関する目標を

達成するためとるべき措置 

(1) 機動的な運営体制の構築 

 理事長及び学長による迅速かつ適

切な大学運営を行うため、組織の見

直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 学外意見の反映 

 大学運営に幅広い意見を反映させ

るため、理事や審議会委員等に外部

委員を登用する。 

第２ 業務運営の改善及び効率化に

関する目標を達成するためとるべき

措置 

１ 運営体制の改善に関する目標を

達成するためとるべき措置 

(1) 機動的な運営体制の構築 

 役員会、経営審議会及び教育研究

審議会を定期的に開催し、連携を図

りながら機動的な大学運営を行う。 

A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 学外意見の反映 

 経営審議会、教育研究審議会及び

研究倫理審査委員会等に学外委員を

登用する。A（4） 

 
 
 
 
 
(1) 機動的な運営体制の構築 

・役員会及び経営審議会を 5 回開催し、

機動的な大学運営体制の構築に努め

た。なお、新型コロナウイルス感染症の

対策として、5 回のうち３回は書面開

催、2回は対面とオンラインを併用した

開催とした。 
・教育委研究審議会は、４月から７月ま

での４回は書面開催としたが、９月以

降はオンラインを併用しつつ対面にて

開催し、大学の教育研究に関する事項

について多角的観点から審議し、適切

な大学運営に努めた。 
 
(2) 学外意見の反映 

・各委員会に次のとおり学外委員を登

用し、外部視点の意見を伺った。 
 
 
 
 
 
 
 
 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、対面開催ではないことが多かっ

たが、役員会、経営審議会及び教育研究

審議会を定期的に開催し、機動的かつ

効率的な大学運営に努めている。 
・また、委員会等に学外委員を登用し、

専門的知見からの意見を積極的に取り

入れた。 
・以上のことから、年度計画を達成して

いるものと評価する。 

課題 

・引き続き学外委員からの幅広い意見

を取り入れ、開かれた法人運営につい

て努める。 

経営審議会：３名 
教育研究審議会：２名 
研究倫理審査委員会：５名（横須賀２名・SHI３名） 
人権倫理委員会：１名 
衛生委員会：１名 
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小項目 30 

 

中
期
目
標 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 ２ 人事の適正化に関する目標 

(1) 柔軟な人事制度の構築 

   法人組織の活性化を図るため、柔軟な人事制度を構築し、服務・勤務条件等を弾力的に運用する。 

(2) 人材の確保と活用 

   業務の質の向上を図るため、職員の採用基準や評価基準等を明確に定め適切に運用するとともに、優れた人材を確保する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

２ 人事の適正化に関する目標を達

成するためとるべき措置 

(1) 柔軟な人事制度の整備 

 教育・研究の充実及び地域貢献・国

際貢献に係る機能の充実に向けて、

クロスアポイントメント制度など柔

軟な人事制度を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 人材の確保と活用 

・適宜適切な職員採用により優れた

職員を確保する。 

・人事評価制度に基づく、適切な人材

活用を行う。 

２ 人事の適正化に関する目標を達

成するためとるべき措置 

(1) 柔軟な人事制度の整備 

 クロスアポイントメント制度や臨

床教授制度など、柔軟な人事制度の

活用を進める。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 人材の確保と活用 

・適切な職員採用により優れた職員

を確保する。A（4） 

 

 

・人事評価制度に基づく、適切な人材

活用を行う。A（4） 

 

 
 
(1) 柔軟な人事制度の整備 

・クロスアポイントメント制度を４名

の教員に適用した。また、臨床教授・准

教授として 10 名に称号を付与し、本学

の臨床教育指導体制等の充実を図っ

た。 

 

 
 
 
 
 
(2) 人材の確保と活用 

・本学の研究事務の補助について経験

豊富な契約職員１名を、今年度から常

勤職員として採用した。 

 
・毎年、人事評価を実施し、結果に基づ

く適切な人材活用を行った。 
 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・クロスアポイントメント制度や臨床

教授等の称号付与制度など、柔軟な人

事制度を活用することにより、教育・研

究の充実が図られた。 

・また、職員についても、優れた人材の

採用、在籍職員の人事評価の実施など

を通じて、業務の質の向上が図られた。 

・以上のことから、年度計画を達成して

いるものと評価する。 

 

課題 

・今後も、柔軟な人事制度の整備を続

け、教員が働きやすく活発な法人組織

を維持する。 

・今後も、優秀な人材を確保し適材適所

に配置し、業務の質の一層向上を図る。 

 

 

  

臨床教授等の称号付与 

令和２年４月１日付：８名 

令和２年８月１日付：１名 

令和３年４月１日付：１名 
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小項目 31 

 

中
期
目
標 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 ３ 事務等の効率化・合理化に関する目標 

   教育研究に対するサポート機能の向上と法人・大学運営の効率化を図るため、事務組織の見直しなど、効果的な事務運営に努める。 

 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

３ 事務等の効率化・合理化に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

(1) 事務組織 

 各部門の権限及び責任の明確化や

組織間の連携強化により、業務に的

確かつ機動的に対応できる組織体制

を整備する。 

 

 

(2) 事務の効率化 

 複数年契約等の適用範囲の拡大

や、物品調達の集約化等により効率

的な事務執行を推進する。 

 

 

 

 

 

(3) 事務職員の能力向上 

 事務職員の専門性を高めるために

研修制度の整備を図る。 

３ 事務等の効率化・合理化に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

(1) 事務組織 

 事務局組織の見直しの必要性につ

いて、引き続き検討する。A（4） 

 

 

 

 

(2) 事務の効率化 

 効率的な事務執行を図るため、複

数年契約等の適用範囲の拡大や物品

調達の集約化などの適切な運用を行

う。A（4） 

 

 

 

 

(3) 事務職員の能力向上 

事務職員の専門的知識の向上を図

るため、事務職員全員の参加を目指

しスタッフ・ディベロップメント

（SD）を実施する。A（4） 

 
 
(1) 事務組織 

・横須賀キャンパスの研究支援、産官学

連携及び外部資金獲得をより推進する

ため、令和２年４月１日付で研究推進

員１名を雇用し、研究員(URA)との２名

体制とした。 
 
(2) 事務の効率化 

・令和２年度から損害保険と学生健康

診断の契約を複数年とすることによ

り、業務の効率化を図った。 

・学内のほぼ全域に Wi-Fi を導入し、

教職員へ２in1 のモバイル端末を配布

した。ICT 環境が整い、事務の効率化が

図られた。 

 

(3) 事務職員の能力向上 

・新型コロナ感染症の拡大防止対策の

ためにも２in1 のモバイル端末を活用

して在宅勤務を行うにあたり、スタッ

フ・ディベロップメントを実施し、情報

セキュリティ対策や在宅勤務における

注意点を深く学んだ。 

 受講した事務局職員数：100 名 

 

 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 

 
・事務局組織の見直し・増強に取組み、

計画通り実施できている。 

・県からの派遣職員については、県主催

研修にも参加して資質向上を図るが、

令和２年度については新型コロナ感染

症対策のため、研修が大幅に削減され

た。 

・複数年契約にしたことで、調達手続き

を毎年度行う必要がなくなるため、業

務の効率化が図られている。 

 

 

課題 

・引き続き事務組織の見直し、事務の効

率化・合理化及び職員の能力向上に努

める。 

・県主催研修が通常開催に戻った際は、

積極的な受講を促すこととする。 
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小項目 32 

 

中
期
目
標 

第４ 財務内容の改善に関する目標 

 １ 自己収入の増加に関する目標 

   法人経営の安定化を図るため、科学研究費補助金など外部研究資金の獲得やその他の自己収入の確保に努める。 

 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

第３ 財務内容の改善に関する

目標を達成するためとるべき措

置 

１ 自己収入の増加に関する目

標を達成するためとるべき措置 

(1) 外部研究資金の獲得 

・競争的資金の獲得に向け、科学

研究費補助金の申請件数の増加

を図るとともに、その他の競争的

研究資金についても申請・応募を

勧奨する。 

・国、地方公共団体、企業等から

の受託研究、共同研究を積極的に

実施し、外部研究資金の導入を図

る。 

 

 

(2) その他の自己収入の確保 

・大学の財政基盤安定のため、入

学定員を満たすことにより、授業

料や入学料収入など教育研究に

関わる財源を確保する。 

・学内の施設を有効活用し、使用

料など自己収入の増加に努める。 

・大学パンフレットへの広告や

大学 Web サイトへのバナー広告

を募集するなど、広告収入の確保

を図る。 

 

 

第３ 財務内容の改善に関する目

標を達成するためとるべき措置 

 

１ 自己収入の増加に関する目標

を達成するためとるべき措置 

(1) 外部研究資金の獲得 

科学研究費助成金の応募促進と

採択率の向上を目指し、研修を実

施する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
(1) 外部研究資金の獲得 

・科学研究費助成事業（科研費）への学内教

員の申請件数及び採択者を増やすため、久留

米大学の児島将康教授を講師に招き、科研費

獲得に関する研修会を実施した。コロナ禍の

影響もあり、Zoom を用いたオンラインでの開

催とし、学内限定で録画配信を視聴できるよ

うにした。 

参加人数：77 名 

・科研費等外部資金の申請経験が浅く、申請

を躊躇しているような教員を対象とした講

座を開催するとともに、調書のブラッシュア

ップを行うなど、個別支援を実施した。 

 支援人数：延べ 24 名 

・学内の科研費採択者が講師となり、科研費

の申請にあたって重点的に取り組んだこと

や工夫した点などをまとめた動画を定期的

に配信し、学内教員の意識付けを行った。 

 

【その他の取組み】 

・専門業者が提供する科研費研究計画書添削

サービスを利用し、採択に向けた支援を行っ

た。 

・採択された科研費研究計画調書を閲覧でき

るサービスについて、閲覧対象研究計画調書

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 

 
・科研費の応募促進と採択率向上に向

けた研修や、教員向けの支援を行うこ

とにより、「研究者が所属する研究機関

別採択率上位 30 機関（令和２年度新規

採択分）」で、本学は、採択率 43.1％

（申請件数 51 件、採択件数 22 件）で、

全国で第 7 位となり、初めてランクイ

ンするなど、外部資金を着実に獲得で

きている。 

 

課題 

・引き続き、科研費の応募促進と採択率

の向上を目指し、研修等の取り組みを

行っていく。 
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(2) その他の自己収入の確保 

・入学者の定数確保に努め、授業料

や入学料の安定財源を確保する。 

 A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を拡充し、採択に向けた支援を実施した。 

・科研費研究活動スタート支援（研究機関に

採用されたばかりの研究者や育児休業等か

ら復帰した研究者等が行う研究をサポート

するもの）の応募に際し、個別支援を実施し

た。 

 

・科研費令和 2年度新規採択分で、本学は、

採択率 43.1％（申請件数 51 件、採択件数 22

件）で、「研究者が所属する研究機関別採択率

上位 30 機関」で第 7 位にランクインした。

また、研究者が所属する研究機関別女性比率

では、本学が第５位であった。【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) その他の自己収入の確保 

・入学者の定数確保に努めた。 

令和２年度入学者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 募集人員 入学者数 

学部 

（一般入試及び特別選抜） 
230 名 234 名 

大学院博士前期課程 20 名 20 名 

大学院博士後期課程 ５名 ６名 

大学院ヘルスイノベーシ

ョン研究科 
15 名 19 名 

入学金及び授業料等収入 

・授業料：520,764 千円 

（学部・研究科・SHI・実践教育センター） 

・入学金：110,300 千円 

（学部・研究科・SHI・実践教育センター） 

・検定料：17,335 千円 

（学部・研究科・SHI・実践教育センター） 

【参考】科研費交付決定額（令和２年度新規・継続採択分） 

種目 件数 
交付決定額 

（間接経費含む） 

基盤 B 3 件 11,830,000 円 

基盤 C 12 件 45,240,000 円 

若手 7 件 21,840,000 円 

研スタ １件 1,430,000 円 
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【数値目標】 

◆科学研究費補助金の申請件数：

300 件（計画期間累計） 

・大学 Web サイト等での広報を通

じ、学内施設を積極的に貸付する。 

 

・大学 Web サイトへのバナー広告

等の募集を積極的に行う。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

【数値目標】 

◆科学研究費補助金等の申請件

数：50 件 A（4） 

・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か

ら、施設の利用及び新規受付は、当面の間休

止することとした。 

・大学 Web サイトへのバナー広告の募集を行

った。 

 

 

 
 
※大学 Web サイト平均アクセス数（大学 Web

サイトリニューアル後 令和２年５月～令和

３年３月実績）：約 510,000 回/年 

【数値目標に対する実績】 

◆科学研究費補助金等の申請件数：48 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 H30 H31 R２ 

目標 40 件 48 件 50 件 

実績 41 件 54 件 48 件 

達成率 102% 112% 96% 

評価 A S A 

〇令和３年度科研費申請件数：42 件 

 内訳 

  基盤研究（B）４件 

  基盤研究（C）28 件 

  若手研究４件 

  挑戦的研究（開拓）１件 

  挑戦的研究（萌芽）３件 

  研究活動スタート支援２件 

〇厚生労働科学研究費：３件 
〇その他公募研究への申請：３件 

広告掲載企業：４社 

広告料収入：581,250 円 

〇受託研究の明細 

 当期受入額：（47,108,174 円） 

           5,477,588 円 

〇科学研究費補助金等の明細 

 当期受入額：（63,917,229 円） 

        15,660,500 円 

※上段（）内に直接経費相当額を、下段に間接経費相当額を記載 
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小項目 33 

 

中
期
目
標 

第４ 財務内容の改善に関する目標 

 ２ 経費の抑制に関する目標 

   大学における教育研究に配慮しつつ、組織運営の効率化等を図るため、法人業務全般について見直しを行い、経費の節減に努める。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

２ 経費の抑制に関する目標を達成

するためとるべき措置 

・省エネルギーや物品のリサイクル

利用、文書のペーパーレス化など、事

務経費の削減に効果的な取組みを進

める。 

・経費の節減に向け、職員のコスト意

識の醸成を図る。 

２ 経費の抑制に関する目標を達成

するためとるべき措置 

 省エネルギー等の経費抑制に係る

取組みについて、職員・学生に周知

し、全学的な意識共有を図る。A（4） 

２ 経費の抑制に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

 
・教職員および学生に対し、空調や照明

などの適切な使用について啓発を実施

した。 
 
・Wi-Fi や Zoom を活用したオンライン

会議など実施することにより、会議資

料のペーパーレス化に対応した。 
 
・令和２年度の光熱水費（電気・水道・

ガス）の実績（約 6,000 万円）は、前年

度と比較して約 1,500 万円の削減とな

った。 
 
・電力供給について一般競争入札を行

った結果、旧一般電気事業者である東

京電力の約款に基づき算定した費用

（約 5,300 万円）との比較で、令和３

年度の削減効果は約 1,100 万円であっ

た。 
 
 
 
 
 
 
 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
光熱水費の削減やオンライン会議によ

るペーパーレス化など、計画に基づい

た取り組みが実施できているものと評

価する。 

課題 

・現在、紙資料で実施している学内会議

について、ペーパーレス化を推進する。 

・省エネルギーの取組みについては、引

き続き、学内周知を図ることで意識の

醸成を図ることとするが、新型コロナ

ウイルス感染症対策とのバランスを考

慮した対応が求められる。 
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小項目 34 

 

中
期
目
標 

第４ 財務内容の改善に関する目標 

 ３ 資産の運用管理の改善に関する目標 

   大学の健全な運営を確保するため、資産の安全かつ確実な運用と適切な管理を行う。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

３ 資産の運用管理に関する目標を

達成するためとるべき措置 

 資金の受入れ及び払出しに際して

は、資金計画を作成し、効率的かつ確

実な資金運用を図る。 

３ 資産の運用管理に関する目標を

達成するためとるべき措置 

 資金計画に基づき適正な資金運用

を行う。A（4） 

３ 資産の運用管理に関する目標を達

成するためとるべき措置 

・予算に基づき作成した資金計画によ

り、適正な管理・執行を図るとともに、

役員会、経営審議会において収入・支出

の状況について説明を行った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・予算の適正な管理、執行を行った。 
・年度計画を達成しているものと評価

する。 

課題 

・引き続き予算の適正な管理、執行に努

める。 
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小項目 35 

 

中
期
目
標 

第５ その他業務運営に関する重要な目標 

 １ 施設設備の整備、活用等に関する目標 

   教育研究活動を円滑に実施するため、施設設備を適切に維持管理するとともに、地域開放など有効活用を図る。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

第９ その他業務運営に関する重要

な目標を達成するための措置 

１ 施設設備の整備、活用等に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

(1) 施設設備の整備 

 良好な教育研究環境を維持するた

め、施設設備の定期的な点検を行う

とともに、適切な管理・保全のため必

要な施設・設備改修計画を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 施設設備の活用及び見直し 

 大学の諸施設の開放に関するルー

ルを定め、地域等に有効に活用され

るよう、教育研究等大学運営に支障

のない範囲内で一般への開放を積極

的に進める。 

第９ その他業務運営に関する重要

な目標を達成するための措置 

１ 施設設備の整備、活用等に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

(1) 施設設備の整備 

 施設・設備改修計画の策定につい

て検討する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 施設設備の活用及び見直し 

 大学の諸施設の一般開放を推進す

るため、大学 Web サイト等を通じ積

極的に広報する。 

 
 
 
 
(1) 施設設備の整備 
・PFI 事業に係る長期修繕計画に基づ

き、建物等の修繕を計画的に行うこと

により、適切な維持管理に努めた。 
・機械警備システムの更新や自家発電

設備などの修繕を行った。 
 修繕に要した費用：304,391 千円 
・学内のほぼ全域に Wi-Fi を導入し、

教職員へ２in1 のモバイル端末を配布

した。 
 契約額：332,211 千円(５年リース) 
・講義室や階段教室などの什器を更新

するため、教職員による検討チームを

設置して検討を行い、調達手続きを行

った。什器の更新作業は、令和３年８～

９月を予定している。 
 契約額：365,893 千円 
 
(2) 施設設備の活用及び見直し 
・新型コロナウィルス感染拡大状況の

変化に応じて施設の利用については検

討を重ねたが、学生等への感染リスク

を考慮した結果、大学への入構を禁止

し、一般の地域開放を制限することに

した。但し、社会的必要性を踏まえ感染

対策を十分実施することを前提に神奈

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・「(1)施設設備の整備」について
は、PFI 契約に基づき本学施設を
管理している管理会社と密接に連
携することで、施設の適切な維持
管理に努めている。 
・また、学内に Wi-Fi を設置する
ほか、講義室等の什器更新を検討
するなど、学内施設の整備を積極
的に進めている。 

課題 

・「(2)施設整備の活用及び見直し」につ

いては、新型コロナウイルス感染症の

感染状況に応じて、大学施設の活用を

引き続き検討する必要がある。 
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川県の県職員採用試験（Ⅲ種採用試験、

Ⅰ種採用試験）の受験会場として県に

提供した。 

今後、大学施設の一般利用の開始時期

については、収束状況を見極めながら

適宜検討していく。 

【再掲】 
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小項目 36 

 

中
期
目
標 

第５ その他業務運営に関する重要な目標 

 ２ 安全管理に関する目標 

   学生や職員が安全かつ安心できる学習環境や職場環境を確保するため、防災等に係る危機管理体制を確立する。 

   また、情報セキュリティ対策の充実、個人情報の保護を徹底する。 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

２ 安全管理に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

(1) 防災等の危機管理体制の強化 

 自然災害や事故を始めとする各種

危機事案に対応するためのマニュア

ルを策定し、学生及び職員が一体と

なった危機管理体制を整備する。 

 

 

(2) 情報セキュリティ対策の充実 

 情報セキュリティポリシーを策定

し、学内の情報セキュリティ管理体

制の整備と情報管理の適正化を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 安全管理に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

(1) 防災等の危機管理体制の強化 

 定期的に訓練を実施し、適宜マニ

ュアル等の検証を行う。A（4） 

 

 

 

 

(2) 情報セキュリティ対策の充実 

 情報セキュリティポリシーに基づ

き、情報セキュリティ対策状況につ

いて評価及び見直しを行う。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(1) 防災等の危機管理体制の強化 

新型コロナ感染症の影響を考慮して、

津波・火災避難訓練は机上訓練とし、10
月 14 日に実施した。 
 
 
 
(2) 情報セキュリティ対策の充実 

・策定した情報セキュリティポリシー

に基づいて学内情報システムを運用し

た。 
・新型コロナウイルス感染拡大防止の

観点から、前年３月の実施を見送った

不祥事防止研修について、外部講師を

招いて令和２年９月にオンラインで実

施した。実施に当たっては、テレワーク

が定着してきたことを受け、学外で業

務を行う際の情報セキュリティに関す

る内容を多く盛り込んだ。 
参加人数：108 名 

 
・上記の不祥事防止研究については、録

画動画を編集し、オンデマンド配信も

行った。令和３年１月の緊急事態宣言

の発令時には、再配信し再度の視聴と

注意喚起を行った。 
・令和２年 10 月から教職員へ 2in1 の

モバイル端末を配布したが、最新のウ

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・「(1) 防災等の危機管理体制の強化」

については、新型コロナウイルス感染

症が収束していない状況下において

も、その影響を考慮した訓練が実施で

きている。 

・「(2)  情報セキュリティ対策の充実」

については、情報セキュリティポリシ

ーに基づき適正な運用ができている。 

・「(3)  個人情報の保護」については、

不祥事防止研修を実施し、規範意識の

醸成が図られている。 

・以上のことから年度計画を達成して

いるものと評価する。 

課題 

・全学的な個人情報の保護の規範意識

の醸成について、継続的に取り組む必

要がある。また、コロナ禍を経て、働き

方が大きく変革し、これに対応した新

たな IT 技術も定着しつつあるため、個

人情報を流出させない情報システムの

仕組みについても検討が必要である。 
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(3) 個人情報の保護 

 職員及び学生に対し、個人情報に

関する保護の理解を求めるための講

習会等を定期的に行い、意識啓発の

向上を図る。 

 

 

 

 

 

(3) 個人情報の保護 

 個人情報の保護に係る講習会を定

期的に実施する。A（4） 

 

イルス対策ソフトを導入するととも

に、紛失時には遠隔操作で端末をロッ

クする機能も導入した。 
 
 

(3) 個人情報の保護 

・実習に係るオリエンテーションの中

で、個人情報の取扱い方法等について

説明を行った。 

 対象：学生 

・令和２年９月に実施した不祥事防止

研修の中で、最近の大学における個人

情報の流出や過去に一般企業や自治体

で発生した個人情報流出の事案につい

ても、重点的に取り扱った。 
参加人数：108 名（再掲） 
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小項目 37 

 

中
期
目
標 

第５ その他業務運営に関する重要な目標 

 ３ 情報公開等の推進に関する目標 

   法人の運営状況の透明性と説明責任を果たすため、教育研究及び組織運営の状況に関わる情報を積極的に公開する。 

 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

３ 情報公開等の推進に関する

目標を達成するためとるべき措

置 

・県民への説明責任を果たすた

め、大学 Web サイトや印刷物によ

り、中期目標、中期計画、年度計

画、財務諸表、評価結果等の情報

提供を積極的に行う。 

・大学の特色や魅力を広く内外

に発信するため、大学 Web サイト

や入学案内冊子などの情報発信

媒体の充実及び有効活用を図る

とともに、オープンキャンパス等

多様な広報機会を通じて広報の

強化を図る。 

３ 情報公開等の推進に関する

目標を達成するためとるべき措

置 

・大学としての説明責任を果た

す観点から、年度計画や財務諸

表、また教員の研究テーマや業績

等を大学 Web サイトで公表し、見

える化に取り組む。A（4） 

 

・大学Webサイトの全面リニュー

アルを行う。S（5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大学案内の改訂を行う。A（4） 

 

 

 

 

 

３ 情報公開等の推進に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

 
・大学の情報公開を推進するため、年度計画や

財務諸表などを大学 Web サイトに掲載した。 

・教員の研究テーマや業績等を取りまとめた教

育研究活動報告書を更新し、大学 Web サイトで

公表した。 

 

・大学 Web サイトについては、掲載されている

情報が整理されておらず、見たい情報に行き着

くまで時間がかかる、スマートフォンからの閲

覧を想定した作りになっていない等のユーザ

ビリティの面や、更新作業がしづらいといった

運用の面で問題を抱えていたため、リニューア

ルを実施した。サイトの役割の明確化やサイト

構成、掲載する情報の見直し、情報の追加（研

究、大学の特色をまとめたページなど）、デザイ

ンの変更、CMS の変更などを行った結果、ユー

ザビリティや更新作業面での問題が改善され

た。コロナ禍においては、集合形式での実施が

できなかったオープンキャンパスをWebで行う

など有効に活用できた。 

 

・大学案内について、作成目的や役割が不明確

なことや、掲載する情報が十分に精査できてい

ないという課題があったため、より訴求力のあ

る広報媒体とするため、リニューアルを実施し

た。大学 Web サイトとの役割分担や掲載する情

報を見直すとともに、デザインを大幅に変更

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・大学の特色や魅力がしっかりと伝わ

る媒体となるように、大学 Web サイト

や大学案内をリニューアルした。 

・また、ユーザビリティが向上した Web

サイトや SNS などを効果的に活用し、

積極的に情報発信を行った。 

・以上のことから、年度計画を達成して

いるものと評価する。 

課題 

・引き続き大学の情報公開を推進し、法 

人の運営状況の透明性の確保に努める 

とともに、大学の魅力を広くアピール

していく。 
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・英語版の大学案内の作成につ

いて検討する。A（4） 

 

し、大学の特色や魅力が伝わる媒体となった。

（６月） 

・リニューアルした大学案内や大学 Web サイト

とイメージの統一も図りながら、大学院保健福

祉学研究科のパンフレットを作成した（６月） 

・大学院ヘルスイノベーション研究科博士課程

の設置に向けて、リーフレット作成を検討し

た。 

 

・海外の方々に大学の概要や取組みを紹介する

ため、英語版大学案内をリニューアルした。リ

ニューアルに当たっては、現行パンフレットの

掲載情報の見直しや新規コンテンツの追加を

行った。（３月） 

 

【その他の取組み】 

・記者発表を 4件実施した。 

・大学公式 SNS（Twitter、Facebook）を活用し、

入試情報や学生、教員の活躍など積極的に情報

発信した。 

 発信件数：114 件 

・SNS で発信した記事を見た閲覧者が、より詳

細な情報を提供できる大学Webサイトにアクセ

スするという流れができてきていることから、

今後も本学の活動をより広く知ってもらうた

め、Web サイトと連動させて活用していく。 

・デジタルサイネージを使用し、学内で実施さ

れるイベント情報等の発信を行った。 
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小項目 38 

 

中
期
目
標 

第５ その他業務運営に関する重要な目標 

 ４ 社会的責任に関する目標 

   法人としての社会的責任を果たすため、法令遵守の徹底、人権啓発の推進、環境への配慮などに努める。 

 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

４ 社会的責任に関する目標を

達成するためとるべき措置 

(1) 法令遵守の徹底 

 法令、社会的規範、学内規定の

遵守を徹底するため、不正行為の

防止など、必要な研修を実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 社会的責任に関する目標を達

成するためとるべき措置 

(1) 法令遵守の徹底 

 不祥事防止研修や、研究におけ

る不正防止に係る研修を実施す

る。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) 法令遵守の徹底 

・研究倫理及びコンプライアンス教育のため

の研修として、外部講師を招いての集合研修

開催に向け準備を進めていたが、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止の観点から、e ラーニ

ングを利用した研修に変更した。今年度は新

たに「大学等における安全保障輸出管理」を

教員向けの必修単元に加え、安全保障貿易管

理の規制や重要性理解の増進に努めた。【再

掲】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・研究倫理及びコンプライアンス教育

のための研修については、新型コロナ

ウイルス感染症の影響で当初の計画か

ら実施方法を変更したが、研究におけ

る不正防止に関する研修を着実に行っ

た。 
・教職員向け研修において、コロナ禍で

例年とは異なる不安や心配を抱えて授

業に臨む学生に対する理解を深められ

るように、学生指導経験が豊富な講師

へ研修を依頼した。 
・学生及び教職員へ向けた「人権啓発に

係る研修」、「ハラスメントに関するア

ンケート調査」を計画通り実施し、目標

値は達成している。さらに、コロナ禍の

状況を踏まえ、研修の受講率やアンケ

ート回収率の向上を目指し、オンライ

ンを活用した方法を検討して実施し

た。 
・以上のことから年度計画を達成して

いるものと評価する。 
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(2) 人権啓発の推進 

 学生及び職員向けの人権啓発

に係る研修を実施するとともに、

ハラスメントの実態を把握する

ため、学生及び職員を対象とした

アンケート調査を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 人権啓発の推進 

 職員及び学生向けのハラスメン

ト防止研修を実施する。（職員向

け：年２回、学生向け：年１回）ま

た、ハラスメントに関するアンケ

ート調査を年１回実施する。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 人権啓発の推進 

・外部講師を招き、ハラスメント防止研修を

３回実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・令和３年２月実施分については、コロナ禍

において例年とは異なる不安や心配を抱え

て授業に臨む学生に対する理解を深め、ハラ

スメントにならないよう教員が考えておく

べき内容を考慮した。 
・ハラスメントに関するアンケート調査を実

施した。（10～12 月） 
  
 
 
 
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か

ら、アンケートを対面で配布する機会が少な

かったため、オンラインと紙媒体により集計

を行った。 
・アンケート結果については、人権・倫理委

員会で分析を行い、ハラスメントの認識の程

度や委員会で対処するべき内容、次年度の研

修への課題等について検討を行った。 
・なお、アンケート結果は教授会での報告や

学内 Web サイトを活用し、職員間での共有を

図った。 

課題 

・引き続き、法令遵守の徹底はもとより

人権啓発の推進を図り、研修会を実施

するなど全学的に不祥事等の防止に努

める。 

・人権啓発の研修会を実施するにあた

っては、グループワークを導入するな

ど方法を検討する 

 

 

 

 

 

 

日付 対象 参加者数 実施方法 

令和２年７月 学生   236 名※1 

オンライン・オンデマンド 令和２年９月 教職員  169 名※2 

令和３年２月 教職員  149 名※2 

※1 236 名は学部１年生全員（このほか２～４年生、大学院生もオンデマンド受講） 

※2 オンライン参加者数（オンデマンド受講者は含まない） 

対象：大学教職員・学生 
回答：513 名（回収率 39%） 
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(3) 環境への配慮 

 職員・学生等への省エネルギー

の啓発等を行い、資源のリサイク

ルなどを通じて、環境に配慮した

法人運営を行う。 

 

 

【数値目標】 

◆人権啓発に係る研修等の実施：

18 回（計画期間累計） 

 

 

 

 

 

 

 

◆ハラスメントに関するアンケ

ート調査の実施：６回（計画期間

累計） 

 

 

 

 

 

(3) 環境への配慮 

 職員・学生に対し省エネルギー

の啓発等を行い、全学で環境への

配慮に取り組む。A（4） 

 

 

 

【数値目標】 

◆人権啓発に係る研修等の実施：

３回 A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

◆ハラスメントに関するアンケー

ト調査の実施：１回 A（4） 

・また、アンケート結果で全学的に意識の共

有を図ることが望ましい内容等については、

教職員向けの研修内容に反映させた。 
 
 

(3) 環境への配慮 

・ごみの分別回収を徹底するなど、資源のリ

サイクルに取り組んだ。 
 
 
 
 
【数値目標に対する実績】 

◆人権啓発に係る研修等の実施：３回 

 
 
 
 
 
 
 
 
◆ハラスメントに関するアンケート調査の

実施：１回 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 H30 H31 R２ 

目標 ３回 ３回 ３回 

実績 ３回 ３回 ３回 

達成率 100% 100% 100% 

評価 A A A 

 H30 H31 R２ 

目標 １回 １回 １回 

実績 １回 １回 １回 

達成率 100% 100% 100% 

評価 A A A 



102 
 

小項目 39 

 

中
期
目
標 

第６ 自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標 

 １ 自己点検及び評価の充実に関する目標 

   教育水準の向上を図り、大学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動の状況について自ら点検及び評価を行うとともに、外部からの点検及び評価を受ける。 

 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

第 11 自ら行う点検及び評価並びに

当該状況に係る情報の提供に関する

目標を達成するためとるべき措置 

１ 自己点検及び評価の充実に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

(1) 自己点検及び評価の実施 

・法人運営や教育研究活動等全般に

わたり適切な自己点検・自己評価を

行うため、点検・評価項目や実施手法

等について継続的な改善・見直しを

図る。 

・組織的かつ定期的に自己点検・評価

に取り組む体制を構築し、公共上の

見地から確実に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 11 自ら行う点検及び評価並びに

当該状況に係る情報の提供に関する

目標を達成するためとるべき措置 

１ 自己点検及び評価の充実に関す

る目標を達成するためとるべき措置 

(1) 自己点検及び評価の実施 

 自己評価審査会で自己点検及び評

価を行う。A（4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
(1) 自己点検及び評価の実施 

・自己評価審査会及び自己評価専門部

会を開催し、年度計画の進捗状況につ

いて点検を行った。点検結果は教授会

で報告し、職員間で共有した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・法人業務を見える化し、自己評価を実

情に合わせ適正化していくため、定性

的目標、定量的目標について新たに自

己評価基準を策定した。 
 

 

 

 

 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・定期的に自己評価専門部会、自己評価

審査会を開催し、業務の進捗管理がで

きている。 

・また、その結果についても教授会で報

告され、学内で共有が図られている。 

・令和元年度の業務実績に係る自己評

価及び県評価委員会からの評価結果に

ついては、翌年度以降の計画等に反映

するよう、教職員間で情報共有を図り

取組みを進めた。 

・さらに、新たに学内自己評価基準を策

定し、より大学の実情に沿った自己点

検・評価が行えるよう改善に取り組ん

だ。 

・以上のことから年度計画を達成して

いるものと評価する。 
課題 

・県評価委員会からの指摘を踏まえ、関

係委員会等を中心にしっかりと分析を

行うことで課題を洗い出し、引き続き

適切な法人運営に努める。 

・令和４年度に受審する大学認証評価

に向け、教育の内部質保証に関する自

己点検・評価を確実に実施する。 

自己評価専門部会：３回 

５月（R１実績確認） 

11 月（R２中間取りまとめ） 

３月（R２全体取りまとめ） 

自己評価審査会：４回 

 ６月（R１実績審査） 

 12 月（R２中間審査） 

 ３月（R２実績暫定審査） 

 ３月（内部質保証体制の審議） 
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(2) 自己点検及び評価の結果の活

用 

 評価結果を踏まえた改善課題の取

組み目標を設定し、大学の教育研究

活動や組織及び業務運営の改善に取

り組む。 

 

(3) 外部評価の実施 

 評価の客観性を確保するため、文

部科学大臣の認証評価機関による評

価を受ける。（平成 34 年度実施予定） 

 

(2) 自己点検及び評価の結果の活

用 

 自己評価及び県評価委員会からの

評価結果について、翌年度以降の業

務改善に反映させる。A（4） 

 

 

(3) 外部評価の実施 

 2022 年度に実施予定の外部機関に

よる認証評価に向け、大学の自己評

価基準や項目等の整合性について検

証する。A（4） 

 

 

(2) 自己点検及び評価の結果の活用 

・評価委員会からの指摘事項について

は次年度以降の計画に反映させていく

とともに、令和２年度計画の取組みの

中においても適宜対応していくことと

した。 

 
(3) 外部評価の実施 

・令和４年度に実施する大学認証評価

に向け、大学の内部質保証体制の整備

に着手し、令和３年４月１日付で内部

質保証推進部会を設置した。 

・また「教育の内部質保証に関する方

針」や「神奈川県立保健福祉大学自己点

検・評価と外部評価に関する規則」など

関係規則等の整備を併せて行った。 
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小項目 40 

 

中
期
目
標 

第６ 自ら行う点検及び評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する目標 

 ２ 自己点検及び評価の状況に係る情報の提供に関する目標 

   教育研究、業務運営、財務など法人運営全般にわたって透明性を確保するため、自己点検及び評価並びに第三者評価の実施結果を積極的に公表する。 

 

 

中期計画 年度計画 業務実績 法人の自己評価 
 評価委員会評価 

評価
区分 

評価 
区分 

コメント 

２ 自己点検及び評価の状況に関す

る情報の提供に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

 

・自己点検・評価及び第三者機関の評

価結果については、報告書や大学 Web

サイト等により公表する。 

・内部監査等の自己点検・評価や第三

者評価の結果を踏まえ、年度計画で

改善に取り組むなど、教育研究活動

及び法人・大学の運営改善に反映さ

せる。また、年度計画の達成状況を大

学Webサイト等で積極的に公表する。 

２ 自己点検及び評価の状況に関す

る情報の提供に関する目標を達成す

るためとるべき措置 

 

 年度計画に係る自己点検・評価結

果、県評価委員会からの評価結果に

ついて、大学 Web サイトで公表する。 

A（4） 

２ 自己点検及び評価の状況に関する

情報の提供に関する目標を達成するた

めとるべき措置 

 
・平成 31 年度業務実績報告書を大学

Web サイトで公表した。（６月） 

・令和元年度業務実績評価書を大学

Web サイトで公表した。（９月） 

実績に対する評価 

 

 

A 

 

 

 

 
・業務実績報告書については評価委員

会へ提出後に、業務実績評価書につい

ては評価委員会から受領後に速やかに

公表した。 
・以上のことから年度計画を達成して

いるものと評価する。 

課題 

・引き続き、県評価委員会からの評価結

果を速やかに公表し、法人運営の透明

性を確保していく。 
 
 
 
 
 

 


